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午前９時00分開議 

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。着席。 

○議長（櫛川 正男君） 改めまして、おはようございます。全員おそろいです。本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１．一般質問 

○議長（櫛川 正男君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に質問を許可します。２番、組坂公明議員の発言を許可します。２番、組坂公

明議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） おはようございます。２番議員の組坂公明でございます。議長よ

り許可を得ましたので、質問をさせていただきたいと思います。 

 前回、私は、一般質問をさせていただいた６月議会では、豪雨災害による備えについて質問を

させていただきました。今回は、これから非常に寒くなってきておりますが、春先にかけて多発

する火災関係について質問をさせていただきたいと思います。 

 昨年、平成２９年中の全国における火災件数３万９,１９３件、１日当たりに計算すると

１０７件で、１３分に１件の割合で火災が発生したことになります。今のは全国的なものでござ

います。うきは市におきましても、昨年は１５件の火災が発生し、多くの損害をもたらしており

ます。 
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 そこで、まず、１点目の質問ですが、うきは市の火災状況について、他市町村と比較して、ど

のような特徴があるのか、どう分析されているのか伺いたいと思います。 

 次に、２点目が、火災が発生したとき、火災による被害を最少限度に食いとめるためには、人

と車両と水が必要です。人というのは、消防職員あるいは消防団員です。車両というのは、消防

ポンプ自動車を初めとした消防車両で、そして、火災というのは、水がなくては消すことができ

ません。この水、すなわち、うきは市における消防水利の充足率はどのくらいあるのか伺いたい

と思います。 

 ３点目が、うきは市の消防水利の充足率、極端に低うございます。これは一体どうしてなのか

を伺いたいと思います。 

 ４点目が、これらの消防水利、これを今後どう整備していくのか、もし整備計画でもあれば伺

いたいと思います。 

 最後に、県の許可を必要としない小規模開発、小規模開発における消防水利の設置について、

現状の開発指導要綱を見直す必要があると思われますが、いかがか。 

 以上、５点を市長に答弁願いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。ただいま、安全・安心なまちづくりについて、消

防施設の整備事業、特に消防水利に関し、大きく５点の質問をいただきました。 

 まず、１点目の、うきは市の火災状況の分析についての御質問でありますが、うきは市の過去

３年間の建物、林野、車両、その他の火災を合わせた出火件数は、平成２７年が１７件、平成

２８年が１４件、平成２９年が１５件となっており、人口１万人当たりであらわされる出火率は

平均で４.９となります。久留米広域圏の他市・町の過去３年間の平均が、久留米市３.２、小郡

市２.４、大刀洗町４.３、大木町２.６となっております。 

 なお、甘木・朝倉消防署管内については３.９、福岡県の過去１０年間の平均が３.４であるこ

とから、うきは市が近隣他市町村に比べ、出火率については比較的高いということが言えると思

います。その要因としましては、山林や果樹園地帯が広く、たき火の延焼が多いこと、空き家の

不審火が増加していること、また、高齢者の不注意による火災も増加していること等が挙げられ

ると思います。 

 ２点目の、うきは市の消防水利充足率についての御質問でありますが、議員御承知のとおり、

消防水利につきましては、消防法第２０条第２項及び第２１条第１項に定義が規定され、消防庁

告示により、具体的な施設として、消火栓、防火水槽、プール、池、河川等が挙げられています

が、ここで言う河川とは、常時通水され、毎分１トンの水を４０分間連続して出水できるもので

なければなりません。 
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 うきは市の消防水利の充足率は、平成２７年度の消防施設整備計画実態調査によると、久留米

広域圏内で、久留米市８５.２％、小郡市７４.２％、大刀洗町７６.３％、大木町６５.５％に対

して、うきは市は１９.３％となっております。 

 ３点目の、近隣他市町村と比較し、消防水利の充足率が低い理由についての御質問であります

が、近隣市町村の場合、上水道施設が整備され、消防水利は主として消火栓によって確保されて

いますが、うきは市の場合、上水道施設がないため、消火栓による消防水利が確保できません。

かわりに、基準を満たす水利を含め、市内に６１６カ所の消防水利を確保しております。しかし、

先ほど申し上げましたように、河川や井戸では法的な基準を満たさないために消防水利とはみな

されないことから、充足率が低い結果となっております。 

 ４点目の、消防水利の設備についての御質問でありますが、消防水利の確保について、根本的

な解決を行うには、上水道施設整備による消火栓整備が最も有効かと思われます。しかしながら、

それまでの間、現実的な対応として、まず、防火水槽の設置が挙げられます。公共施設を建設す

る場合には、近隣の消防水利の状況を確認しながら設置をしております。 

 地元地域からの消防水利の設置要望に対しては、消防水利施設設置事業等により補助金を交付

しております。また、河川も消防水利として重要な役割を果たしておりますが、冬場の農業水路

の通水量の減少が心配されていますので、消火活動に必要な通水を関係土地改良区にも申し入れ

をしております。いずれにいたしましても、火災時の消防水利の確保は重要なことであり、今後

もできるだけ確保に努めてまいりたいと考えております。 

 ５点目の、小規模開発における現状の開発行為指導要綱の見直しの質問でありますが、現在、

市では１,０００平米以上３,０００平米未満の開発行為については、うきは市開発行為指導要綱

に基づき審査を行っております。市では、申請案件に対し、関係部署の道路、排水施設、下水道、

消防水利、環境衛生施設、防犯安全施設、文化財の意見を取りまとめ、審査を行っております。 

 議員の御質問である消防水利につきましては、久留米広域消防本部へ協議を行っております。

久留米広域消防本部からの協議回答において、防火水槽を設置するよう指導を受ける場合もござ

います。現在、開発行為につきましては、うきは市開発行為指導要綱で審査を行っておりますが、

法令に基づくものではなく、あくまでも行政指導にとどまるもので、申請者の任意の履行を促す

ものでございます。 

 なお、３,０００平米を超える開発行為につきましては、都市計画法に基づき、福岡県の開発

許可を受けることとなっております。 

 議員御質問の消防水利の設置を促す場合、これまで行われてきました許可案件との整合性を図

る必要があり、要綱の改正は厳しいものがあると考えております。これらの課題につきましては、

今後、内部協議を行い、うきは市の都市計画策定時期において、県を初め近隣市町村の調査も踏
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まえ、検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） ５点の質問をさせていただました。改めて１点ずつ確認をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、第１問の質問でございますが、他市町村との火災状況の比較ということで、私のほうも

資料のほうを用意させていただいております。傍聴席のほうにも差し上げております。 

 この資料にありましては、過去５年間の、うきは市、久留米市、小郡市、大刀洗町、大木町の

出火件数、それから焼損棟数を合算したものでございます。先ほど市長のほうからは、３年間の

報告がございました。この出火件数と焼損棟数、これを見ていただきますと、火災件数、小郡と

比べると、小郡は人口が約２倍でございます。うきはは火災が多いところになっております。そ

して、広範囲な面積がありますので、一概に件数が多い少ないを他都市と比べるのも非常に難し

いと思いますけど、明らかに建物火災が多いですね。うきはにありましては、先ほど、枯れ草と

か、そういった林野火災が多いということでございましたが、明らかに建物火災が多い。 

 その中で、この焼損棟数を見ていただきますと、うきは市にありましては、５年間で５９棟の

建物火災があっております。このうち１８棟が全焼火災であると。全焼率を各、この表の構成市

町と比べると、明らかに、うきは市が高い。約３０.５％、３件に１件弱の割合で全焼となって

いるような状態になります。 

 この資料で挙げている市町村というのは、うきは市を管轄する久留米広域消防本部の構成市町

でございます。この構成市町には、２４年に消防が合併し、出動車両、出動人員、全て同じでご

ざいます。その中で、うきは市が全焼率が高いというのは一体どういうことだろうか。考えまし

たところ、明らかに違うのは、消防水利、この問題ではないかというふうに思っております。私

も消防署で経験上、浮羽消防署以外の消防署にも勤務しました。 

 うきは市以外の、この構成市町で挙げている市町村を管轄する消防署は、ほとんどが防火水槽

と消火栓で賄われます。ただ、うきは市だけは消防水利が脆弱なため、河川をとるにしても、水

をせきとめたり、あるいは水利が遠いため、ホースを多く伸ばしたり、そういった時間があるの

ではなかろうか、そういった関係上、全焼火災が多いのではなかろうかと考えております。そう

いったところで私のほうは分析しているところでございます。 

 それで、２点目の質問ですが、充足率が、先ほど市長から報告がありましたとおり、

１９.３％、この消防水利にありましては、消防施設整備計画実態調査というのが３年に１回あ

っております。この１９.３％というのは、平成２７年度に調査した内容でございます。 

 まず、この消防水利１９.３％の消防水利は何なのかを市長に伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 
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○市長（髙木 典雄君） 市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 瀧内市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君） 市民協働推進課の瀧内と申します。 

 先ほど、議員のほうから御質問をいただきました消防水利１９.３％の充足率でございますが、

市長答弁でもありましたように、水利といたしましては６１６カ所の水利について、確保といい

ますか、しているところでございますが、法的に申します消防水利については、非常に厳しい条

件がございますので、その水利条件を確保するもののみが広域消防の水利として認められている

というふうになっております。したがって、その１９.３％の水利を、どの分を広域消防として

見られているという資料はございません。しかしながら、公共施設の構内にございます防火水槽、

そういったものを主に拾っている結果として１９.３％になっているというふうに理解をしてい

るところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） この１９.３％というのは、消防水利の基準というのがございま

す。それに合致した水利でございまして、防火水槽のみでございます。うきは市にありましては、

防火水槽のみでございます。 

 執行部の皆さんにも資料を差し上げておりますが、件数の裏の資料を見ていただきたいと思い

ます。これは、吉井町―時間がございませんでしたので、吉井町だけ防火水槽で包含してい

る図面でございます。浮羽町は入っておりません。うきは市吉井町分でございます。消防水利包

含図という形で資料を準備させていただいております。明らかに何もない地域がございます。当

然、１９.３％でございますので、水利がない地区等もたくさんございます。こういった中で、

少ない水量で消火活動をしているという実態を知っていただきたい。そして、これを整備してい

ただきたいと思います。 

 先ほど市長のほうも、消防法２０条第２項について申し上げられました。ここに何が書いてい

るか。消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持及び管理するものとすると。

その前に、消防組織法の第６条には、消防の責任は市町村にあるというふうになっております。

市町村責任、消防責任がございます。その中で、先ほど市長が言われました消防法第２０条２項

というのは、消防水利にあっては、当該市町村がこれを設置するんですよと。そして維持管理を

するんですよという基準があります。第１項では、消防に必要な水利の基準は、総務省消防庁が

これを定めると。これが消防水利の基準でございます。これに基づいて市町村が設置しなければ

ならないというふうに、消防法になっております。その中で基準に適合した消防水利が

１９.３％、他の構成市町にありましては約８０％近くございます。そういった現状があるとい

うことを認識していただきたいと思います。 
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 そこで、３点目の質問でございますが、充足率が低いのは今言ったところでございます。 

 ４点目の整備、これをどのように行っていくのか、再度、具体的に御答弁いただければと思っ

ております。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから答弁させていただいてますように、うきは市の消防水利とし

ては６１６カ所ございます。これは決して少ない数字ではないと、このように思っていますが、

議員御指摘のように、基準に合致した消防水利ではなくて、その中で防火水槽のみが基準に合致

するということで、充足率が極端に低くなっている状況であります。先ほどから答弁させていた

だいてますように、根本的な解決問題は、やはり上水道整備だろうと思います。 

 平成２７年に、実は市民の皆さんへの上水道に対するアンケート調査をさせていただきました。

その中で、問８で、上水道の重要性、上水道事業で重視すべきものは何ですかというお尋ねをし

たところ、消火栓を設置した防災体制をということが、２６.５％の回答が寄せられたところで

ございます。市民の皆さんも、この消火栓の不足というか、この消防水利についての整備を強く

望まれているということは承知しております。しかしながら、上水道整備にはちょっと時間もか

かりますので、それまでの間は、この基準を満たすべく、この防火水槽の設置について、しっか

り充実を図っていきたいという気持ちでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 防火水槽の設置で検討していくというお答えをいただきました。 

 近年、防火水槽の設置状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 瀧内市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君） 防火水槽につきましては、市のほうも補助事業等を準備し

ておりまして整備をしております。 

 地元のほうからの要望で設置をしている部分といたしまして、今年度が２カ所の要望が上がっ

てきております。それから、過去の分でいけば、平成２７年度に１カ所、それから平成２３年度

に４カ所ということで、これは農村総合整備事業の中で行ってきております。 

 それから、公共施設の防火水槽ですけれども、現在、建設をしております新生涯学習センター

にも防火水槽を備えつけるところで工事が進められているところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 余り防火水槽の設置状況が進んでないところでございます。 

 先ほどから消防設備、消防施設の実態調査の件でございますが、１９.３という数字は、うき
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は市に６７４の防火水槽を賄えば充足率が１００％になる。現在設置されているのが１３０、あ

と５４４必要ですよというところになっております。消防力の基準は、強制力はございません。

強制力はございませんが、これに沿って整備を進めていかなければならないと考えております。 

 先ほどから、６１６カ所、消防水利を確保しているということで、うきは市当局のほう、お答

えされておりますが、内訳をお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君） 市のほうで定めておる、先ほど答弁をいたしました

６１６カ所の水利の内訳でございます。かなり種類がございますが、主なものから申し上げます

と、河川で２０９カ所、防火水槽で１５０カ所、消火栓で３０カ所、消火栓の井戸による消火栓

ですが、こちらのほうで８７カ所、プールで１５カ所、井戸で２５カ所、貯水槽で５１カ所。あ

と、小さいものもございますが、順番にいきますと、堤で１２カ所、分水溝―溝ですね、で

１４カ所、あとは幾つか、ため池とか調整池とか、そういった部分でカウントをしております。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 今、６１６カ所の内訳を言っていただきました。河川が２０９カ

所というような形で大半を占めております。 

 それから、消火栓、先ほど言いました、特に多いのが井戸式消火栓でございます。これは、上

水道とは別でございますので、消防水利の基準には該当しません。ただ、これだけ充足率が低い

ということは、前々から、そういった形で防火に関して、少ない予算で消防水利をというような

形で、井戸式消火栓とか、あるいは流れ込みの山辺ですと貯水槽とか、そういったので代替をし

てきたのではなかろうかと思っております。 

 井戸式消火栓が約９０カ所―８７カ所と言いましたかと思うんですけど、これにありまし

ては、出るときと出ないときがある。当然、梅雨どきは、地下水というのは上昇します。火災が

多いのは、梅雨どきではなく、今から春先にかけて一番渇水期の時期でございます。 

 常備消防にありましては、この井戸式消火栓は火災現場で使いません。なぜなのか。水が出な

いことがある。あるいは、仮に出ても、途中で切れることがある。そういった関係上、使わない。

それと、井戸式消火栓から水をとると、小石等が入って、ポンプ自動車、消防自動車が故障する

原因になる。こういったのが挙げられ、使いません。 

 今後にありましても、この防火水槽をつけていくということでございましたが、それとは別に

上水道、将来的、考えていくということでございますが、上水道の件にありましては、小石原川

ダム、こちらのほうを今、確保されて、近年、そのダム建設費は支払うような手順になっている



- 61 - 

んだろうと思います。それに伴いまして、この上水道を今後いつごろからやっていくのか、市長

に答弁を伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 上水道整備については、大きな課題だと認識をしております。 

 今、この上水道整備に当たって解決しなくてはいけない大きな話は、市民の皆様への理解促進

であります。平成２７年のアンケート調査では、すぐさま加入いただける方が１０.９％という

ことで、かなり低い数値でありました。上水道というのは、大きな投資が必要になりますので、

多くの皆様が加入していただかないと、この事業は成り立ちません。そうしますと、その前段階

で、上水道の必要性について、市民の皆様に、いかに御理解をいただけるか、これにかかってい

ると思います。 

 私どもは早急に理解促進をお願いしまして、早い整備に着手をしたいと、こう思っております

が、やはり市民の皆様の理解が何より重要でございますので、いつからというのは、ちょっと答

弁を控えさせていただきますが、そういう視点で、この消防水利の視点も含めまして、しっかり

啓蒙・普及というのを図ってまいりたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 市民の理解ということで市長のほうからお話がございました。今

は１０.９％ですかね、という理解だと。 

 何パーセントになったら決断されるのか、そういった形をお答えいただければと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 上水道事業というのは、独立採算が求められておりますので、しっかり

した経営基盤が成り立つめどがつくのが大きなラインであると思いますので、この場で具体的に

何パーセントの結果が出たからというのは、ちょっと控えさせていただきますが、そういう健全

な経営運営がなされるめどがつく段階で判断をしたいと、このように思っているところでありま

す。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 何度も申しわけないんですが、健全な経営ができる目安としては、

それでは何世帯ぐらい加入すれば、そういった健全な経営ができると考えられているのか、お答

えいただければと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 具体的な数値については、ちょっと控えさせていただきたいと思います。

といいますのも、まだまだ詳細、事業実施に入る段階におきましては、いろんな事業整備計画と

いいますか、計画の、上水道整備計画の前提となる、いろんな数値を洗い出さなくてはいけませ
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んので、そういう段階においてお示しをさせていただきたいと、このように思っておりますが、

今の段階では控えさせていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） それでは、次の質問にさせていただきたいと思います。 

 開発行為、最後に開発行為の件でございます。 

 今年度、開発許可、それから小規模開発があった件数を伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 江島住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） 現在、開発行為の許可件数でございますけれども、今ちょっ

と資料のほうが手元にございませんので、後ほど件数については御回答をさせていただきたいと

思っております。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） ここで、開発許可、これは消防水利に関係することがございます

ので、質問させていただきました。 

 開発許可というのは、３,０００平米以上からでございます。これは、県の県知事の許可が該

当すると。そこには、消防水利も、消防水利の基準に合致した水利をつけなければ許可がおりら

ないということで、３,０００平米以上の土地開発にあっては確実につけられているものだと思

っております。 

 問題は、うきは市において、３,０００平米以上の土地開発よりも、３,０００平米未満の小規

模開発、これがバイパス線上、広がってきております。幾つも住宅が立ち並ぶ中、こういった小

規模開発の消防水利の設置状況についてわかれば、お答えいただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 江島住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいまの御質問でございます。 

 ３,０００平米を超えますと、この開発行為につきましては、県の許可になってくるわけでご

ざいますけれども、３,０００平米以下の小規模の開発につきましては、市の開発行為の指導要

綱に基づいてやっておるところでございます。現在、この３,０００平米以下につきましては、

署のほうから消防水利の設置の要望は出されておりますけれども、現在、その署の要望に対して、

現場での設置については、事例がないような状況でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 
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○議員（２番 組坂 公明君） 小規模開発で、どんどん広がって開発をしていく中で、そこには

消防水利がないということは、先ほどの充足率がどんどん下がっていく形になります。何らかの

水利を設けないと、新しく家が建つところに―住宅開発をしてですよ、新しく家が建つとい

うことは、当然そこに２０年、３０年、４０年、住まっしゃるとです。そこに水利が１つもない

と。これが実態でございます。 

 何度も言いますけど、消防法２０条の第２項に、市町村で消防水利は設置しなければならない。

また、維持管理しなければならないという規定がございます。市のほうで積極的に設置ができな

いのであれば、何らかの規制をかける必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほども答弁をさせていただきましたように、私ども、１,０００平米

以上３,０００平米未満は、私どもの開発行為の指導要綱で審査をし、法令に基づくものではな

いんですが、行政指導を行っております。当然、宅地開発であったり住宅開発の中で、やはり消

防水利がないと、それだけまた入居者というか消費者からも、やっぱり不安視されますから、開

発事業者も我々の行政指導については、かなり理解を持って対応していただいているものと、こ

のように思います。 

 しかし、議員の指摘は、それは法的な裏づけがない、もっと強硬な指導をすべきではないかと

いう御指摘でありますから、先ほどから答弁させていただいていますように、都市計画を早く、

やっぱり設定をするというか、都市計画に踏み切ることが重要ではないかと、このように思って

おりますので、いろんな視点で将来しっかり、この開発規制が行き届くような、その都市計画事

業のほうにも着手していきたいと、将来は着手していきたいと、このように考えているところで

あります。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） この小規模開発にありましては、当然それ以外の、うきは市全体

で１９.８％の充足率と。ただ、先ほど担当課長さんのほうからは、六百十幾つある、その他の

消防水利があるということでございましたが、小規模開発のところには全くないというのを知っ

ていただきたいと思っております。 

 私がここで言いたいのは、仮に３,０００平米未満のこういった土地開発があると。その隣に

また３,０００平米の同じ業者なり同じ地主の方の土地開発があった場合は、これはもう当然、

時期がずれても３,０００平米以上になるから、こういったのに限り、防火水槽をつけるなり、

そういった基準が必要ではなかろうかというのを提案しているところでございます。でないと、

これから先、バイパス上、どんどんどんどん開発されていくのではなかろうかと考えますが、そ

の中で、新たに開発する、そして住んでいただけるところに安全がないというのはいかがなもの
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かと思いまして、この整備要綱の見直し、せめて、こういった隣り合わせの小規模開発にありま

しては、防火水槽なり消防水利の基準を―消防水利をつけていただきたいと、つけるべきで

はないかと、そう考えておりますが、市長、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただいてますように、これまでの許可案件との整合

性を考えた場合に、なかなか厳しいところもあるかもしれませんが、議員の御指摘は重要な指摘

だと、このように承知をしております。 

 安全・安心なまちづくりが大きなテーマの中で、消防水利について御質問をいただいておりま

す。今、私どもの地方創生で移住・定住促進を図っているんですが、やはり大きなキーワードは、

本当に安心して住まえる安全・安心なまちづくりが、どう生活基盤として整っているかがみそで

あります。所管の警察署の御努力もあって、うきは市は、福岡県では一番、全国でも有数の犯罪

件数、刑法犯認知件数が一番少ない地域であります。あとは、交通事故であったり、今、御指摘

の火災、あるいは自然災害がない、そういう安全・安心なまちづくりが多くの人を呼び込める要

素だと、このように思っておりますので、そういう視点で議員の御指摘についてもちょっと検討

をさせていただきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 安全・安心について検討していくということでございますので、

ぜひ、その検討結果なりを報告していただければと思っております。 

 市長にありましては、地方創生事業、積極的に行われております。ただ、このうきは市、安

全・安心、災害に強い、そういった町でなければ、地方創生を幾ら頑張っても成り立たないので

はなかろうかと私は考えております。まずは地域の安全・安心を確保することによって、地域創

生へとつながっていくものだろうと思っております。 

 最後に、防火水槽等の設置について、消防水利の設置について、ずっと言ってまいりましたが、

うきは市のほうで書かれているのは、うきは市の地域防災計画、これにのっとって進められてい

ると思います。安全・安心まちづくり、災害面にありましてはですね。この中で消防水利が整備

という記載がどこに書かれているか。今から探してくれと言っても時間がございませんので、消

防水利が書かれているところだけ、３カ所書かれております。３ページに、地域防災計画の策定

ということで、伝統的建造物群保存地区防災計画に基づいて消防水利の防火事業を進めますよと。

伝建地区にありましては水利がされております。 

 あとは、３４ページに、防災施設の施設及び改良ということで、市は、消防水利のことが書か

れております。３４ページ、３、消防施設の整備事業ということで、消防水利、市は、消防水利

の基準に基づき防火水槽等の充実を図る、こう書かれております。ことしも設置はゼロでござい
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ます。防火水槽等の充実を図るということで、せめて１つ、２つ、３つ、計画をされて、安全・

安心な町をつくるべきだと考えております。 

 さらには、具体的に書かれているのは、４８ページに、これは地震のときですよ、地震の二次

災害、このときの整備で書かれております。消防水利の強化ということ。初めて消防水利の強化

というような形で出てきております。火災ではないんですよ。地震による二次災害の火災ですね。

防火水槽の耐震化を進めるという内容で書かれております。この３つが、うきは市の地域防災計

画、消防水利の整備に関する消防水利という言葉がある内容でございます。いま一度、

１９.３％の重みを認識していただきたいと思っております。 

 市長、何か意見がありましたら、お願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから御指摘を受けている充足率の中で、国のほうが消防力の整備

指針及び消防水利の基準について、これは十二分に承知をしておりまして、これの中の計算の中

の充足率が足りないということを十二分に承知をしております。 

 ただ、誤解がないようにぜひともお願いしたいのは、基準を満たしておりませんが、６１６カ

所の消防水利があることだけは御承知いただきたいと思いますし、１,０００平米から

３,０００平米未満の開発行為においても、行政指導とはいえ、かなり私らも強く、市民の安

全・安心という視点でお願いしていることは御理解をいただきたいと思います。 

 総じて申し上げますと、議員が御指摘されているように、大きくは市民の安全・安心、そして

地方創生につながるという大きな視点での御指摘だと、このように認識しておりますので、しっ

かり御意見については承りたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 組坂議員。 

○議員（２番 組坂 公明君） 最後に、市長が言われた６１６カ所の消防水利、これは消防水利

の基準に満たないところでも十分活用できるということで挙がっているんだろうと思っておりま

す。 

 河川、農業用水、新川が、皆さん御承知だろうと思う。今、水深がどのくらいか。確かに土地

改良区のほうにお願いをしていると。水は流れております。２０センチありません。１０センチ

ぐらいです。防火水槽の設置ができないなら、そこの集落集落の橋のところに堰を設けるなり、

そういった対策が安全・安心なまちづくりではなかろうかと思っております。確かに防火水槽を

五百幾つも設置するというと、かなりの金額が生じてきます。ただ、安心・安全を、地域の安

心・安全を考えるならば、どの地域が水利弱体地域で、そこには河川のここに堰を設けようと、

そういった対策が必要ではなかろうかと思っております。堰を設けなくても、当然、橋のところ

に消防車両、寄ってきますので、そこの下を掘るとか、掘ることができないなら、厚目の板を敷



- 66 - 

いて堰をつくるとか、そこを３０センチ、４０センチにするだけで、たまっているだけで、全焼

火災が半焼、あるいは、ぼや火災で抑えられるかもしれない。そういったところを検討していく

のが必要ではなかろうかと思います。 

 しつこく消防水利について言ってまいりましたけど、根本的には少ない予算で何をすべきかと

いうのが一番大事じゃなかろうかと思っております。そういった意味で、執行部の皆様には、地

図、吉井町の分だけを差し上げたところでございます。どこが水利弱体地域で、どこが発生した

ら危険なのかというのを、これは当然、消防とも協議しなければならないと思いますけど、そう

いった中で、少ない予算で安心・安全まちづくりをできるのではなかろうか。市長が認めている

６１６を、消防水利の基準に該当しなくても、１,０００にも１,５００にもできるんじゃなかろ

うかと、そういった検討が必要だろうと思います。 

 最後に、市長のほうの見解をいただきまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 基準を満たしてなくても消防水利をふやすべきではないかという御指摘

は、まさにそのとおりだと、このように思っておりますので、ちょっとまたしっかりした検討を

させていただきたいと、このように思います。 

○議員（２番 組坂 公明君） 以上で、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君） これで、２番、組坂公明議員の質問を終わります。 

        

○議長（櫛川 正男君） 次に、１１番、上野恭子議員の発言を許可します。１１番、上野恭子議

員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） １１番、上野恭子です。議長の許可がありましたので、早速質

問に入らせていただきます。 

 それでは、今回３つの質問をいたします。乳幼児健診と栄養補給について。また、２つ目に、

死亡届について。３つ目、公園設置について。３つの質問をいたします。 

 最初に、せんだって西日本新聞を見ましたところ、１０月２８日、「新生児難聴検査に格差」

ということで、費用負担自治体４４％。福岡県内で、北九州市、うきは市が自治体負担で新生児

の難聴検査に機器を用いてやっていくという新聞を見て、非常にうれしく思ったところでありま

す。 

 また、１０月１日からは、母子保健新規事業がスタートしまして、妊婦歯科健康診査、また、

産婦さんの健康診査、それから新生児聴覚検査―先ほど言いました聴覚検査、それから産後

ケア事業、これを自治体が公費負担し、行っていきますというお知らせもいただいているところ

です。子育て支援が大変充実してまいりましたことに非常に喜びを感じている次第です。 
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 それでは、私は、きょうの乳児健診と栄養補給については、母親の立場から、また、子育てを

した経験の中から気づきましたことを述べさせていただきたいと思います。 

 発達に問題がある児については、早期に発見し、早くからサポート、療育をすることが大事で

ありますが、３歳児健診以後に健診がなく、その後の就学児健診だけでは十分とは言えません。

５歳児健診を実施することで、弱視や虫歯などの発見もでき、早期治療につながります。既に

５歳児健診を実施している自治体もありますが、うきは市でも５歳児健診を実施できないかとい

うことです。就学前健康診断と３歳児までの間の空白が余りにも長いということでございます。 

 難聴検査につきましては、先ほども申しましたように、非常に公費負担でありがたいと思いま

すが、生まれて１カ月健診までは病院等で皆さん行っていると思います。また、その後、４カ月、

７カ月、１０カ月、１２カ月健診は保健課のほうで訪問をし、赤ちゃんの状態なんかを見ていた

だいているように確認しておりますが、行政のほうで行われる健診、１カ月半健診、これは発達

障害児等を見つけること、こういうことも重要視される健診でございます。また、３歳児健診で

は、目や歯、このことにも注視をしていく健診だと思います。そして、５歳児健診が抜けており

ますが、これは全国、本当に少ない健診で、３.４％ぐらいであるということをちょっと自分な

りに確認をしております。 

 あとは、就学前の健診でございますが、発達障害の早期発見、そういうものも非常に大事で、

早期発見による早期治療、このことを考えますと、５歳児健診は、どうしても必要ではなかろう

かと思っております。５歳児健診は、法制化はされておりませんが、余りにも就学児前の健診と

３歳児健診の間に空白があり過ぎ、また、その空白期間が、幼稚園、保育園と行きます間に障害

を発見しやすいという部分もあります。大変重要な期間が空白であるということで、この健診を

ぜひ、うきは市で行っていただきたいという思いで質問をいたしております。 

 今までの例として、親が発達障害に気づかず、子供がいつもふざけているということで虐待を

していたというようなことも、事実、上がっております。このようなことから、ぜひお願いした

いと思います。 

 １回目を終わります。 

 それから、次です。２つ目ですね。 

 ２つ目、３歳までに半分以上の子供さんの視力は、１.０までになります。６歳で成人と同じ

視力を大部分の子供さんが持つと言われております。また、３歳ぐらいまでに弱視を発見し、適

切な治療を開始すれば、弱視もかなり回復するとも言われております。 

 そこで、近視、弱視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同の６つの弱視の危険因子を検知できる機

器を用いて３歳児の視力検査は行えないかということです。今、３歳児健診で目の健診は本当に

アナログ式で、絵カードの視力検査で最低の視力評価でございます。１歳半、３歳までに機器に
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よる視力検査をしていけば、本当に今の申しました危険因子６つを見つけることができるという

ことでございます。 

 機器としましては、調べましたところ、そう高いものでもありません。１２０万円程度で

１０年以上は使えるということでありますので、健診の医療機関にお願いをし、その機器による

検査をしていただきたいと思います。年間１２万円―最高で１２万円程度の費用を負担すれ

ばできると確認をいたしております。 

 早く見つければ、早期発見すれば治療ができるということですね。文部科学省によりますと、

１.０未満は小学生で４６％と発表されております。半分以下ということですね。近視、遠視、

乱視。不同視というのは左右の目の力の違いがあるということですね。斜視。瞳孔不同というの

は、瞳孔の大きさが違うということでございます。厚生労働省は、３歳児健診で徹底を呼びかけ

ているというようなことでありました。このことについて、１回目の質問を終わります。ぜひお

願いをしたいと思っての質問です。 

 それから、３つ目、新生児、乳児のビタミンＫ欠乏性出血症に対するビタミンＫ製剤投与は、

出生時に１回、１週目に２回目、１カ月目に３回目の投与が今されております。母乳栄養ではビ

タミンＫが欠乏しがちなので、１３回投与を行うことで発症を完全に予防できますが、投与の回

数をふやせないかということです。１回投与薬は約２６円なので、ぜひ実施をしてほしいと思い

ますが、いかがでしょうかという質問です。 

 離乳食は６カ月後からぐらいになりますが、新生児が、うきは市では約、月平均２０人から

２５人、生まれているのではなかろうかと思います。この投与というのは、Ｋ２シロップという

ものでありますが、産科のほうで今のところ、３回までは飲ませていただいているというような

状況でございます。 

 その後は保健師さんの訪問で子供さんを見ていくということになりますが、１３回投与で、し

っかりと、この病気、結局この病気というのは、いろんなとこから血液が噴き出るわけですね。

これを抑えられるということでありますので、２６円を１３回しましても１人３３８円。

３３８円掛けるの、年間２５０人の出生として８万４,５００円でございます。少しの手数料は

要るかもしれませんが、こういう金額で赤ちゃんのそういう危険因子を取り除くことができると

いうことであれば、ぜひ必要ではなかろうかと思うわけです。 

 お産代金は今、国保、社保のほうから４２万円ほどの補助が出ていると思いますが、この出血

症という病気は、頭蓋内出血―頭の中から内出血、消化器官から出血、それから皮膚の皮下

出血、それから血尿等が出てまいります。 

 先ほど言いますように、１３回３３８円を投資すれば完全に予防ができるということで、ぜひ

お願いしたいと思います。金額は安いのですが、これは個人負担もできると思いますが、なぜ補
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助をしていただきたいかということは、このことが十分に理解されるように、しおりの補助をお

願いしたいと思っているわけです。 

 １回目の質問を終わります。 

 これで、３つ質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、乳幼児健診と栄養補給について大きく３点の御質問をいただ

きました。 

 １点目が、発達支援の必要がある幼児の早期発見・早期対応のために５歳児健診を実施したら

どうかという御質問でありますが、現在うきは市におきましては、生後４カ月から３歳までの間

に計６回の乳幼児健診を実施し、問診や医師による診察によって発達面に関する確認を行ってい

るところであります。そのうち、１歳半、３歳児健診におきましては、精神保健福祉士や臨床心

理士などによる、言葉のおくれや多動など気になる症状に対する相談、アドバイスを行っており

ます。同時に、継続的なフォローが必要かどうかを見きわめ、必要な乳幼児には、市が実施して

いる療育指導教室への参加、保育所や福祉事務所に配置されている家庭児童相談員と連携をとっ

た、継続した支援を行っているところであります。 

 ３歳児健診以降に健診がなく、小学校入学前の就学児健診だけでは十分とは言えないとのお考

えからの５歳児健診実施の御提案だと思いますが、３歳児から就学前までの間につきましても、

月１回の発達相談や保育所巡回相談により、３歳児健診以降の経過を確認するなどのフォローを

行っております。 

 なお、平成３１年１０月に開設を予定しております子育て世代包括支援センターでは、ワンス

トップ窓口を設置し、専門職のコーディネーターを配置し、発達が心配な乳幼児に対する切れ目

のない支援を行っていきたいと、このように考えているところであります。 

 ２点目が、３歳児に対する視力検査において、弱視の危険因子を検知できる機器を用いた検査

はできないかという御質問でありますが、幼児に対する視力検査につきましては、母子保健法の

規定により、平成２年から、３歳児健診時の実施が義務づけられており、うきは市では現在、保

護者への問診と、健診前に自宅であらかじめ４種類の絵を用いて保護者が行う検査により実施を

しているところであります。自宅での検査結果において視力不良がある幼児に対しましては、健

診会場で同様の方法で再度検査を実施し、その結果でも異常が認められる場合は、専門医療機関

で精密検査を受けていただくこととしております。 

 精密検査の結果、斜視、弱視、屈折異常等が発見され、早期の治療により義務教育までに視力

が獲得できる幼児がいる一方で、就学児健診において、視力が獲得できていない幼児や不同視が

ある幼児も確認されております。現在の検査方法は、その実施を保護者に委ねている上、子供と
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のコミュニケーションがとれることが前提となっているため、正確な検査ができない場合も考え

られることから、議員御提案のような検査機器を用いることも１つの検査方法であると考えてお

ります。 

 今後、現在の検査方法を検証するとともに、機器を使用した検査方法の有効性につきましても

検討を行ってまいりたいと考えております。 

 ３点目が、新生児に対するビタミンＫ製剤、Ｋ２シロップ投与についての御質問でありますが、

ビタミンＫは、出血したときに血液を固める働きに関係があるビタミンであります。母乳は赤ち

ゃんに理想的な栄養を含んでいますが、母乳だけだとビタミンＫが不足することがあります。そ

のため、これまでではありますが、生後一、二カ月のころ、ビタミンＫの不足による頭蓋内出血

を起こす赤ちゃんがおられます。これはビタミンＫ欠乏性出血症と呼ばれ、そのほとんどがビタ

ミンＫ２、Ｋ２シロップの適切な投与で予防できます。日本小児科学会のガイドラインでは、最

低３回の投与が推奨されているため、産科医院では、産まれてすぐ、退院時、１カ月健診時の

３回投与が行われているようであります。完全母乳の赤ちゃんの場合は、その後も生後３カ月ま

での間、週１回投与する場合もあります。 

 議員御提案の出生後３カ月までの間、計１３回投与するに当たっての費用としましては

１,０００円程度であります。このため、まずは母乳で育児をしている母親へのビタミンＫ２シ

ロップ投与の必要性を、広報等を通じ、周知・啓発を行っていくことが大切であると考えており

ます。あわせて、ビタミンＫが含まれている食品の納豆、緑黄色野菜を食べると母乳中のビタミ

ンＫが増加するので、母乳で育児中の母親への食事指導も行ってまいりたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ２回目です。 

 ５歳児健診ですね、市のほうで、いろいろと子育ての支援をやっていっているということであ

りますが、平成１７年、発達障害者支援法というのが施行されており、障害が見つかったときに

は、早期に発見をしましたときには早期に発達の支援を行う、この切れ目のない支援を行うこと

が必要であるということがうたわれております。 

 その発達障害には、自閉症、アスペルガー症候群―知的な障害を伴わないものですね、そ

の他、広汎性発達障害や学習障害―ＬＤ、注意欠陥・多動性障害―ＡＤＨＤ、その他これ

に類する脳機能障害、その症状は低年齢時に発見されることが大切であるというようなこともう

たわれております。子供が将来、自活をできていくためには、非常にそのような危険因子を早目

に見つけるということは、私は大変重要ではなかろうかと思っております。 

 健康面で、３歳から就学前までの空白というのは本当に一番、何か、見つけやすい時期に、そ

の空白を持っていく―全く空白ではありません、行政のほうでもしっかりと、いろんなこと



- 71 - 

で不安因子を持ってある方には対応するということでありますが、５歳児健診で一堂に専門職を

呼んで健診をしていただくということが一番、親にとっては安心な方法ではなかろうかと思って

おります。 

 今、私が、子育て中の子供さんのいろいろ聞き及びますと、非常に行動が早い子供は多動性と

か、いろんな病名がたくさんついております。そういうのが昔は、落ちつきがなくて、よく体が

動く子供だねというようなものにでも病名がついている時代であります。そのことを少し聞いた

だけでも非常に不安因子が広がり、子育て中のお母さん、ましてや核家族で育ててあるお母さん

方の不安というのは、たくさんございます。そこで、親子で安心できて、子育てができる、これ

も子育て支援の大切な１ページではなかろうかと思っております。 

 私は、５歳児健診、特に多額の費用が要るとは思っておりません。人員は本当に確保しながら

の健診が必要と思いますが、ぜひぜひ、この５歳児健診をやっていただきたいと思うわけでござ

います。空白を埋めていただきたい。小学校に上がって見つかっても、どうしようもございませ

んので、ぜひ、その子の将来がかかっておりますので、ぜひお願いをしたいと思うわけです。 

 それから、２つ目、この機器ですね、目を調べる機器、こういうパンフレットもいただいてま

いりました。こういうものです。簡単ですけれども、非常にこれが能力を発揮して、絵本を見せ

てもわからないものが、すぐに見つかる。これも対応を早くできるということで、市長からの答

弁に、今後こういうもの、機器を使うことも前向きに考えるということで、非常に私は安堵をい

たしております。 

 本当に、これも子供の将来に向けての健康チェックですので、ぜひお願いしたいと思います。

機器も、そう高いものでありませんし、１回使用で、月１回調べてみたとしても十何万円かの予

算程度でできるということでありますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 このことについては、三重県の医師会とか有明こどもクリニック、それから大分こども病院等

も、もう既に使っております。市としましては、田川市、嘉麻市でも、この機器を使っての健診

を行っております。前向きに検討していただくということでありますので、これで２番は終わり

ます。 

 それから、Ｋ２シロップですね、これは産科のほうにお尋ねをしましたら、ぜひ行政のほうで、

よかったら力を入れてやっていただきたいというようなことでありました。近ごろ、子供さんが、

乳児が脳内の出血をして亡くなったという事例もありますので、産科のほうでも非常に呼びかけ

をやっているということでございました。この１３回の投与で子供の命が守られるということで

あれば、ぜひぜひお願いをしますというようなことでありました。 

 私も素人でありますから、専門のお医者さんにもお尋ねをしてみました。この症状としまして

は、突然の吐き出し、意識がなくなる、それから、命が助かっても重い後遺症が残ると、こうい
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うことであります。重度の障害や死亡に至ることがあります。県内産婦人科では、しっかりと投

与することを投げかけているというようなことでございました。北九州とか福岡、佐賀、山口で

もしっかりと、この投与に力を入れているということでございます。 

 お値段ばかりではありませんけれども、幸いに安価でありますし、本当に新生児の弱い体の中

で発生することでありますので、このことも行政のほうでしっかり検討していただき、前向きに

検討いただけたらと思っております。専門職のほうからも、ぜひぜひお願いしたいというような

ことを、こちらからのお電話で聞きましたら、言われてありました。命をなくすことが多分にあ

るということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２回ずつ質問をいたしましたが、最後の答弁をいただきまして、次に移りたいと思います。こ

のきょうの３つの質問は、子供たちの―まだたくさんお願いしたいことありますが、子供た

ちの目の前のことについて大変気になることでありましたし、金額を言っては何ですが、安価で

子供たちが本当に前向きにいけるものであれば、ぜひお願いしたいという思いからの質問です。

２回目を終わりますが、最後の答弁をいただいて、次に移ります。どうぞお願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） １点目の５歳児健診については、先ほども答弁させていただきましたよ

うに、来年の１０月に開設を予定しております子育て世代包括支援センター、まさに生まれてか

ら成長、子供の成長に寄り添うような体制を今、考えております。教育委員会といいますか教育

センター、あるいは学校教育課、そして教育長が西別館に移動をして、しっかりした体制を整備

するということも考えておりますので、そういう中で、しっかり切れ目のない支援を心がけてい

きたいと、このように考えております。 

 ２点目の視力検査、機器を用いた視力検査の御指摘でありますが、その有効性につきましても、

十分検証をしまして検討させていただきたいと思います。 

 それから、Ｋ２シロップ投与については、その必要性をしっかり、母乳で育児をされている母

親の皆様を中心として、広く市民の方に知っていただくことが何よりも重要だと、このように考

えておりますので、そういう広報に努めていきたいと、このように思いますし、また、ビタミン

Ｋが含まれております納豆であったり緑黄色野菜をしっかり摂取していただくような、そういう

広報にも力を入れていきたいと、このように考えているところであります。 

○議長（櫛川 正男君） できれば一問一答でお願いします。 

 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ５歳児健診につきましては、今度新しくできます建物のほうで、

しっかり力を入れて、違う形で、５歳児健診と並行するようなところで障害も見つけながらやっ

ていくということでありますので、一応期待をしておきます。 
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 それから、機器を用います目の検査、これはぜひ実現に向けてやっていただきたい。これもや

っていただけると確信をし、３回目を終わりたいと思います。 

 それから、このＫ２シロップですね、これはぜひお願いしたいと思います。本当に、こういう

事例もたくさんあるということであります。そして、私も、このことについては少し深く知りた

いということで専門職にお尋ねしましたら、ぜひこれはやっていただきたい。金額ではなく、行

政がやっぱり主導することで、ああ、これをやらんといかんねというようなことの意識づけにも

なります。金額はわずかですが、それを込めまして、自治体のほうでやっていただきたいという

思いで質問をしました。このことは、納豆を食べたり、いろいろあると思いますけれども、それ

は、親が食べなくては子供に行き渡らないことでありますので、ぜひ、これは前向きにもう一度、

検討をお願いいたしたいと思います。よかったら、担当課長のほうの答弁もお聞きしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 今の議員がおっしゃられました、私のほうの専門職の担当のほうが、

ぜひやってほしいというふうに申し上げたのは、このＫ２シロップの投与というのは、医学的に

ももちろん証明されておりますので、有効性が証明されておる薬剤でございますので、この投与

については、お母様方に、ぜひ積極的に投与をやってもらいたいという気持ちで、そういう考え、

気持ちで申し上げたと思いますので、これは、先ほど市長が答弁をいたしましたように、保護者

の方に十分周知を図りまして、この投与が、多くの保護者の方が実際に投与をしていただけるよ

うに、市としては努めていきたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ぜひよろしくお願いをいたします。 

 それでは、２つ目、死亡届についてでございます。 

 死亡届につきましては、悲しみの中に、多くの担当課による書類作成がございます。煩雑さを

軽減するためにも、１カ所でできる、お悔やみコーナーを設置し、一元化した市民サービスはで

きないかという質問です。 

 私も届け出の経験はございます。書類をいただきましたところ、たくさんの書類がございます。

そして、この中には同じことを何度も何度も書かなくてはなりません。こういうことであります

ので、せっかく事務机の前にはパソコン等もありますので、これを市民サービスの１つとして、

また、仕事の効率化として、お悔やみコーナーで一元化したサービスはできないかという質問で

す。 
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 私は、行政のパソコンのお家事情はよくわかりませんが、何ですか、１つの一括した書類を書

けば、この「御連絡」という、書いてる、この手続、これがスムーズにできるという方法がある

のではなかろうかと思っております。 

 このお悔やみの中には、介護保険、それから印鑑証明、身体障害者、それから国民健康保険、

後期高齢者、年金とか、そんないろんなものの証明手続をしなくてはなりませんが、それぞれの

担当窓口に行って、一つ一つ、死亡した人のお名前を書き、何をしで、もう本当に一つ一つ書か

なくてはなりません。そして、同じことを書くわけですね。それで、これを一元化した担当課の

窓口の効率化と、市民の方が一つ一つ―高齢化にも伴いますのに、窓口に行って一つ一つし

なくちゃいけない。ある方が手続に来ているときも本当に、わかりませんというようなことを言

ってあったのも、二、三、私は、ちょうどそのとき１階におりましたので遭遇しました。こうい

うことから、市民サービスということも考えていくべきではなかろうかと思っております。非常

な煩雑さがあるということですね。そして、その担当課に、常に一つ一つ足を運ばなくてはなら

ない。 

 この一元化は、銀行とか法務局は別でございますが、専用コーナーにて一括の１枚の書類を作

成し、そして各担当課でそのことを共有をしていくということですね。専用コーナーで住所、名

前を入力して、関係のところに担当の登録職員、担当課を２人ぐらいつくっとって、私はよくわ

かりませんが、チャット―普通、会社なんかでやっております、担当課とのつなぎ、チャッ

ト等でつないで、共通場所で共通ホルダーにて、この手続をするということですね。そして、そ

れを１カ所のコーナーで入力しましたら情報が行って、もう既に、書類をとりに行ったときには

手続書類ができている。また、高齢者の足の悪い方はもう、その担当コーナーに、税務課なら税

務課の方が書類を持ってくれば、もうできているというようなことになります。手渡しができる

ということになります。こういう市民サービスを伴った、特に、この死亡届については煩雑でご

ざいますので、そのことをやってはいただけませんでしょうかという質問です。行政の、市民

サービスを考えた行政の改善、窓口改善をよろしくお願いしたいと思い、１回目を終わります。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、死亡届後の手続の一元化についての御質問をいただきました。 

 うきは市では、戸籍届などの住民異動手続を市民生活課住民係及び浮羽市民課コンシェルジュ

係の２カ所で受け付けを行っております。特別なコーナーは設けているわけではありませんが、

ほぼワンストップで対応を行っております。例えば死亡による国民健康保険や後期高齢者保険、

介護保険の喪失、障害者手帳の喪失、葬祭費の請求、国民年金の未支給請求など、届出書の内容

に関連する手続につきましては、市民生活課及び浮羽市民課だけで手続を完了できるようになっ

ております。ただし、その他の特別な手続が必要な方につきましては、庁舎内の担当窓口や関係
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機関へ御案内をしているところでございます。今後も、わかりやすく、市民の方々の負担を軽減

できるような窓口体制を整えてまいります。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ２回目です。 

 書類は、それぞれに書かなくてはいけないと認識しておりますが、そうではないのでしょうか。

担当課にとりに行きましたら、いろんな書類がたくさんあるんですね。ということは、書かなく

てはいけないのではなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民生活課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松岡市民生活課長。 

○市民生活課長（松岡 美紀君） 書類の記載については、それぞれの書類を記載する必要があり

ますけれども、最低限必要な部分の記載、押印のみということで、こちらのほうで、その部分を

ですね、職員の補助をもってしていただいているところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） 私は、それぞれの窓口で、それぞれの書類を書くということの

認識で質問をしましたが、また、書類をとりに行きましたら、それぞれありますが、お名前を書

く、それから金融機関も書く場所というのも何か、それぞれにあるんですね。これを一元化して

やったらどうかということの質問をいたしておりますけれども、多分なってないのだろうと思い

ます。これの書類があるということは、それぞれに書かなくてはいけないんじゃなかろうかと思

いますが。介護のほうに行きましたら、市民課のほうからの書類が流れてきますので―パソ

コンで流れてきますので、こちらのほうの手続は市民課の打ち込みでできますということは言わ

れましたので、ああよかったと思いましたけど、その他のところは、やはり書類を書くようにな

っております。それを一元化できないかという質問なのですが、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民生活課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松岡市民生活課長。 

○市民生活課長（松岡 美紀君） 御説明がちょっと不十分で申しわけございません。 

 市民課の窓口のほうで、それぞれの記載、書類に記載を職員の補助をもってしていただいてお

りますので、特に、そのほかの窓口に行っていただく分については、それを必要とはしておりま

せん。ほぼ、こちらの市民課の窓口のほうで書類の記載をしていただくだけで、窓口への行って

いただくことは、していただく必要はないということです。 

 以上です。 
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○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） 今の説明でわかりました。 

 ということは、書類は、それぞれの課の書類を何枚も書くということになりますんですかね。 

 私のこの質問は、１枚の書類で一元化できないかというような質問になっておりますけれども、

それぞれの窓口に行かなくても、そこでその担当課の書類を何枚か書くというようなシステムに

なっているということですか。もう一度お願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民生活課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 松岡市民生活課長。 

○市民生活課長（松岡 美紀君） 議員がおっしゃるとおりのところになります。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） では、それぞれの窓口に行かなくて、そこで全ての書類を書く

ということと私は捉えましたが、そうであれば、本当に枚数が多くて、同じことを何度も書かな

くてはいけない書類なので、それの一元化のことも考えていただき、非常に―足を運ばなく

てはいいだけは、いいとは思いますが、書くものが多くて、そして何度も何度も同じことを書く

わけです。それで、その一元化のことをお願いしたいと思いますが、本当に、委託するようなこ

とも要りませんし、庁舎内でのパソコンでできると思いますので、そのことを今後検討をしてい

ただいたら幸いと思います。 

 このことは、既にやっているとこもございます。松阪市、三田市、近ごろでは別府市のほうで

もやっているということであります。非常に、もう担当のほうで一括に書いたものを入力すれば

もう、税務課に行けば、税務課ではもう、すぐ書類がいただける、そのままいただける、何も書

かなくてもいただける。足の悪い高齢者であれば、税務課のほうから担当課に書類を持ってきて

いただいて、すぐ手渡しができるということで、非常に煩雑さがなくなりますし、高齢者の方で

も、とてもやりやすいと思いますし、また、外部から帰ってきました子供さんたちが手続するに

しても、わかりやすく、非常にスムーズにいくということでございました。こういうことで、各

担当課に２名ほどの担当登録者をつくってすれば、スムーズにできるというようなことでありま

す。こういうことで、ぜひ一度前向きに検討をお願いしたいと思います。書類を書く、多くの書

類を書く煩雑さ、それと高齢化に伴うスムーズな手続ということで、ぜひ一度考えていただきた

いと思い、検討をよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民生活課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 松岡市民生活課長。 
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○市民生活課長（松岡 美紀君） 死亡届等に関する手続については、人それぞれ、いろんな書類

がございます。こちらのほうで、ある程度の手続について書類を、それぞれ記載はしていただい

ております。記載、押印はしていただいておりますけれども、ほとんど、対応できるような部分

については対応をさせていただいているところでございます。 

 ただ、やっぱりどうしても特別な手続というのは必要になってこられる方もいらっしゃいます

ので、そういうところも含めたところで、今、議員がおっしゃってあった松阪市とか別府市のほ

うの手続のコーナーが、どんなふうになっているのかというところをもう少し勉強をさせていた

だいてから、こちらのほうの窓口対応について生かしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） 一度、そういう煩雑さをのいた手続をしている市もございます

ので、調べてみて、考えていただけたら幸いです。よろしくお願いをしておきます。 

 それでは、時間がなくなっておりますので、３番の公園設置についての質問をいたします。 

 私は、公園設置については、怡土市長のときに１回しました。そして、２回、３回、現市長の

とき、しまして、今度が４回目でございます。町並みに、ぜひ公園が１つ欲しいというところで

す。伸び伸び遊べる安心・安全な公園ですね、そして、ぜひ大人や子供たち、自治会などの方の

御意見を取り入れた公園、宛てがう公園ではなく、自分たちがつくり上げた公園というような公

園を１つ欲しいということを質問いたします。 

 質問の発端は、市民の方が、私が議員になったときに、本当に市内に緑が少ないということで

した。そして、その緑は、稲穂の緑だけであると。そして、子育てするのに、本当に安心・安全

な環境がないと。しやすさに欠けている。自転車に乗り習ったり、安心なところで歩いたり走っ

たり、そして孤独化を防ぐ情報交換の場であったり、子供同士の発達によいつながり、それから

大人同士のつながり、こういうものを求めたいので、ぜひ大きい公園を１つ欲しいという要望が

ありました。 

 それで、その方も久留米のほうにおうちを持ってらっしゃる方ですので、久留米なんか見てご

らんなさいというようなことでしたが、久留米市は大きな市ですから、そうであろうとは思いま

したけど、本当に、この環境のいい中に公園１つあれば子育てしやすいのにというようなことで

ありました。 

 過去の質問の中には、小さい公園、日陰の公園、そういうものがありますというようなところ

でしたけど、なかなか、あの公園も魅力のない公園でありますので、そこはいろいろと活用法を

考えてほしいということを申し上げましたが、市内に１つ、大人の目の届くところに大きな公園

を欲しいということの質問でございます。山間部には広い公園はありますが、余りにも距離が遠
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くて身近でない、遠い存在の公園であります。 

 この公園設置に当たりましては、子供たちの意見を多く取り入れたり、自治会等の意見を多く

取り入れたり、大人、高齢者の意見も取り入れ、みんなが集える公園をお願いしたいと思うわけ

ですが、１回目の質問を終わります。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、公園設置について、幼児から高齢者が一堂に集える公園を設

置できないかという御質問をいただきました。 

 現在、市内には１２カ所の公園を設置しております。施設の特徴といたしましては、浮羽町域

の公園のほとんどは市の周辺部に位置し、吉井町域につきましては、山間部の百年公園を除いて、

いずれも市の中心部に近く位置し、多くは比較的小規模な公園であります。 

 このような中、うきは市行政改革推進委員会の答申におきましては、維持管理を考慮すると、

美津留川河川公園、城ヶ鼻公園につきましては、廃止や譲渡の方針が示されております。市とい

たしましては、当面、現在の公園施設の維持管理に努めてまいりたいと考えておりますが、今後

の新たな公園の整備につきましては、用地、遊具の整備等には当然、予算が必要となります。新

規の公園設備に対する補助事業としては、都市計画に基づく都市公園がございますが、うきは市

は準都市計画地域のため、補助事業による整備事業の対象とはなりません。 

 公園設備は、子育て環境改善や高齢者の健康長寿を延ばすためにも大変重要と考えております。

今後、公園の整備につきましては、議員の言われますように、子育て中の方や高齢者の皆さんの

意見も十分参考とさせていただき、地域のコミュニケーションの形成や防災機能を備えた広場等

の整備計画を行う場合の貴重な御意見として参考にさせていただきます。 

○議長（櫛川 正男） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ２回目です。時間が迫ってまいりましたので、急ぎます。 

 公園については本当に、先ほど申しましたように、市長の答弁の中では全くだめという言葉を

お聞きしませんので、少しの光を見た次第です。 

 この公園につきましては、本当に行政がつくって宛てがうものではなく、自分たちの公園だと

いう、魅力のある公園をお願いしたいと思います。市民を巻き込んで、アイデアをいただいて、

委員の中に巻き込んで計画をしていただきたいという思いです。 

 高齢者は椅子に座っての何か筋トレができるようなものとか、子供たちにしましたら、今はや

りのボルダリングとか、いろいろあると思います。そして、うきはは木材がたくさんありますの

で、木材を使ったものを置くとか、そういうことで、何かなし、つながる公園ですね、皆さんが

横のつながりを持ってできる公園、そして自分たちが参加してつくり上げた公園でしたら、みん

な寄ってきます。そのことを、非常につながる公園として皆さんの意見を入れていく。そして、
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子供を必ず、その委員の中に入れていただいて、そして検討した公園をぜひお願いしたいと思い

ます。 

 本当に今は、こちらから宛てがうものではなくて、自分たちが考え、つくり出したものという

ものが非常に重要視されていくと思いますので、今までのやり方とは違うと思いますけれども、

建物とかに関しましては委員会とかありますが、公園設置につきましては、ただ決まった遊具を

置いてつくるのが今までの公園の倣いでありますけれども、魅力あるやり方ですね、滑り台を必

ずこれに置いてどうでじゃなくて、今までとは違った形の公園でいいと思います。そういうもの

をぜひぜひ前向きに検討し、子育てしやすいまちづくり、それから、お年寄りも参加しやすい、

つながりのある公園、そして自治会等の方の意見も取り入れた公園であれば、そこで親子でのフ

リーマーケット等もできるのではなかろうかと思っております。そして、非常に活用する公園で

なければ意味がありませんので、そういう公園を目指して検討していただきたいと思います。も

う一度、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 江島住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） 冒頭、市長の答弁にもありましたように、現在、公園につき

ましては、行革委員等の意見もあります。ただし、今後の公園整備につきましては、都市計画に

基づいた都市公園というふうな事業にするような場合につきましては、今、議員が言われました

ような、各方面の利用者の意見を十分に聞き入れて、そうした意見に基づいた公園の計画をやっ

ていかなければならないというふうに考えております。 

 ただ、今、市長が申し上げましたけれども、うきは市のほうが今１２の公園を管理しておりま

すけれども、この公園にカウントをしていない、いろんな広場もいろいろございます。例えばＲ

ＤＦの施設のところにあります広場、それから、もと吉井の役場でしたら岩の井の広場、それと

同時に児童公園、児童公園も結構ございます。いろんな施設はございますけれども、まずは、そ

ういった公園の活用、それから維持管理のほうに務めていかなければならないと思いますけれど

も、今後、都市計画に基づいた都市公園等の計画等がある場合には、議員が言われますような形

で検討をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） この公園に関しまして、副市長の御意見をちょっと伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 今村副市長。 

○副市長（今村 一朗君） 私は、うきはに来て４年になりますけれども、うきは市全体が公園の



- 80 - 

ような感じで思っております。それは、都市部に住んでいる方は特にそうだと思います。そうい

った方々は、いろんな近くの、そういったちょっとした広場でも十分活用できていますし、ただ、

うきは市に住んでいる方からすれば、そういった議員おっしゃるような公園が整備されていると、

やはり子育て等についてはいいのかなと。特に高齢者の方とお孫さんが一緒に遊べるというのは

非常に交流もあっていいと思いますし、ただ、そこの場所にきちんとした遊具がないといけない

とか、そういうことではなくて、私は、子供が自由に走り回れるスペースがあれば、それでも十

分かなというふうには思っております。 

 そういうことも踏まえて、予算の話もいろいろありますけれども、そういった空間整備だけで

もできれば、まずはいいのかなと。そういう中で、地域の皆さんのいろんな声を聞きながら、も

っと楽しい、何か夢のあるようなものがそれに追加していけたら、またいいのかなというふうに

思っております。 

○議長（櫛川 正男君） 上野議員。 

○議員（１１番 上野 恭子君） ４分になりました。 

 副市長がいいことを言われました。本当、うきは市は全体が公園であると。やっぱり外部の目

から見た目というのは、鋭いものがございます。そして、私も副市長が言われたように思います。

本当に危なくないスペースをまずは提供し、そして、その中から、自分たちの魅力のあるものを

何年かかけてつくっていくと。すぐに、きれいに全部をつくって、何か遊具を置いての公園でな

くていいと思うので、安心で安全で、本当に大声で走って回れる空間があるものをまずはつくっ

て、それから自分たちがつくり上げていく公園、それを私も望んでおります。 

 こういうところで担当課長からの御意見もいただきましたし、市長の御意見もいただきました。

また、副市長の貴重な御意見もいただきましたので、こういうところで、ぜひ公園設置について

は前向きに、忘れることなく検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 これで、時間が来ましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君） これで、１１番、上野恭子議員の質問を終わります。 

        

○議長（櫛川 正男君） ここで暫時休憩といたします。１１時１０分より再開します。 

午前10時53分休憩 

        

午前11時10分再開 

○議長（櫛川 正男君） 一般質問を再開します。 

 次に、６番、岩淵和明議員の発言を許可します。６番、岩淵和明議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきま
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す。 

 今回、私は２つの点、水道事業計画と、それから介護保険制度ということで、２つ質問させて

いただきます。 

 それでは、第１点目の水道事業計画についてお尋ねをしたいというふうに思ってます。 

 今、うきは市が水利を求めた小石原川ダムの供用開始が目前に控え、ダム建設に係る費用負担

等が平成３２年度から始まるというふうなことを伺っております。負担と確保した水の事業計画

について、どのように進めるのか、改めてお尋ねをしたいというふうに思います。 

 １点目は、小石原川ダム利水供用開始を前にして、うきは市の水道事業について、市長は丁寧

な説明と理解を促すというふうに、この間ずっと表明されてきております。今後どのように市民

に対して説明していく計画を持っておられるのか、お尋ねしたいというふうに思っております。 

 それから、２点目は、うきは市の人口が引き続き減少しております。それから、生活用水の変

化、さらに資材価格及び工賃等の変動が、この間あっております。基本となっている、平成

２２年度の改定された基本計画、これをもとにして、いろんな数値が組み出されているというふ

うに理解しておりますけれども、これをもとに策定するのか、改めて、その計画の考え方につい

てお尋ねをしたいというふうに思います。 

 以上、２点を、まず、お願いいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、水道事業計画について大きく２点の御質問をいただきました。 

 １点目が、うきは市の水道事業をどのようにして市民の皆様に対して説明していくのかという

御質問でありますが、小石原川ダム建設につきましては、平成３２年度からの供用開始の計画で、

現在、事業が進められております。上水道事業につきましては、平成２７年に実施した、うきは

市上水道事業に関するアンケートの結果において、早急に上水道に加入すると答えられた方が市

民の皆様の約１割、１０.９％であり、加入する割合が少ない結果でありました。しかし、見方

を変えれば、市民の皆様の１割の方が飲料水に困っており、早期の上水道を待ち望んでいるとい

うことでもあります。 

 さらに、アンケートでは、今の井戸水が使用できなくなれば上水道へ加入するという方も一定

程度存在することが明らかとなりました。このことから、平成２８年度から実施をしております

地下水に関する調査で、地下水の実態を確実に把握するとともに、将来の地下水の安全性につい

ても分析を行い、上水道事業の必要性についての説明と市民の皆様への理解に努めていくことを

これまで議会の中で御説明してまいりました。今年度末で、３カ年にわたる地下水調査も終了す

ることから、この調査結果を活用し、平成３１年度から、市民の皆様への上水道事業の普及啓発

に取り組みたいと考えております。 
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 普及啓発につきましては、具体的には３つの柱を軸に取り組んでいくことで検討をしておりま

す。 

 １つ目は、うきは市における水の状況を伝えることであります。３カ年の地下水調査を実施し、

うきは市における水の現状を化学的に調査をしております。この調査結果を市民の皆さんにしっ

かりとお伝えしていくための取り組みを進めてまいります。 

 ２つ目は、地下水の将来的なリスクを提示していきます。今回の調査で流動モデルを構築し、

将来的な水循環シミュレーションをすることが可能となり、現在、渇水や水質汚染等のさまざま

なケースを踏まえてシミュレーションを行っております。これらの水循環を提示することで、地

下水の将来的なリスクについて理解を深めてもらうための取り組みを進めてまいります。 

 ３つ目は、水に困っている人たちの現状を伝えることであります。アンケートで、すぐに上水

道を利用したいという人は１０.９％でありました。この１０.９％の市民の声、悲痛な願いを行

政として検証する必要があると考え、本当に水に困っている人たちのヒアリング調査を実施いた

しました。その結果を周知することにより、上水道事業への理解を進めてまいります。これらの

取り組みを進めることで、市民の皆様に水の重要さを提起するとともに、上水道整備の必要性を

理解していただけるよう、努めてまいります。 

 ２点目が、平成２２年の改定基本計画をもとに上水道事業計画を策定するのかという御質問で

ありましたが、御承知のとおり、旧浮羽郡３町において、平成１３年度に上水道基本計画を策定

し、将来的に水道事業を整備する必要性を検討してまいりました。この基本計画は、市町村合併

により旧浮羽郡がなくなり、吉井町と浮羽町の２町が合併し、うきは市が誕生したこと、そして

策定から９年が経過したことから、平成２２年度に見直しを行ったところであります。しかしな

がら、それから８年が経過しておりますので、その点の御指摘をいただいているものと思います。 

 上水道事業を行うに当たっては、水道法第６条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可等を受け

る必要があります。しかし、うきは市の場合、給水人口が５万人以下となるため、水道法施行令

第１４条により、水道事業の許可は県知事から受けることとなります。認可に当たりましては、

一般の需要への適合性、計画の確実性、合理性等、さまざまな観点により審査を受けることとな

ります。また、事業認可の申請の際には、水道法第７条に基づく事業計画書や工事設計書、その

他厚生労働省令で定める申請が必要となります。申請に当たりましては、給水区域、給水人口、

給水量を初め、施設概要、経常収支の概要、使用料金、住民の負担区分等についての検討を行う

必要があります。平成２２年の計画から現状が変わっていることから、計画の見直しが必要であ

ると考えております。 

 さらに、水道事業は、地方公営企業法の全ての規定を適用を受ける事業であることから、その

経営に要する費用、経費は、経営に伴う収入、つまり水道料金をもって充てる独立採算制が原則
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とされております。水道整備について、議会、市民の皆様の十分な理解を得た上で、今後、安定

経営を目指した事業計画の構築を図っていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） そのアンケート結果を踏まえて、今、調査している、３年かけて

調査している項目については、この後、通告にもあるように、８番議員のところからも質問が予

定されておりますので、そこはちょっと省きますけれども、いずれにしても、説明の機会という

か説明の仕方、あるいは、その計画の実行性とかということも含めて、地下水については、それ

は、安全性とか、そういったことも踏まえて、それからアンケートに基づく、困っている方々に

対するヒアリングの結果等も踏まえてお知らせするということでありますけれども、これは、い

つごろからされるかどうか、改めてお尋ねします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 水資源対策室長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 瀧内水資源対策室長。 

○水資源対策室長（瀧内 英敏君） 水資源対策の瀧内です。 

 推進と啓発なんですが、３１年度、今回の地下水調査の結果が出まして、来年度から実施した

いというふうに考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 市長は、この間、言ってると思いますけども、要するにスケジ

ュール感を持って対応していくと。手順というのがあるかと思うんですね。市長みずからが、ど

のようなスケジュール感を持っているのかを改めてお尋ねします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから答弁させていただいてますように、３カ年にわたる地下水の

実態調査をさせていただきました。この計画がまとまり次第、できるだけ早いうちに説明に入り

たいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 概略の話は今、御答弁いただきましたけれども、３１年から

―来年度から、具体的に公表、お知らせしていくということでありますけれども、要は市民

の方々が一番関心を持っておられるのは、やっぱり、先ほど、公営企業会計との関係、独立採算

制という意味からも含めて、これについては過去にも議員の中から質問がありました。シミュ

レーションの内容についても―アンケートを受けた結果でのシミュレーションということに

なるわけですけれども、どういう事業計画をしているのか、していくのか、どういう認識を進め

ていくのかという、理解を促すという意味で、アンケートで答えられた中身をベースにして、そ
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れをパーセンテージで６,３００人の例えば、ところで６０％だとか７０％だとかという計画が

シミュレーションは一度されてましたですね。そういう意味では、確かに実際に事業を始めるこ

とに当たって、最初から採算ベースに乗るわけは当然ないわけですね。そういう意味では、その

辺の具体的な説明の仕方というか、そのスケジュール感という意味で言うと、来年から、地下水

の状況だとか、さっき言ったように水が困難な方も含めて説明していくと言いましたけれども、

実際に事業が３２年度から供用開始になるわけですね。その直前になっているわけですけれども、

それをどういうふうに、例えば調査結果は、３１年から１年間かけてやるのか、あるいは、もっ

とスパンを変えていくのか、あるいは、その論議の仕方について、提案の仕方について、この間、

議会や―議会には報告、ある程度されていますですね。市民へも広報として案内されてます

けれども、先ほど言ったように、どういう市民に対して説明していくかというスケジュールにつ

いて、市長自身が、どういう切り、スパンを持って考えていくのかという、その期間については、

どういうふうに考えておられる。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ポイントは、我々の説明に対しまして、市民の皆様がどう御理解いただ

けるか、御賛同いただけるかに尽きると思います。当然そこは、私どもとしては、早いうちに御

理解をいただきたいと思いますけれども、この広がりがどう時間がかかるかというのは、やっぱ

りお話ししてみないとわからないところもありますので、今時点で決め打ちをして、こう進める

という考えは持ってなくて、できるだけ早く市民の皆様の御理解をいただける、それの１点に尽

きると、このように思っているところであります。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） ということは、そういう意味では、市長が常々おっしゃっている

丁寧な説明というのは、理解を促しながら、そしてスケジュール感、スケジュールだけが先行す

るということにとらわれないということで理解してよろしいですね。そこは確認しておきたいと

いうふうに思います。 

 特に、さっき市長がおっしゃったように、水道事業って、前、私が平成２８年３月のときに話

しさせていただきましたけども、本来こういう事業については、賛否があるようなことではなく

て、まちづくりそのものでありますし、それからライフラインという関係も含めて非常に大事な

点だというふうに思います。 

 この間、先ほど言いましたように、平成２２年度に改定された以降、大震災だとかいうのがあ

りまして、そういう防災に関する技術的な施工も含めてですね、コスト的には非常に変わってき

ているというふうに思うわけですね。そういう意味でも、かかる事業費そのものについても、当

初２８３億円でしたですね。ということで、一応そう５０年間でかかる費用ということはそうだ



- 85 - 

ったんですけども、それについても変わってきているだろうというふうに私は理解しているわけ

ですね。だから、そういう全体像について改めてリセットし直ししながら、やっぱり、しかも、

その事業計画を策定するときに、市民の参加がしていない、公表されていなかったということも

含めて、そこは非常に大きな反省点だというふうに思うわけですね。そういった点をやっぱり、

きちんと踏まえて説明することを求めたいというふうに思っております。 

 その辺の考え方については、賛同というか、どうですか、全体について、市民に対しても広報

で案内するのか、あるいは、今、区長会なくなりましたから、自治協―自治協といったらお

かしいですね、ほかの方法があるのかどうか、その辺のお考え方はどうですか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） まだ市民の皆様への説明の単位というか、どういうくくりで説明してい

くかというのは、そこまではまだ方針は決めておりません。しかしながら、これは全ての市民の

皆さんに問いかける大きな事業でございますので、できるだけ多くの皆様の市民の声を拾って、

そして御理解が、全ての皆さんに御理解がいただけるような―全ての皆さんに御理解という

か、全ての皆さんに御説明を申し上げますけれども、多くの皆様の賛同をいただけるような、そ

ういうことを視点として、どういう切り口で、どういう単位で説明していくのかというのは、今

後、検討していきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） そういう意味では、アンケートを改めてとるという必要があるか

どうかというのは、まだわからないんですけども、まだ、私は、それが絶対だというふうには思

ってませんけれども、ただ、市民への問いかけ、あるいは促し方の問題で、市民がやっぱり参加

できるような条件が、どういった形があるかどうかはわからないですけれども、議論に参加でき

るような条件をぜひつくってほしいなというふうに思っております。そのことを改めて要望をし

たいというふうに思ってます。 

 それと、次に、事業計画の中身についてお尋ねしますけれども、さっきも言いましたけれども、

２８３億円ということで、実際には、ことしの６月に下流域への漁業補償の問題等について審議

させていただきました。そういう意味で、財政負担についてですけれども、当初予定されてた

２８３億円、そのときと現状では変更があるのか、ないのか。ダム管理費だけじゃなくて、施設

でとかというのも含めて総額に入っていたのかどうかということ含めてあるんだろうと思ってる

んですけども、まだ県南広域には加入していないという段階で、新たに別な形になっていると思

うんですけれども、そういう点から、財政、全体の規模について計画変更がないのか、その辺は

いかがですか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 
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○市長（髙木 典雄君） 平成２２年の改定基本計画では、シミュレーションとして、ケース①、

ケース②、ケース③とございました。そのケース③が、福岡県南広域水道企業団に加入しての、

今御指摘の今後５０年間、２８０億円を超える経費のシミュレーションが出ているわけでありま

すが、それは水資源機構では平成３２年度を供用開始で今、事業が進められております。しかし

ながら、ダムの完成は多分３１年度前半までかかると思うんですが、問題は試験湛水というか、

ダムが完成して、水漏れ等がないかのチェック、要するに一旦ためてしまわないと、うまく機能

するかわからないということ、試験湛水期間がどうあるかというのがちょっと不透明なところが

あるんですけれども、いずれにしましても、今の予定では平成３２年からの供用開始であります。 

 ２２年の改定基本計画では、平成３２年に速やかに県南に加入することを前提で２８０億円と

いう数字を出しております。しかし、今の状態ですと、市民の皆さんにまだ御理解いただいてま

せんので、この御理解をいついただくかという、時期の問題もありますが、そこがおくれるとい

うことは、当然、その２８０億円の事業計画も、その分、変わってきますので、今後、詳細に市

民の皆さんの御理解を得るべく対応と同時に、いろんな形で事業計画のシミュレーションもして

いかなくてはいけないと、このように認識をしております。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） その事業計画との関係について、少しお伝えというか、話をしと

かないといけないなと。 

 実は、うきは市の水道事業計画について、私どもの関連する議員が県議会でも質問させていた

だいております。５,７４０トンそのものが非常に、財政上の問題も含めて大変ではないかと。

事業計画そのものも策定、改めてつくるということでありますから、その中身を見なきゃいけな

い話ではありますけれども、ただ、要は国から―国の基準もそうですけれども、広域的に水

道事業というのはするという前提に立って言えば、先ほど、水道法の第６条ですかね、県との関

係で認可を受けなきゃならない。そういう意味では、県との関係が非常に重要な話になってくる

と思います。 

 この間、うきは市は全体の、うきは市の水道事業計画がおくれているということについて、こ

の間、協議されていると思いますけれども、全体の水利を求めた５,７４０トンについての調整

というか、広域的な調整も含めて、お話をされたことがあるのかどうか、お尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 水資源対策室長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 瀧内水資源対策室長。 

○水資源対策室長（瀧内 英敏君） 配分水量について検討の調整をされたか、協議をされたかと
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いう御質問だと思いますが、検討の協議は行っておりません。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） これに関して言えば、国交省―国土交通省本庁ですけども、

国の関係でも、この件については話をさせていただいて、用途の変更も含めてですけれども、要

は広域で協議しなさいと。ただ、広域で協議する場合には当然、加入されている関連する自治体

との協議も当然必要になってくる。そういった難しさというのもあるというふうに承知しており

ます。 

 ただ、国も県も、そういう意味では、今の小石原川ダムでの調整については、することは可能

だと。することは可能だけど、ハードルが高い。ハードルの問題で言えば、いろいろあるだろう

とは思いますけれども、そういった意味で、本当に５,７４０トン、例えば例を挙げては申しわ

けないんですけども、５,７４０トンって、八女市が取水して利用している水量と、どちらかと

いうと似ているんですけども、ただ、人口が全然違うんですね。向こうは５万人を超えているわ

けですけどね。そういう意味で言えば、下水道と同じように、下水道も要するに、うきは市にあ

る、いろいろな企業さんがありますよね。そういった方々が、やっぱり接続しないといけないと

いう方向も含めて、ベースとして、やっぱり大きな量ですので、あります。そういう意味では、

そういったことも含めた実際の需要量の見通しについても、改めて見直しする必要があるのでは

ないかと。 

 ２８年３月に、そういったことについて見直しできないかという話があって、市長は、見直し

はしないと言ってました、確かに。でも、先ほど言いましたけども、今、家庭用の洗濯機は全然

違います。水をほとんど―ほとんどとは言いませんけど、使わないですね。それから、人口

が減ってる。空き家も多い。その中で、しかもベースで考えられるのは、下水道のように企業さ

んがやっぱり利用しないと、ベース―ベースって、接続しないと採算が当然とれないわけで

すね。そういった方向の方針の問題についてもきちんと議論しないと、そもそも５,７４０トン

というのは、１３年に策定したときの、その数量について、市民からも聞いてないわけですよ、

実際は。 

 そういう点からも含めて、改めて利用―先ほど防災、消火栓との関係があるとは思います

けど、有水―有水って、要するに家庭用で使っている有水の量としてどうなのかと。無水と

いう意味で言うと、それはそれとしてあるだろうと思いますけども、そういったことも含めて、

やっぱりきちんと、あの人口とか、あるいは、いろんな利用、学校での―学校も数減りまし

たしね、そういう意味でも多分大きく変わるというふうに思うんですね。その辺をやっぱり調整

をする。確かに水利権としてダムに、それだけの確保したけれども、そのことをもって全てがそ

れで済むというわけではないというふうに私なんかは理解する。そのことが、うきは市の財政負
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担というか、逆に言うと市民の負担、市長も６月に答弁されているように、貴重な市民の税金を

使うということであればあるほど、そういったことは改めて見直していくというのが筋だと思う

んですけども、市長は、どうお考えですか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ５,７４０トンは決して過大な水量ではないと、こう認識をしておりま

す。 

 以前も答弁させていただきましたように、基本的に給水普及率を人口の７０％でもともと算定

しているということ、それから議員御指摘のように、企業誘致というか、今後、企業誘致、鷹取

地区の工業団地の話もあって、企業誘致の用水確保も必要である。あるいは、消防水利の消火栓

の確保も必要である。そういうことを考えますと、５,７４０トンというのは、決して過大なも

のではないと、こう認識しておりますし、５,７４０トンをベースに、今まで議員の皆さんとも

御相談申し上げてます、漁業補償の負担金割合とか、あるいは特定ダム法に基づく地域振興費も

全て５,７４０トンがベースで我々は負担金をお支払いするような格好になりますし、ダムが完

成しますと維持管理費も支払わなくてはいけませんが、それも全て５,７４０トンがベースにな

っているということを御理解いただければと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） ちょっと、そういう意味で、平成２５年に国が策定した新水道ビ

ジョン、それから、つい最近、国会を通りましたけれども、水道法の改正案、この２つのところ

でも、今後の水の需要は、人口減少との関係、それから生活用水の変化の中で減っていくという

ふうに、明らかにきちんと書いてあるわけですね。いいですか。そのことが、なぜ同じように認

識ができないのかというのが、ちょっと私は疑問に思ってます。だから、見直しをしたほうがい

いですよと。はなから５,７４０トン、確かに最初に、昭和のときの建設計画のときの話から含

めて、５,７００というのは不動なわけですよ。確かに田主丸は抜けましたから、２町というこ

とになったわけですけれども、そういった変化はありますけども、２,０００トンと３,７４０と

いうことでされているわけですよね。そういう意味では、やっぱり、社会の変化の中でやっぱり

見直ししていくというのが当然必要なことだというふうに思います。 

 ぜひ、これは議論を詰め、ここで結論を出すような話でもないし、答弁で、すぐ変わるような

ものではないだろうと思います。ただ、私は、そういうふうに思っていることを改めて申し述べ

ておきたいというふうに思っております。 

 いずれにしても、先ほど言いましたように、水道事業については、市民にかかる負担、この間

のシミュレーションで言うと、市民１人当たり月額で５,７６０円という試算も含めてアンケー

トの中に載っけて出しているわけですね。そういう意味で言うと、その金額自体も含めて変わっ
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てくる可能性があるということも含めて、きちんと市民に対して、先ほど市長が答弁したように、

結論ありきではない議論の進め方をぜひ要望して、この点については、次の質問に移りたいと思

いますけど、何かありますか、はい。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 議員御指摘のように、丁寧に説明することはもう、そのとおりだと思っ

ております。そういう視点で今後、対応をさせていただきたいと思います。 

 この５,７４０トンだけは、しっかりちょっと御理解いただきたいと思いますが、このうきは

市というか、旧浮羽郡から考えますと、平成１３、１４年あたりに小石原川ダムの参画を意思表

明して、正式には平成１７年に、きちっとした文書で参画を表明してます。そのときに、

５,７４０トンを出して、それがベースで今、ダムの容量が決まって、ダムが進められていると

いう現実は御理解をいただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） だから、広域的なところでも含めて、改めて調整をする必要があ

るのではないか。 

 今、担当課長のほうからは、話をしたことはありませんと。県も受けたことはありませんと言

ってるんです。それでは話は進まないという。うきは市の今の負担が非常に重いものになってく

るということだけは、はっきりしていると思う。そのことが、市民の一番不安な材料だというこ

とをぜひ御理解いただいて、そのことをやっぱりきちんと丁寧に、どうしていくか。事業責任で

ある、うきは市行政当局が検討して、そして市民に知らせる、そのことが大事だというふうに私

は改めて思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 介護保険制度についてであります。介護保険制度の制度利用が改めて、大なり、ことしから改

定されておりますけども、専門職による身体介護を含む予防リハビリなどのサービスが、９月の

決算委員会の資料等で激減している状況があります。自助・共助・互助を全面に、地域のつどい

の場を現在、推進しておりますけれども、その点から、介護保険制度についてのお伺いをさせて

いただきます。 

 １点目が、この間、たび重なる介護保険料の引き上げが続いております。国民健康保険税、後

期高齢者医療制度の医療制度の負担が重い中、今後のうきは市の介護保険制度を、うきは市自身

がどういう課題認識を持っているのか、お尋ねをしたいというふうに思います。 

 ２点目は、第７次の保険料改定で保険料算定費用の地域支援事業費、これは広域連合が案内し

ているパンフレットに載っているわけですけれども、６次の３倍となっております。住民主体の

サービスを今現在、進めているわけですけども、介護サポーター卒業者や地域支援―支え合
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い事業への維持継続のためにも、うきは市としての助成制度を求めるが、所見を伺います。 

 ３点目、総合事業が開始されておりますけれども、緩和したサービスや住民主体のサービスは、

どの程度進んでいるのか。事業者の撤退状況と今後どのような―総合事業、方針を展望して

いるのか、お尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、介護保険制度について大きく３点の御質問をいただきました。 

 １点目が、うきは市の介護保険制度への今後の対応についての御質問でありますが、介護保険

料につきましては、３年ごとに見直しが行われ、今年度、保険料の改定が行われました。基準額

で見ますと、月額５,５４５円から月額６,１９７円へ６５２円の引き上げとなり、保険料の引き

上げは今後も続くことが予想されます。 

 市といたしましては、さまざまな介護予防の事業を展開し、高齢者の方々が住みなれた地域で

元気に暮らしていただき、健康寿命を延ばすことが介護保険給付費の抑制につながるものと考え

ております。福岡県介護保険広域連合の保険料は、１人当たりの給付費により、高いほうからＡ、

Ｂ、Ｃの３つにグループ分けされており、うきは市は現在Ｂグループに位置づけられております。 

 介護保険制度の持続可能性の確保のためにも、運動機能や口腔機能、生活機能の向上を目的と

した各種事業の充実を図っていくとともに、高齢者の社会参画を通じた介護予防の推進にも力を

入れ、１人当たりの介護給付費を抑制し、いずれは保険料の安いＣグループへ移行できるよう、

努力をしてまいりたいと考えております。 

 ２点目が、住民主体のサービスや生活支援体制の整備など、互助の取り組みに対する市の継続

性についての御質問でありますが、介護保険法の改正により、これまで介護給付費で賄われてい

た要支援認定者の訪問介護及び通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業として市町村の実

施する地域支援事業に移行したことや、新たに包括的支援事業の社会保障充実分として地域包括

ケアシステム構築のための事業費が創設されたことにより、第７期介護保険事業計画期間中の地

域支援事業費は、前の計画期間中の３倍の額が見込まれているところであります。 

 住民主体のサービスの運営や生活支援体制整備事業に係る経費につきましても、この地域支援

事業費の配分金を財源といたしております。具体的には、現在、住民主体のサービスの運営経費

としては、つどいの場支援事業や脳の健康教室に助成を行っております。また、生活支援体制整

備事業につきましては、市全体の第１層を社会福祉協議会へ、日常生活圏域ごとの第２層を今年

度は３地区の自治協議会に業務委託を行い、住みやすい地域を目指して話し合う協議の場の運営

に取り組んでいただいているところであります。今後、これらの住民主体の活動や、その活動を

支援する介護サポーター、協議の場の設置がさらに必要となります。 

 市としましては、住民の皆様と協議をしながら、現在の事業の拡充を図りたいと考えておりま
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す。したがいまして、今後も地域支援事業費を活用して継続的に助成行い、積極的に事業の推進

に取り組んでまいりたいと思っております。 

 ３点目が、総合事業の進捗状況及び今後の展望等についての御質問でありますが、平成２７年

の介護保険法の改正により、新しい介護予防・日常生活支援総合事業が創設され、うきは市では

平成２８年度から事業開始したところであります。 

 総合事業の実施状況でございますが、訪問型サービスにつきましては、事業所による緩和サー

ビス及び市が実施する短期集中予防サービスの２種類を行っております。通所型サービスにつき

ましても、同じく緩和サービス、短期集中予防サービスを実施しておりますが、これに加え、新

たに住民主体によるサービスを開始するための準備を現在行っているところであります。今年度

は、吉井町の福富地区をモデル地区として、事業の立ち上げに向けた準備を進めております。来

年度以降、住民主体によるサービスとして事業展開していく予定であります。また、他の地区に

も、福富地区と同様に、このサービスを展開していきたいと考えております。また、訪問型サー

ビスでは、緩和サービスに該当する、いわゆる家事援助等の生活支援を行っていただく、訪問型

サービスＡヘルパー養成研修を、現在、実施しているところであります。 

 総合事業計画の創設から約４年が経過し、事業者が行う緩和サービスにつきましては、従来の

介護サービスに比べると単価が低いため、この事業から撤退する事業者が出ている状況であるこ

とも事実であります。市としましても、今後の総合事業のあり方につきましては危機感を持って

おり、今申し上げたとおり、事業所によるサービスによらない、行政や住民主体の事業の展開に

も積極的に取り組んでいるところであります。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 問題点、課題について、１点目、質問をさせてもらいましたけど

も、介護制度というのは介護の認定を受けなきゃいけないんですけども、うきは市が認定されて

いる率が、第１号の比率で言えば、１６.６８というのが数字であります。そのうち７５歳以上

が１,４９７人ということで、全体が１,６７５人の中で１,４００、７５歳以上の方が圧倒的に

多いわけであります。ただ、この認定率というのは、この間あんまり、不動な状況で、１７％に

はならないと。極めて計画的にされております。 

 ただ、実際には、毎年、新規に申請する方は５００人程度、これは、ずっと調べましたけれど

も、ほぼ５００人です。その件数ですけども、認定されていない方々が極めて多い。そういう意

味では、介護保険制度はあるけども、なかなか認定が進まないという実態がある。受けられない。

介護保険料は、さっき言いましたけども、一番最初に介護保険制度がスタートした、保険料が月

３,０００円程度―年間で３万５,０００円ぐらいですかね、のものが今は７万４,３６１円で

す。今回改定でも１２％ほどに上がってます、基準額で計算していますけどね。そういう意味で、
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高負担でありますけれども、なかなか介護に当たる機会がない、そういう状況があるのではない

かと。 

 先ほど、５００人という話をしてますけども、認定されてない数わかりますか。何件ぐらいあ

りますか、新規に申請された方。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 申しわけございません。手元に資料がございませんので、ただいま、

今ちょっとお答えができません。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 質問を変えます。 

 保健課長は、課題は、今、私が申し上げた認定率の問題で言うと、新規に申請された５００人

の方々がどういう状況かということについて課題とは思っておられるかどうか、それだけお答え

いただけませんか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 認定率は、ここ数年１６％前後で推移をしていると思いますけれど

も、ということで、この総合事業に移行した後に認定されていない方の数が極端に増加したとい

うふうには、私は理解はしておりません。ただ、要支援１・２の方の事業についてが、市町村の

事業に移行したということだけでございますので、認定者の数については、大きな、これも変動

はないと思っておりますが。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） 私の問題提起の仕方が悪かったんだと思います。要は介護保険制

度あって介護なしというのが、実態があるということを私は言っているわけであって、

１６.何％というのが、うきは市は県内でも低いほうです。広域連合のところでも１９％程度だ

と思うんですね。うきは市が、５００人ほどの方々が、この間ずっと新規申請しているわけです

よ。でも、ふえないんです。これは、途中で変更したんじゃなくて、新規で申請したという数。

成果表にも載ってますよね。そういった実態があるので、今の介護保険制度の料金だけ上げて、

介護の制度を受けられない方が結構いるんだよということをどういう課題だと思ってますかとい

うこと、課題だと思ってますかということを聞いておる。改めて、そのことを自覚いただければ

ありがたいと思います。 
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 次に移ります。 

 それから、うきは市と広域連合との決算書から比較を改めてしました。介護サービスの内容が

十分に整っているかどうかという問題であります。うきは市は、介護サービスで言えば、訪問介

護が少ないこと。通所、相変わらず通所介護が多いということ、実態です。それから、介護予防

サービスでも通所リハビリが多くて、また、福祉用具の貸与が少ない傾向。地域密着型サービス

については、認知症へのサービスが、やはり通所介護に頼っている。小規模多機能居宅介護への

利用がふえていない。要するに自由に行ったり来たりできるのが小規模多機能ということになる

わけですけども。 

 そういう意味では、ほかの地域と一番違うのは、施設への預けという意味で言うと、共同生活

型介護がほかより少ないという実態があるわけですね。だから、逆に家―家から通って介護

されているという方が結構多い。当然、こういう地域ですから、中山間地域でもありますので、

そういったのが多いというのは、それは実態としてありますし、施設もそんなにないという意味

―入所できる施設がそんなに多くないというのも実態はあると思います。 

 そういう意味では、今後、予防事業などがありますけども、特に、この実態でありますけども、

訪問リハビリの８倍が、うきは市の場合、通所リハビリになっているんですね。これは予防のと

ころの話ですね。そういう意味で言うと、うきは市のおける介護施設の事業そのものの内容、そ

れについて課題はないのか。多分、市長がお答えできないかと思いますので、担当課長が問題点

として、課題として考えられているかどうか、お尋ねします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 十分、課題を私のほうで把握はできていないかもしれませんけれど

も、一番の課題といたしましては、介護保険、今般の介護保険の制度改正が大きな影響―も

ちろん大きな影響だと思うんですけれども、介護度の比較的軽い方に対する受け皿がないという

のが一番大きな課題だと思っております。それは、施設にしてもそうでございます。施設にして

も、やはり介護予防サービスに比べて介護サービスのほうが単価も高いし、収入も多くなります

ので、介護予防サービス、それから、緩和した、この総合事業のサービスから撤退をする事業者

さんもいらっしゃいますし、それから、そういった方々の受け皿となる住民主体のサービスなり

行政が行うサービスの受け皿の体制もなかなか―うきは市もそうですけれども、全国的に見

て、なかなか整っていないということで、今、議員がおっしゃったように、サービスを受けられ

ない高齢者の方がいられるというのが、そういった方の受け皿をどうするかというのが課題だと

思っております。 



- 94 - 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） そういう意味では、今、実際にやっている介護サポーターのとこ

ろが訪問介護というふうにしていくということが計画され―計画というか実施されているわ

けですね。そういう意味でも、その辺の活用をどう考えているのかというところも含めて、大事

な課題であるというふうに思ってます。 

 先ほど、市長の答弁の中で、今回、地域支援事業費として、先ほど２つ、脳の健康だとかとい

うところに今、出しているということを２つほど挙げられましたけども、実際に広報でも案内さ

れてますけども、地域介護予防活動支援事業費補助金というのが出されております。ただ、月

４,０００円。ただ、条件があって、初期立ち上げの費用とかいうのはありません。それから、

実際に、つどいの場の経験、広報にも載せてますけども、地域によって、毎週というのはなかな

か難しくて、月２回程度というのが結構、広報の中にも載っているわけですね。でも、基準は週

１回以上。そういう意味でも、補助金の制度というか、うきは市独自に地域の支援をしていくわ

けですので、うきは市が考えないと、どこも考えませんからね。そこに対する補助金制度という

のは、きちんと確立する必要があるのではないかというふうに思います。そのことを今、お答え

できないかとは思いますけども、その辺はどうですか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 先ほど、市長の答弁でも答弁ございましたように、住民主体のサー

ビスとか、それから生活支援体制の整備に対して、これからも市といたしましては、さらに取り

組みを拡充していかなければならないと思っておりますので、現在行っているところはもちろん

ですけれども、市内全域に、この取り組みを広げていかないとと思っておりますので、地域支援

事業費のほうは、この分に予算は、必要であれば、その予算は十分確保できるというふうに思っ

ておりますので、その分に市としても比重を置いて今後は取り組みを進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（櫛川 正男君） 岩淵議員。 

○議員（６番 岩淵 和明君） この辺については、すぐ結論出る話じゃないかもしれませんけど、

１つの検討課題としてやっぱり考えていく。地域が、どうお互いに支え、互助という話で支え合

うのかということを市は言っているわけで、言っていることに、その下支えをどうつくるのかと

いうことを考えないといけない。そのことが広域の支援事業として予算を３倍か使うように円グ

ラフを書いているわけですよ。そこをやっぱり有効活用していく、うきは市独自の支援の考え方

をきちんと計画を持つことが大事だというふうに私は思います。 
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 それと、話は変わりますけど、介護保険料の滞納について―残り少ないんですけども、滞

納はふえているし、不納欠損額がふえているというのを頭に入れておいていただきたいと、とい

うふうに思います。最近、それも含めて、普通徴収、要するに所得の少ない方が多いわけですけ

れども、そういった方々への差し押さえ、全国的な差し押さえというのが非常にふえてます。し

たがって、その辺についても、また別の機会を含めて考えていきたいなというふうに思います。 

 最後に、本来、介護保険制度というのは、高齢でも地域で暮らしていけるということで、介護

保険法、介護法の趣旨、書いてあるわけですね。だけども、社会保障制度、見直しでプログラム

法というのがあって、包括ケアシステム構築の課題から、健康寿命の延伸―延長というのか

な、自助・互助が、ずっとこの間、喧伝されて、公助は最小限といいながら総合事業へ移行して

いく。でも、総合事業は買う側の言葉で言われるんですけども、報酬単価３割下がっているわけ

です。だから、さっき言ったように事業所が撤退するわけですよ。 

 共助や互助の名前でボランティアで地域に求めています。地域で御近所が助け合うこと自体は

否定するものではありません。非常に大切なことだというふうに、重要なことだと思ってます。

しかしながら、近所の支援する側も介護保険料を支払いながら高齢化が進んでいくんですね。そ

のうち立ち行かなくなる可能性も踏まえて、この事業を見ていかないといけないというのは、私

たちのいる地域のことだというふうに思います。うきは市の実情を踏まえた独自の方針を検討し

て、うきは市ができる範囲は限られると思います、当然。したがって、県や国との必要な協議を

行い、バックアップ体制を求めて、保険料の減免や免除の制度、認定基準の緩和、それから地域

介護予防活動支援事業費補助金の見直しなど、地域活動の継続と、きちんと後継していく、継続

していくということが図られる予算措置を求めたいというふうに思います。時間がちょっと少な

くなって全部が言い切れてないところがありますけれども、ただ、そういった課題だということ

を改めて、この場をかりて共通認識とさせていただきながら、今後も協議を進めていきたいとい

うふうに思います。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○議長（櫛川 正男君） これで、６番、岩淵和明議員の質問を終わります。 

        

○議長（櫛川 正男君） ここで暫時休憩といたします。１３時３０分より再開します。 

午後０時10分休憩 

        

午後１時29分再開 

○議長（櫛川 正男君） 全員おそろいです。一般質問を再開します。 

 続きまして、９番、中野義信議員の発言を許可します。９番、中野義信議員。 
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○議員（９番 中野 義信君） 許可を得ましたので、ただいまから一般質問をさせていただきま

す。お手元に資料あると思いますけれども、まず、きょうは４つの項につきまして質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、１番目に、小学校の関係の空調の設備について。 

 ６月議会で小学校の室内の温度調査の実施を確認しておりましたけれども、結果はどうなった

かということと、４月から―４月１日からですけれども、学校の温度につきましては―室

内の温度ですけれども、１７℃以上２８℃以下ということに変更をされております。以前は

１０℃以上３０℃未満ということでございましたけれども、それに基づきまして調査をいただい

ておりますので、そのことをまずもって御報告を願いたいと思います。その中で、特に一番高か

った温度は何度かということもお願いをしたいと思います。 

 それから、２点目ですけれども、６月議会で、平成３１年度学校施設環境改善交付金の補助金

要望を文部科学省に提出しているということでありました。先日、政府の平成３０年度補正予算

で、学校関係では、各教室のエアコン設置で―全体ですけれども、８２２億円、また、学校

のブロック塀の安全対策費用に２５９億円計上となっているが、うきは市も該当するのか。クー

ラー設置は来年の夏に間に合うのか。そういったことでお願いをしたいと思いますけれども、こ

れにつきましては、決定といたしましては、もう今回の議案の中にもあっておりますので、一応、

補助金の決定がなされております。特に、この一般質問で書いております８２２億円とか

２５９億円につきましては、これは１１月１２日の新聞に掲載されていた記事でございまして、

１１月７日で政府は平成３０年度の補正予算、いわゆる参議院の本会議で可決されたということ

だった。内容につきましては、熱中症対策として、全国の公立の小・中学校について、そういっ

た予算がなされたということでございました。 

 議会では、特に９月議会で全員による小学校のエアコン設置を求める決議書を提出しておりま

した。そういったことも含めて、一応クーラー設置については確定しておりますけれども、その

ことにつきまして、まず、お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 小学校の空調設備について、１点目は、４月からの新しい基準と照ら

してどうなったかについての御質問でございますが、平成３０年４月１日より、教室の望ましい

温度の基準が１０℃以上３０℃以下から１７℃以上２８℃以下へ改定されております。 

 平成３０年度の小学校教室の温度調査の結果につきましては、６月１日から９月３０日までの

児童在校日のうち、９校の合計で３０℃を超える日にちが１４１日、これが２８℃を超えるとい

うことになりますと２２５日となり、改定により、基準を超える日が約１.６倍となっておりま

す。ちなみに、最高気温は３９℃でございました。 
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 ２点目の、政府の平成３０年度補正予算のエアコン設置・ブロック塀についての御質問でござ

いますが、１１月７日に国会で平成３０年度補正予算、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付

金が可決され成立いたしました。このことにより、小学校の空調設備は全て、ブロック塀・冷房

設備対応臨時特例交付金に要望申請を行い、１２月４日付で交付金の内定を受けました。現在、

小学校の空調設置工事につきましては、設計業者が決定し、設計を進めております。１２月補正

予算へ、工事費２億６,５００万円、工事監理委託料４９７万２,０００円を計上させていただき、

来年の夏に間に合うよう、事業を進めてまいります。 

 ブロック塀につきましては、撤去が必要なブロック塀が山春小学校と福富小学校の２校にあり、

山春小学校は８月に撤去、福富小学校は現在、撤去工事を行っております。以前、全員協議会で、

支払い済みの工事につきましては補助対象外と説明しておりましたが、今回創設されたブロック

塀・冷房設備対応臨時特例交付金は、事前着手及び支払い済み工事についても補助対象となるた

め、山春小学校、福富小学校のブロック塀撤去工事につきましても要望申請を行い、１２月４日

付で交付金の内定を受けております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） そういったことで、１２月４日に交付決定ということで今お聞き

いたしましたけれども、ちょっと私も、このことにつきましては、ちょっと残念であったという

か、そういったことを一言だけ申し上げたいと思いますけれども、要するに９月議会で全員によ

りまして決議をされた、したということですね。私はもう、議員になりましてずっと、毎年毎年、

温度調査の件を言ってまいりましたけれども、今までに先輩議員もずっと、このことにつきまし

てはもう１０年前から言ってきたということでございます。それが今回、実現されたから、それ

はもういいということでございますけれども、ただ、私が言いたいのは、１１月の、そういった

全員で９月議会で決議をした。しかし、１１月２９日に全協がありましたですね。全協がありま

した。やっぱりそのときに、大体は全員で決議をしとるなら、そのときにやっぱり一口ぐらいは、

こういうふうであったということは、私は言うべきであったというふうにちょっと思うわけです

よ。 

 そこで、３０日に記者発表があったと。記者発表の中で、できるということを言うちょるじゃ

ないですか。明くる日にですね。ということは、２９日にはわかっておったと。しかも、予算書

をずっと開いてみますと、追加の補正予算は１２７ページありましたですね、１２７ページ。と

いうことは、その中に入っておるということは、もう何日か前に予定しておったということです

よ。我々は、それを聞いて、見ましたけどもね。 

 やっぱりそこら辺で、やっぱり全員でそういったことを決議しとるなら、やっぱり一口ぐらい

は、こういうふうであったということをやっぱり言ってほしかったというふうに思ったわけです
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けれども、それ、新聞報道が先であった。今、聞いてみますと、１２月４日が正式決定というこ

とでしたから、それはそれでもいいですけれども、やっぱり今まで議員も何名の方が言われてお

りますから、そこんにきは、執行部としても、そういった全員協議会のところは、それぞれの恐

らく課から、今度の全協の中には、どれとどれがあるのということで恐らく言ってあるというふ

うに思います。それを今度は総務のほうでまとめるとかして、あとは市長なり副市長に、その全

協の議員に報告する内容というのは言うてあるというふうに私は思います。そういったことから、

今後については、やっぱりそういった全員で決議をしとるなら、そのことにやっぱり触れてほし

いなというふうに思っております。 

 設置については、そういうふうで出ておりますので、あと、今さっき、具体的に出ております

けれども、設置についてはもう少し細かく、例えば入札がいつごろになるのか、工事はいつまで、

いつに完了するのか、実際に教室に設置されるのはいつになるのかとか、そこら辺をもう少し具

体的にお願いをしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 具体的な事柄につきましては、学校教育課長のほうに答弁させたいと

思いますが、その前段で議員が言われましたことにつきましては、私も内定が出れば、１１月

２９日の全協で報告したいと思っておりましたが、内定が１２月４日ということでございました

ので、このような対応になりましたことを申し上げておきたいと思います。 

 学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） まず、断りのほうを先に言わせていただきます。申しわけあり

ませんでした。私のほうの認識が、県に確認したところ、内定の報告は１１月末にはわかるだろ

うということで、それがわかってからというふうな考えもございましたので、全員協議会のほう

で報告する機会が失って申しわけないと思っております。 

 それで、設置についてでございますけれども、設置については、普通教室と特別教室、そうい

うもののほうに設置をしてまいりたいと思います。全部で普通教室のほうが９２カ所、特別教室

のほうが３５カ所ほどになりますけれども、これで対応していきたいと考えております。 

 当初予算のほうには、小学校の空調設備設置工事事業費として２億６,５００万円と、これの

ほうを工事費として上げさせてもらっております。もう一つが、設置工事の監理業務委託料のほ

う、こちらのほうが１２月の補正予算のほうで、こちらのほうも４９７万２,０００円のほうを

上げさせていただきたいと考えております。 

 工事、これからのスケジュールなんですけれども、３月いっぱいに業者選定のほうが決まれば、

中学校のときと同じように６月の末に試運転をしたいということで、そういう方向で事業のほう
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を進めていきます。よろしくお願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 一応６月末には試験をされるということで、ことしの夏には何と

か間に合うということだろうと思います。 

 温度調査については６月１日からしていただいておりますけれども、実際には、やっぱり６月

１５日以降が暑くなるわけですから、それにぜひとも間に合うようなことで工事はお願いを申し

上げたいと思います。 

 これによりまして、中学校が、２９年の６月ですか、去年の６月に設置された。小学校もそう

いったことで、大変、担当者については御尽力いただきまして、おかげでよかったなというふう

に思うわけでございます。 

 次に、各学校のブロックの関係を出しておりました。これにつきましては、非常に今回は、担

当者といいますか、素早く対応されたというふうに思っております。６月１８日じゃったかな、

死亡事故があったということで、すぐに調査をされたということで、千年なり福富、山春小学校、

その中で特に山春小学校のフェンスにつきまして―フェンスいうかブロックにつきましては、

児童の絵が描いておったということで、若干そこら辺の保護者への相談とか、そういったことも

あったというふうに聞いておりますけれども、素早く崩されておったということで、対応がよか

ったということで、非常に地区の方については喜ばれておったということでございます。 

 そういったことで、あと、学校以外の調査ですね、そういったことをされておるのか。例えば

学校以外というと、個人の持ち物とかいろいろになりますから、そこら辺は危険箇所があったと

か、そういった調査はされておるのか。そういったところがあれば、例えば通学路の変更とか、

そういったことまで考えていかなんというふうに思いますので、そういった、学校だけじゃなし

て、ほかのところも検討されたのかということをちょっとお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） ６月２２日の臨時校長会のほうで、各学校において通学路上に

危険箇所があるかという調査を早急にいたしております。その結果、小学校が９つと中学校が

２つなんですけれども、危険箇所がありましたというのがありますというのが、福富小学校が

２件と小塩小学校が４カ所ということで報告を受けております。その危険箇所につきましては、

早急な対応とかは必要ないけれども、注意が必要というごたふうな認識でおるところでございま

す。 

 あと、学校関係では、ほかにキーノートのほうにも民家を借りてブロック塀とかはありますけ
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れども、こちらのほうも調査してから、危険性がないということで管理をしております。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 注意が必要というようなところがあったということでございます

ので、そのことにつきましては、今どういうふうに対応してあるのか。例えば生徒に、ここら辺

を注意しなさいとか、そういったことを言われておるのか、そこをお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 児童については、学校のほうより十分―通学路の変更をし

なくてはいけないところは、このときにもう通学路の変更をしております。変更しなくても子供

たちの注意で対応をするべきところには、注意をするようにという指導を行っております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 早速対応いただいたということでございます。 

 １１月２５日に新聞に載っておりましたけれども、大阪の北部地震以降、問われる安全性とい

うことで新聞に載っておりました。公共施設の関係でブロックから木の塀へという見出しで、徳

島県が市町村に対しての経費の補助ということで掲載をされておりました。全国の知事会も、そ

ういったことで木の塀に転換を目指しており、国の後押しを求める考えだということが出ており

ました。県産材の利用拡大と適切な森林循環につなげたいという考えであったといいます。この

ことにつきまして御存じなのか、それについてどういうふうに思われたのかということをお尋ね

したいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 実際的にブロック塀を撤去したのは、山春小学校と福富小学校

の２校でございます。こちらのほうは、ブロック撤去後、ブロックではなくフェンスで、フェン

ス設置ということで対応しております。ブロック塀については、やっぱりフェンスよりもより危

険性があるということで、木のことは知ってはおりませんですけども、うきは市のほうではフェ

ンスで対応をさせていただいておるところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） それはフェンスで私はいいと思いますけれども、ただ、そういっ

た動きが全国知事会のほうでもあっておるということでございますので、お知らせをしておきた
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いと思います。 

 続きまして、２番目が、上水道の整備の問題について３点ほど出しております。一応、上水道

の関係につきましては、今さっき、２番議員なり６番議員なり、その計画について質問があって

おりましたので、できるだけダブらないように、まして、尋ねたいこともありましたけれども、

その中で、いろいろもう返事をもらっておりますので、ダブらないということで考えたいと思い

ます。 

 まず、１番目に、地下水の賦存量や流動状況などの調査結果が来年３月に出されておると。そ

の結果を市民にどうやって報告していくのかということが１点。 

 それから、２点目に、これまた平成３０年度には小石原川ダムが完成し、平成３１年度はダム

建設工事負担金等の支払いについて―いわゆる２４億円ですか、それから平成３２年度の予

算計上をしなければならないと。負担金の支払いについて、どのように考えているのかと。 

 ３番目に、平成２７年に、上水道事業に関する市民のアンケート結果ですね、速やかに加入す

るというのは約１割、加入率を上げるために具体的推進は考えておるのかということで、この問

題につきましても、市長は皆様へ理解促進をしていくということで言われておりました。あと、

何パーセントに進めるのかというようなことは質問があっておりましたので、省略をしたいとい

うふうに思いますけれども、ただ、ここで、何で質問をするかということでございましたけれど

も、これは今までに多くの議員がそれぞれ質問をされております。今度、私が思いますのは、来

年の１・２月にかけて意見交換会を自治協を通じてするようにしておりますから、その中で、事

前に自治会からはどういったものというようなことで質問状が来ております。ところが、こちら

のほうからは、一応その意見を聞くということにしておりますけれども、上水道について意見が

出やせんかなというふうに思うわけです。そうしたときにやっぱり、こちらのほうもやっぱり、

どうか答えないかんですね。そういったことも踏まえて、お尋ねをしておくべきだというふうに

思うたわけでございます。 

 特にダムの工事代―工事の負担金ですね、これについては、県南広域水道企業団に加入す

るか、しないか、それによってまた方法が変わるというふうに思いますけれども、以前の議員で、

いろいろ何回も今まで質問をされておりますから、支払い方法ですね、その２４億円なり漁業補

償の関係、そういったものにつきましては、３つの支払い方法があるということで市長が述べら

れております。当該年度払いとか割賦払いとか、それとか一時払いとかいうことがありますけれ

ども、聞かれた場合にやっぱり、ある程度こういうふうに考えておるということをやっぱり言わ

ないかんとやないかなというふうに思いましたので。 

 市長が、前の答弁では、２３年間の割賦払いが現実的ではないかということを答弁をされてお

りますし、県南広域水道企業団にすぐさま入るということは、今の時点では厳しいということを
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言われております。水道の施設計画もまだですね。細かくしておりませんから。それで、水道企

業団に未加入であれば、その建設負担金については、やっぱり割賦支払いになるだろうというよ

うなことを言われておりますので、それから、今現在どういうふうに考えておるのか、そこら辺

を再度お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、上水道事業の整備計画について大きく３点の御質問をいただ

きました。 

 まず、１点目が、地下水調査の結果を市民の皆さんにどうやって報告するのかという御質問で

ありますが、平成２７年度に実施した、うきは市上水道事業に関するアンケートの調査の結果を

踏まえ、平成２８年度より３カ年事業として地下水調査を実施しております。この地下水調査に

より、うきは市の地下水を化学的に調査した結果を年度末に取りまとめることとしております。

この結果を踏まえ、地下水保全の大切さや重要性を科学的に明確にし、市民の皆さんに、うきは

市の水について丁寧に説明するとともに、上水道事業の必要性についても理解を深めていただけ

るよう努めていく考えでございます。 

 具体的には、３つの柱を軸に普及啓発に取り組んでいくことを検討しております。先ほどの岩

淵議員への回答でも申し上げましたが、１つ目は、うきは市における水の現状を伝えることであ

ります。３カ年の地下水調査を実施し、うきは市における水の現状を化学的に調査をしておりま

す。この調査結果を市民の皆さんにしっかりと伝えていくための取り組みを進めてまいります。 

 ２つ目は、地下水の将来的なリスクを提示していきます。今回の調査で流動モデルを構築し、

将来的な水循環をシミュレーションすることが可能となり、現在、渇水や水質汚染等のさまざま

なケースを踏まえてシミュレーションを行っております。これらの水循環を提示することで、地

下水の将来的なリスクについて理解を深めてもらうための取り組みを進めてまいります。 

 そして、３つ目は、水に困っている人たちの現状を伝えることであります。アンケートで、す

ぐに上水道を利用したい人は１０.９％でありました。この１０.９％の市民の声、悲痛な願いを

行政として検証する必要があると考え、本当に水に困っている人たちのヒアリング調査を実施し

ました。その結果を周知することにより、上水道事業への理解を進めてまいります。これらの取

り組みを進めることで、市民の皆様に水の重要さを提起するとともに、上水道事業の必要性を御

理解していただくよう努めてまいります。 

 ２点目が、小石原川ダム完成に伴い、平成３２年度からはダム建設工事負担金等の支払いが発

生するが、負担金の支払いについてどのように考えているかという御質問でありました。 

 初めに、小石原川ダムの建設工事負担金について御説明申し上げます。ダム総事業費推計額が

１,９６０億円のうち、水道用水が占める割合が約１２％、２３６億円であり、この利水分負担
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金額を利水参加者である福岡県南広域水道企業団と、うきは市それぞれの必要水量で案分すると、

全体の必要水量１日当たり５万６,１６０トン、そのうち、うきは市が１日５,７４０トンですの

で、水量比で案分し、約２４億円になるところであります。２４億円の負担額につきましては、

あくまでも、うきは市単独で小石原川ダムに参画し、水源として確保した場合の仮定の金額であ

ります。したがって、補助金であったり、今までの利子等は含まれない、概略の試算結果である

ことを申し添えます。 

 支払い先は、ダムを建設してる独立行政法人水資源機構となります。また、その支払い方法に

つきましては、ことしの３月議会におきまして、平成３２年度の小石原川ダムの供用開始に伴い、

同年度よりユーザー負担金の割賦支払いが始まりますが、水資源機構と協議をして、２３年間の

割賦支払いが現実的ですと申し上げたところでございます。現在、福岡県南広域水道企業団の

ユーザーとしての動向を踏まえて、水資源機構と協議を行っているところでございます。 

 また、小石原川ダムにつきましては、平成３２年４月に供用開始予定であり、その時点で給水

の有無にかかわらず、ダム完成後の維持管理費を水資源機構に支払うことになります。維持管理

費の支払い方法につきましては、今後、水資源機構との協議により決定されます。 

 ３点目が、上水道事業への加入率を上げるための具体的な推進の取り組みについての御質問で

ありますが、具体的な推進方法につきましては、現在、３カ年の調査結果をまとめた地下水パン

フレットを作成しております。このパンフレットは、市民の皆さんに、うきはの地下水について

理解を深めていただくために、イラスト等も活用しながら、わかりやすいものを作成することと

しております。あわせて、広報うきはや市のホームページにおきましても、積極的な情報発信に

取り組んでまいります。また、うきは市まちづくり出前講座という形で、これまで、うきは市の

上水道についてお話をさせていただいた経緯もございます。 

 これからも、市民の皆様の水について知りたいという声にできる限りお応えしてまいりたいと

考えております。さらに、各種イベント等の機会を通じて啓発活動に取り組むとともに、自治協

議会や各種団体とも連携を図り、より多くの市民の皆さんに、うきは市の地下水と、うきは市の

水道事業の取り組みについて説明を行っていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 端的に言いますと、３２年にはもう支払いの関係を出していかな

いかんですね。あと１年３カ月かな―３２年って、１年３カ月ぐらいですね、あるのは。そ

ういった中で、大体もう、支払い方法としては、２３年にわたる割賦でいくということでもう理

解していいわけですね。それで、市民から聞かれた場合には、そういうふうに答えていいという

ことでないと、あんまりいろんなことを回りくどく言うたっちゃわからんと思いますので、一応

３２年度の、予算につきましては、そういうふうに考えておるということで返答をしていかない
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かんなというふうに思うところでございますが、期間があんまりないもんですからね、そいけん、

そこら辺につきましては、そういうふうに申し上げたい。 

 県南広域水道企業団の加入については、市長も御存じのとおり、やっぱり今の時点でどうのこ

うのということはなかなかできないというふうなことでいいわけですね。 

 ですから、あとは、今、来年の３月になりまして市民に知らせるのは、やっぱり広報とかイベ

ントとかということでございましたけれども、やっぱり最終的には、この率を上げるとには、や

っぱり各行政区あたりまで、やっぱり踏み込んでいって説明をせんと、恐らく上がらんのじゃな

いかなと思って。上がらんということであれば、これはできないということになると思うんです

ね。そいき、そこら辺のところをどういうふうに考えておるのか。 

 各行政区といいますと、１５７からありますから、かなりの日数なり手間がかかるというふう

に思いますけれども、そこはしっかり、やっぱり訴えていかないかんのじゃないかなと。そのと

きにはもう、大体の水道料金あたりも、ぴしっと打ち出していかんと、やっぱり市民については

判断がなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うわけでございますので、そういったこと

で、積極的に市民と意見を交わしながら、理解を求めるということであれば、そうでやっていき

たい、やってもらいたい。そうしないと、今の状況では、上水道関係については、賛成はほとん

ど、あんまりおらんというふうに私は思いますよ。そこら辺はしっかりやっていただくというこ

とでお願いをしたいと思います。 

 あと、ちょっと時間の関係がありますので、次、３番目の関係に移らせていただきたいと思い

ます。 

 農地の荒廃園対策と農商工観連携促進事業に、ということで書いておりますが、農商工観光連

携促進事業ということで、２９年度はオリーブとツバキの苗購入についてのみの補助ということ

でされておりますけれども、３０年度も大体そういうことのようですね。ですから、今後、そう

いったことを続けていくのかどうなのかということが１点。 

 これは、オリーブなりにつきましては、これは平成２０年か２１年ごろ、怡土市長のときに、

やっぱり荒廃園対策ということで始まったというふうに記憶をしておるわけですけれども、そう

いった中で当時は―今はうきはブランド推進課ですけれども、農政課というか農林振興課

―今はですね、そこで担当しておったというふうに思うわけですけれども、どうも私、その

２番目に書いておりますように、オリーブ園とツバキについては、農地の荒廃園対策の１つでも

あると考えると。農業委員会との連携も必要であり、農林振興課が担当したほうが推進しやすい

のではないかなというふうに思うところでございます。 

 それから、３番目に、先日、長野県の東御市に、耕作放棄地解消と新規就農者に関する視察に

行っております。ＪＡが別会社を立ち上げ、専門的に取り組んでいると。市は、国・県の補助金
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を活用しながら、市の上乗せ補助や新規就農者の住宅確保など、ＪＡと市がそれぞれに役割を持

って一体となって取り組み、荒廃園解消に成果を上げていたと。うきは市としては、ＪＡからの

出向を今後も要望していくのか。いずれにしても、ほかの事業と兼務でなく、やっぱり専任体制

でいかないと、それでもなかなか荒廃園対策というのは難しいというふうに思うところでござい

ます。 

 そこの視察に行ったときに、そちらのほうでは耕作放棄地の関係の再生とか利用実績が出てお

りましたが、２１年度から、そういったことで、２９年度までに１１町歩の荒廃園解消がなされ

たと。あと、耕作放棄地にならないように、発生抑制という取り組みもしております。この取り

組みは、市町村や農業委員会、ＪＡが幅広く連携し、地域と一体となって取り組むことが重要で

あると。その発生抑制の面積というのが１６.９ヘクタールということで出ておりました。 

 特に、そういった取り組みが長野県なりの農地活用の表彰を受けたり、２８年度については、

耕作放棄地の発生防止ということで農林水産大臣賞を受けたというようなことで、新規就農者に

対する育成については、現在１３人の研修生が２年後には就農を目指しておるということでござ

います。就農希望者を直接会社で雇用して２年間研修をさせ、栽培技術等の研修を習得した後に

独立就農させるというものであり、そういった農業就業者の募集をしたところ、ほとんど県外か

らでも来られておると。出身地は４分の３が県外と。地元では、ほとんどの方が非農家の方が農

業を就農で希望されておるということで、約９割が非農家であるということで聞いております。

そういったことですから、やっぱり住宅あたりも市のほうで、ぴしっと用立てるとか、そういっ

たことがあっておったようでございますので、いろいろ参考にしながら進めていっていただきた

いというふうに思うところでございます。 

 一応オリーブの推進の関係、これにつきましても、当初は、植栽者は６５名ぐらいであったと

いうことでございますが、それで、オリーブの生産部会をそのくらい、３３名ということで設立

をされております。これは、そいき、２５年度末がそういうことです。少し、だんだん減ってき

ておるということでございますので、そこら辺の力の入れようというのが、やっぱり担当部署が、

しっかりやっぱりＪＡと組んでやっていかんと、なかなかいかんのじゃないかなというふうに思

いますので、オリーブなりツバキの関係、ツバキは最近、五、六年だというふうに思いますけれ

ども、そこら辺の取り組みについてお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、農地の荒廃園対策と農商工観光連携促進事業について大きく

３点の御質問をいただきました。 

 まず、農商工観光連携促進事業におけるオリーブとツバキの苗購入補助についての御質問であ

りますが、御指摘のとおり、うきは市では、域内農業者と商工業者等による農商工連携促進のた
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め、補助金を通じた、さまざまな地域産品や加工品の生産支援を実施してきたところであります。

オリーブにつきましては平成２１年度から、ツバキにつきましては平成２３年度から苗購入の補

助事業を開始しており、オリーブにつきましては累計６０２万円、ツバキは１８７万円の助成金

を交付しているところでございます。 

 他方、補助制度の利用実績を見ますと、近年減少傾向にあり、今年度は、オリーブにつきまし

ては１件、ツバキにつきましてはゼロ件の交付決定となっております。市内農業者等の生産面積

の増加には、この１０年で一定の成果を上げることができたものと評価をしており、平成３１年

度は、補助金の計上は見送る方針でいます。今後は地域資源を活用し、加工品生産を行う事業者

等への支援へと移行していきたいと考えております。 

 具体的には、同じ農商工観光連携促進事業の中に、平成２９年度より開始した地域資源活用事

業補助金及び産業連携支援事業補助金があり、これらは地域資源などを活用した商品開発で、さ

らなる販路拡大を目指し、最終的には地域ブランドとなり得る商品化を目指す企業等を応援する

ものでございます。今後、地域資源を活用した加工品等の開発には、このような助成制度をぜひ

活用いただければと考えております。 

 ２点目が、農地の荒廃園対策としてのオリーブとツバキの事業についての御質問でありますが、

オリーブとツバキの支援につきましては、地域産品や加工品の開発・販売等とあわせて、荒廃農

地の防止対策の面からも取り組み、一定の成果を上げてきたところでありますが、農業従事者の

高齢化、減少により、荒廃農地は拡大傾向にあります。 

 このような中、荒廃農地の解消に向けては、余り手がかからず、少しでも収益が上がるような

作物が求められているところであり、新しい作物としては、アーモンドやクルミの情報収集や先

進地調査等を行いながら検討しているところでございます。また、農業委員会の農地最適化活動

としても、荒廃農地の耕作者マッチングに、農業委員及び農地利用最適化推進委員が連携して活

動に取り組んでいるところであります。今後も、引き続き、農業委員会、ＪＡにじ、久留米普及

指導センター、うきは市等、関係機関が連携を強化していくとともに、市として農林振興課がそ

の担当となって荒廃農地防止対策に取り組んでいきたいと考えております。 

 ３点目が、荒廃地対策等、農業振興に対するＪＡの支援についての御質問でありますが、議員

御指摘のとおり、長野県東御市における有限会社信州うえだファームの取り組みは、耕作放棄地

対策、新規就農者育成、樹園地継承、ワインによる６次化産業等を総合的に事業推進しておりま

す。うきは市におきましても、同様な農政課題を抱えており、東御市の取り組み等を参考に、荒

廃農地対策を初めとする事業の内容、進め方を研究・検討していきたいと考えております。 

 現在、うきは市におきましては、うきはレインボーファームが課題解決の一翼として、ＪＡに

じ退職者、市職員ＯＢの協力を得て、事業に取り組んでおります。今後の事業推進に当たりまし
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て、ＪＡにじ、久留米普及指導センター、うきは市の関係機関が連携をより一層強化して取り組

んでいきたいと考えております。 

 また、これまで農商工観光連携促進事業として、ＪＡにじからオリーブ部会の運営等につきま

して派遣をお願いしてきたところでありますが、本年度をもってＪＡにじからの派遣を取りやめ

たいと考えております。しかしながら、６次化事業の支援を初め農業振興に関する課題は山積し

ており、今後ともＪＡにじに対しましては、一体的な支援のかかわりに対して、御理解、御協力

をお願いしたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 今、レインボーファームの問題が出てきましたけれども、何か

１年前から小塩の真美野のほうで―２.２ヘクタールですか、もうやめられたということで、

そこを利用して、野菜とか果樹とかをやられておるということでございます。これについては、

担当課長なり担当課なりも見に行っていただいておると。市長についても、見に行ったかどうか

はわかりませんけれども、やっぱり、その担当課がやっぱり、一生懸命でそういったことを見な

がらやっぱりやっていかんと、ただ表を向いただけで、確かに市長の言うように６次産業も必要

ですよ。ところが、農地の荒廃園対策というのは、やっぱり市とＪＡと―市だけではできな

い、ＪＡだけではできない、それが一緒になってやっていかんと、そしてやっぱり体制をつくら

んといかんですね。体制をつくって、やっぱりそれを、荒廃園対策をしていかんと。体制をつく

っても、なかなかこれは難しいと思うんですよ。しかしながら、第一―うきは市は農業が第

一の基幹産業ですよということですから、やっぱりそれに向かって取り組みをやっていくように

お願いをしておきたいというふうに思うところでございますので、ＪＡからの出向については、

何か、やめるという話を聞きましたけれども、やっぱり今までのやり方についても問題があった

んじゃないかなと私は思います。 

 やっぱり見よりましたら、例えばブランド推進課になっておりますもんですから、全体的なこ

ともせないかんからということで、やっぱり催事のときには出ておるのを見ました。職員がです

ね。それは、そういったことじゃなくして、やっぱり農業関係のところで一生懸命やっていかん

と、催事のときの駐車場係あたりじゃ、なかなかぴんとこないのじゃないかなというふうに思う

ところでございますし、今、チョウザメの関係はもう終わっておるようですけれども、やっぱり

それが悪いということではないですけれども、ＪＡから出向したなら、そういったところじゃな

くして、やっぱり農業振興のために、そういったことに一緒になってやっていかないかんという

ふうに私は思います。 

 そういったことを踏まえながら、両者で話し合って、東御市の例もありますから、そういうこ

とで取り組んでいかんと、うきは市の農業については、荒廃地がまただんだんふえていくという



- 108 - 

ふうに思いますので、そういったことで取り組みを特にお願いを申し上げたいと思いますが、そ

こら辺につきましては、再度、市長の考えをお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松尾農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） 荒廃園対策につきましては、議員御指摘のとおり、ＪＡ、普及

センター、それから私ども市も一緒になって取り組む必要があろうというふうに思っております。

そういう意味では、日ごろから連携は深めておりますけども、いろんな情報等を収集しまして、

うきは市に合った荒廃地対策というものを進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） レインボーファームにつきましては、後で議員が私の後にレイン

ボーファームの関係を出しておるようですから、もうそれで、これは後に譲るというか、お願い

して、私のほうの関係は、これで終わらせていただきたいと思います。 

 あと、４番目に、小・中学校のトイレの改修（洋式化）について出しておりますが、昨年の質

問のときの回答では、３０年度は山春小、大石小のトイレ改修工事、それから、改修の終わって

ない御幸、江南小学校について、３２年度までに完了予定ということでありました。現在そのよ

うなことで進んであるのか、変更があっておるのか、そこら辺をお尋ねしたいと思いますし、大

体３２年度については一応、全体的に洋式化については終わると。終わるといいますか、なかな

か、和式と洋式の関係ありますけれども、やっぱり和式も一部はあらないかんということだろう

と思いますので、そういったことで、最終的に何パーセントになるのかということをお尋ねした

いと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 小・中学校のトイレの改修（洋式化）についてでございますが、１点

目、トイレ改修工事は予定どおり進んでいるかについての御質問でございます。 

 山春小学校と大石小学校については、平成３０年度でトイレ改修工事が完了しております。現

在トイレ改修工事が終わっていない御幸小学校と江南小学校につきましては、平成３１年度に御

幸小学校南トイレ、江南小学校東トイレ、平成３２年度に御幸小学校北トイレ、江南小学校西ト

イレを計画しており、平成３２年度までに予定どおり改修工事が完了できるよう進めてまいりた

いと考えております。 

 ２点目の、平成３２年度の洋式化率についての御質問でございますが、平成３２年度の洋式化

率は、小学校８校で６２.７％、中学校２校６０.３％、小・中学校合わせて６１.９％の予定で

ございます。 
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○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 今、答弁がありましたが、内容を見てみますと、昨年、質問した

ときよりも、それで改装がなされておりますので、全体的には小・中学校合わせて４５.２％で

あったのが５０.７％ということで改善をされておりますし、あと、できてないところは、今言

いますように、江南なり御幸なりですね、そういったところが改善がなされるということでござ

います。 

 小塩小学校については、男子の洋式が１つ、女子が１つということですが、これの改装計画は

ないようですが、これで足り得るというふうに判断をしておるのかということが１つと。 

 特に父兄からいろいろ話を聞きますと、浮羽中学校の体育館といいますか、そこについては洋

式がないということで話を聞いております。浮羽中学校がないんですね。吉井中学校については、

あるということですので、その浮羽中学校の体育館については、３２年度までにできるのか。そ

こら辺をお尋ねしたいと思いますが。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） トイレについては、それぞれどこも緊急といえば緊急なんでし

ょうけれども、まず、１点目の小塩小学校につきましては、統廃合の結論が一応３１年度までに

最終結論ということになっておりますので、これを待って対応のほうを考えていきたいと考えて

おります。 

 ２点目の浮羽中学校の体育館―プール下のところのトイレなんですけれども、まず、全く

終わってない、まだ御幸小学校、江南小学校が残っておりますので、こちらのほうを優先させた

後に検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 小塩小学校については、統合の関係があるからということで今あ

りましたけれども、空調については、小塩小学校も―８校ですから、入っておるということ

だというふうに思いますので、それも統合の関係があろうと思いますが、そこら辺の関係はどげ

んですか。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 空調に関しましては、基本調査等の状況で、非常に子供にとって基準

を満たしていないというところがございますので、これはもう優先してやらせていただいており

ます。トイレにつきましては、状況でございますが、洋式化ということにつきまして、そこまで
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の緊急性はないのではないかという判断をいたしているところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 確かに緊急性があるかどうかはわかりませんけれども、今、洋式

化が、男子１つ、女性１つということですので、それで足りておるというふうに考えるのか、い

や、それでは、そうではないけれども、今後やっていかないかんというふうに考えるのか、そこ

ら辺をお願いしたいと思いますが。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 洋式化につきましては、現在、御家庭の生活様式の変化というのが大

きいかと思いますので、十分踏まえていかなくちゃいけないことであるというふうには考えてお

ります。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） いろいろ予算の関係とか緊急性とかあるというふうに思いますけ

れども、できるだけ要望に応えていかないかんなというふうに思うところでございますので、そ

ういったことを十分考慮しながら進めていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと時間の配分が悪くて、特に農業関係についてについては、またいろいろ聞きたかった

わけですけれども、ちょっとまた戻りますけれども、５分間ありますので、荒廃園対策について

若干お願いをしたいというふうに思います。 

 オリーブの関係については、県のほうの事業もあると。果樹から切りかえてオリーブを植える

と県のほうの補助もあるということでございますので、柿やらの場合については、品種が変われ

ば、またそこに県の予算が対象になるということを聞いておりますけれども、そういったことで

いいわけか、それともオリーブについては、せっかく今まで進めてきておりますから、もうちょ

と積極的にやっていただきたいなというふうに思います。 

 あと、市長のほうからもありましたように、農林振興課のほうで荒廃園対策とか今後考えてい

ただくということでいいわけですかね。そういうことで答弁をお願いしたいと思います。農林振

興課、課長なり、お願いしたいと思いますが。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松尾農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） 改植に当たります事業につきましては、県の改植事業等を活用

させていただいて、先ほど、議員申されましたように、柿の品種が違う部分については適用した

りとかしております。オリーブについても、改植事業の改植作物として、たしか認定を受けてた

というふうにちょっと記憶をしておりますけども、そういうことで進めてきたところでございま
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す。 

 それから、今後の荒廃地の対策につきましては、農林振興課のほうが担っていくということで

事業を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 中野議員。 

○議員（９番 中野 義信君） 農林振興課長も、この前、東御の市の視察については同行いただ

きましたから、内容についてはわかっておろうというふうに思います。 

 この前、総務産業委員会の視察の報告の中にも入れておりましたように、ＪＡのほうも組合長

なりに、いろいろ話をしておりますので、そこら辺につきましては、協力しながら、うきは市の

農業発展並びに荒廃園対策については、積極的に対応をお願いいたしまして、私からの質問は終

わらせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君） これで、９番、中野義信議員の質問を終わります。 

        

○議長（櫛川 正男君） 続きまして、４番、野鶴修議員の発言を許可します。４番、野鶴修議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） ただいま、議長の許可をいただきましたので、通告書にのっとり、

大きく４点について一般質問したいと思っております。 

 それでは、まず、初めでありますけど、住みたくなるまちづくり、住んでいてよかったと思え

るまちづくり、移住・定住に関する質問であります。 

 髙木市長におかれましては、就任以来、うきは市のブランド化ということで、うきは市と聞か

れたときに、久留米市と大分県日田市との間に挟まれた町ですと、そういうふうに答えなくてい

いように、このうきは市といえばもう、誰でもがすぐわかるというふうなことで、うきは市その

ものをブランド化したいということで、さまざまなことに取り組んでこられたと思います。そう

いった市長の努力のかいもありまして、現在は、うきは市といえば、ある程度の方がすぐわかる

ような、そういったふうにブランド化として非常にうきは市というのが進んできたと。知名度の

ある市となったものというふうに感じております。 

 そこで、私が今回の質問を出したわけは、このうきは市の知名度を高めることに関してはもう、

一定の成果を上げてきたのではないかというふうに感じております。では、次は、このうきは市

に、やっぱり住んでみたい、住み続けたいという、要するに移住・定住、こちらのほうの取り組

みを強化するべきでないだろうかということで、今回、一般質問をさせていただきました。 

 私、選挙の公約でも「住みたいと思うまちづくり」ということを掲げております。個人演説会

でも述べさせていただきましたけど、例えば糸島市と、うきは市、それを比較して出したんです

けど、糸島市と、うきは市は何が違うのかと。糸島市には海があって、うきは市には海がないこ
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とぐらいかなと。私が思いつくのも、そのくらいでありました。そのかわり、うきは市ではフ

ルーツが豊富に収穫もされますし、地下水も豊富であります。農村の原風景も今を残す、本当に

すばらしい町だというふうに感じております。 

 では、なぜ糸島市というのは、福岡県下でも一番の住みたいと思う町の中で人気都市なのかと

いうところです。うきは市は、住みたくなる町としては、まだ、いま一つ人気がないというふう

に感じております。 

 今までは、うきは市そのものをブランド化するということ、知名度を高めることに重点を置い

てきたこともありまして、この移住・定住に関しては十分な対応ができてなかったのかなという

ことも思います。しかしながら、今、地方創生ということで、地方の人口減少問題が非常に深刻

化していく中で、今こそ、この地方創生の政策とあわせて、このうきは市に住みたいと思えるよ

うなまちづくり政策を積極的に進めるべきだというふうに思っております。 

 質問ですけど、現在うきは市における移住・定住に関する独自の政策、また、今後こういった

ことを行おうというふうな政策等があれば、お聞かせ願いたいと思っております。市長のお考え

をお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、うきは市における移住・定住対策についての御質問をいただ

きました。 

 うきは市では、移住・定住促進の取り組みとして、平成２５年度から、空き家所有者と買い

手・借り手を結びつける空き家バンク制度事業を実施しております。登録・成約に至る件数は年

間約１０件前後で、これまでに空き家の登録件数が３９件、成約件数は３２件となっております。

空き家バンクの登録物件だけでは相談者のニーズに対処できないような場合には、認定不動産事

業者等を御紹介し、市内の物件をあっせんするように努めております。また、Ｕ－ＢｉＣや、う

きはブランド推進課の地域振興係の窓口で対応している、うきは市への移住相談のほか、Ｕ－Ｂ

ｉＣの無料職業紹介所に集まった求人情報を、東京の福岡移住相談窓口である、ふくおかよかと

こ移住相談センターへ情報提供を行うことで、仕事と移住のセットの提案についても施行を開始

しているところでございます。 

 さらに、地域おこし協力隊の、うきは暮らしプランナーによる、移住を検討されてる方向けの、

市内の事業所や企業を案内するツアーを開催しております。そのツアーの中で、既にうきは市に

移住された皆様からお話を聞く機会を設け、移住に関するさまざまな不安、悩み、課題などを相

談できる機会を提供し、スムーズな移住促進につながるよう、取り組みを行っております。 

 移住者のニーズを踏まえた補助メニューとしましては、うきは市空き家リフォーム事業費補助

金、うきは市空き家バンク活用促進事業費補助金、うきは市地域木材利用促進事業費補助金を御
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紹介をしているところであります。また、平成２９年１１月からは、農業委員会と連携し、うき

は市空き家バンクに登録された空き家に附属した農地を空き家とともに取得する場合には、遊休

農地などの条件を満たした場合、農地法第３条による下限面積要件を１アールまで引き下げまし

た。これにより、空き家バンクに登録され、それに附属した小さな農地についての取り扱いが可

能になったことから、これまで農地がネックになっていた物件が、農地とセットで取り扱うこと

ができるようになってきております。 

 さらに、最近は、うきは市へ移住した方が地元の方々と協力体制をつくって、個性あるまちづ

くり事業に取り組まれる例もあります。この事業を活用し、空き家や遊休施設等を活用する事例

もふえてきているところであります。 

 こうした取り組みの相談対応や実施可能な体制づくりをアドバイスさせていただきながら、実

際に運用開始の段階までサポートをさせていただいております。今後とも、第２次うきは市総合

計画及び、うきは市ルネッサンス戦略、さらには、うきは市教育大綱等に位置づけられた事業の

実施を通じて、議員の御質問にあります、住みたくなるまちづくり、住んでよかったと思えるま

ちづくりに向け、取り組みを加速していきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 大変、うきは市の取り組みにつきましてはわかりました。 

 ただ、私が今回この質問をした一番大きな趣旨といたしましては、こういった内容が十分に皆

さんに知らされているのかということが、まず１点にあります。いろんな取り組みがありますけ

ど、そこの直接そういったところに行って相談しないことには、例えば、うきはに住みたいと思

っても、どうしていいのかわからないというふうな、そういった周知というか宣伝、そういった

ものが非常に不足しているのではないかということをまずもって感じております。 

 例えば、うきは市のホームページを開いても、即、移住・定住の支援制度というところには全

く画面がございません。糸島市のほうのホームページを開きますと、すぐそれが、移住・定住支

援制度という項目がぽんとありまして、そこを開いていくと、いろんな、こういった支援とか、

そういったものが、自分の知りたいところがそちらのほうにずっと行ける。どこに相談したらい

いですよというふうな案内がきちんとあります。やっぱりそういったことで、遠くから来る人は、

まず、今の時代ですので、ネットとかで、やっぱりいろいろ調べてくるかと思います。そういっ

た部分におきまして、非常にそういった宣伝、そういった部分がおくれているのではなかろうか

というふうな気がいたしまして、こういった質問をしております。 

 それと、先ほど、きょうの午前中の一般質問の中にもありましたように、うきは市におきまし

ては、昨年度の犯罪件数、１年間通じて２００件程度ということで、福岡県で一番安全な町とい

うふうなことが、うきは署のほうの管内で、そういった報告もなされております。やっぱりこう
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したことは、もっともっと市民の方を初め、ほかの部分にもやっぱりアピールすべきではないか

と。やっぱりそういった、今、非常にテレビ等を見ていましても、犯罪件数というか、いろんな

犯罪があちこちで起きております。そういったことを考えたときに、これだけうきは市は安全な

町ですよということをやっぱり伝えていくことが必要ではないかなというところがあります。そ

ういった点について、市長のほう、どういうふうに思われるか、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） うきはブランド推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 樋口うきはブランド推進課長。 

○うきはブランド推進課長（樋口 一郎君） うきはブランド推進課、樋口でございます。 

 空き家バンク制度につきましても、まだまだ周知が足りないという議員の御指摘、真摯に受け

とめさせていただきまして、これからも周知に努めていきたいと思いますが、二、三、周知に向

けての動きを御紹介できればと思います。 

 まず、市内の各部署でございますが、空き家バンク制度のような移住者から相談があったとき

には、うきはブランド推進課地域振興係のほうにある窓口のほうに、ほかの例えば市民課等の窓

口から誘導していただいて、結構相談に来られるケースも多いというふうに聞いております。ま

た、移住者向けのハンドブックのような広報媒体を作成しまして、いろんな、例えばブランド戦

略係が今、地域総合商社活動で都市部に出てですね、フルーツの販売等をするときに必ず携帯し

まして、そこで出会う方々で、うきはに興味をお持ちの方に配布するなどの取り組みをやってい

るところです。 

 福岡市内のみならず、東京アンテナショップにおいても―これは年に一、二回になります

が、相談会を久留米市さんや、等と移住に向けた相談会を企画しまして対応をしておるところで

ございます。 

 また、もしかしたら、土日に市役所の窓口があいていないときに相談がということもあります

ので、これは地域おこし協力隊の移住プランナーのほうにも協力、頑張っていただいて、土日に

市内で相談会を開催しているようなこともございます。 

 そうはいいましても、まだまだ糸島市に対して取り組みが足りない部分もたくさんあろうかと

思いますので、引き続き、こういった移住に向けてのお声、いろんなところから声を聞いて、情

報提供の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 実は、こういった支援制度というか支援策の中で、この前、私、

市民の人と話をしていたときに、うきは市に定住したいとか移住したい、またはＩターン、Ｕ

ターンの人が帰ってきたいと、そういったふうな話をする中で、やはり、うきは市においては、
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もう皆さん御承知のとおり、公共交通機関が非常に不便なところですので、車のない生活という

のは、ほとんど考えられないというふうなところだと思います。また、高校を卒業しても、うき

は市に定住する若者とか、都会からやっぱり帰ってきたいと、大学卒業して、うきはのほうに帰

ってきたいとか、そういった若者が、やっぱり車のない生活というのは、うきは市ではできない

と。 

 そのとき、いろんな話をする中で出たんですけど、せっかくうきはには公設の自動車学校があ

るじゃないかというふうな話が出ました。もっとそういった自動車学校を活用して、例えば高校

を卒業しても、うきは市に残りたいとか、うきは市で就職しますとか、また、大学に行って、帰

ってくるとき、うきは市に帰ってきますとか、そういった若者、そういった分については、例え

ば自動車の免許を持ってない人については、うきは市の自動車学校で無料で免許を取得させると

か、そういった支援策はおもしろいんじゃないかというふうな話になりました。 

 よそから全くの移住者を募ることもあるかと思いますけど、やっぱり今いる高校生とか、そう

いう若者を対象として、うきは市に住んでもらうには何が今一番必要かということを考えたとき

に、やっぱり車の免許を持つというのが非常に大切な部分ではなかろうかというふうに考えてお

ります。 

 そういったことで、ほかの市町村と同じような支援策、今言いました、いろんなことについて

は、ほかの市町村でも大概取り組みをしております。しかしながら、うきは市は公設の自動車学

校という、非常によそにはないいいものを持っております。そういったところをうまく活用して、

こういった移住・定住のほうにも結びつけるような支援策を考えたらどうかなと。人の関心とか

興味を引くような取り組みを考えたらおもしろいのではないかなというふうに思っております。

そういったところについて、ちょっと市長のほうの考え方を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 副市長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 今村副市長。 

○副市長（今村 一朗君） 今、都会の企業ではどういうことが起きているかといいますと、いわ

ゆる働き方改革が今、進められています。これは、ことし法律ができましたけれども、既に早く

から大きい企業は、いわゆるテレワーク、そういった形で仕事をしていらっしゃいます。つまり、

毎朝２時間以上かけて東京の都心まで通勤して、いわゆるコンクリートの中で囲まれて仕事をす

るよりも、ちょっと地方に出かけて環境のいいところで仕事ができる。今はネットの世界ですの

で、そういう環境さえあれば十分な仕事ができるという、そういう取り組みがなされております。

つまり、仕事と旅行を一緒にしたようなワーケーションという形で今、都市部の企業は進めてい

ます。 
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 つまり、何といいますか、非常にプレッシャーの中で、そういう環境の中で仕事をしていると、

いわゆる精神的にもかなりダメージを受けるということで、もっとイノベーションといいますか、

そういった新しい発想が生まれるような環境で仕事をしたい、そういう動きが今、できておりま

して、私ども時々上京しましたときに、そういうチームの方のところに行ってお話をさせていた

だくんですけれども、今、そこのチームが東京の大手―大きな企業で１,２００社の方が参加

をしておられます。そういう中で、うきはの、いわゆる営業といいますか、うきはに来ても光が

入ってますから、十分、東京での仕事が、うきはの土地でもできますよというようなことをいろ

いろお話をして、つい先日も、うきはを視察に来られました。そういった方々が地方に目を向け

て、特に田舎であればどこでもいいんでしょうけれども、ただ、うきはの場合は、そういう光と

かのそういった施設が、強みがありますので、そういったことをお話をしながら、うきはのほう

にぜひ誘導していきたいと。そういった方々が、うきはでできるのであれば、長期滞留から、よ

ければ移住もできるんじゃないかなと。 

 実際に事例として、イギリスの会社に勤めてらっしゃる方が吉井で仕事をしてらっしゃる方も

いらっしゃいます。つまり、今はもう会社に行かなくても十分、そういう環境さえ整えば仕事が

できるという時代になってきております。そういった時代の流れをうまく捉えて、うきは市もそ

れに順応していくというか、変わっていくということも必要じゃないかなというような取り組み

をしているところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 私の質問の趣旨が十分伝わってなかったのかなという気がちょっ

としております。 

 確かに企業の関係につきましては、この前から、うきは市まちづくり事業連絡会なるものに私

のほうも参加させていただいて、いろんな企業がうきは市のほうに入ってこられて、いろんな事

業をやってみようという心を持っていると、志を持っているということは、お話を聞かせていた

だきました。だから、その点については、よくわかると思います。 

 ただ、私が今回言っておりますのは、こういった移住とか、今まだ、うきはのほうに住もうと

いう、定住しようというような人たちに対する支援、これこそまさしく、うきは市ならではの支

援策、こういったものをもう少し考えたらどうかというところであります。ほかの市町村がやっ

ているようなことと同じようなこと、取り組みをやるのではなくて、やっぱりうきは市ならでは

の、うきは市の施設の特徴を生かしたような支援策、やっぱりこういったことで、移住しようと

いう人たちとか、定住しようというような人たちを引きとめる、そういったことを考えていただ

きたいというふうなところであります。 

 この問題につきましては、市長におかれましても、移住・定住に関しては多分、ここにおられ



- 117 - 

る皆さん、同じ気持ちであると考えております。ぜひとも、うきは市らしい支援策というのを今

後検討していただいて、より多くの成果をおさめられるようにお願いして、時間の関係もござい

ますので、終わりたいと思います。 

 それでは、次の質問のほうに入りたいと思います。 

 ２点目ですけど、この問題につきましては、私、９月の一般質問でも質問をさせていただいて

おります。ただ、どうしても私自身の中で十分な回答が得られなかったという気持ちから、今回、

再度質問をさせていただいております。先ほどの中野議員と若干ダブる部分もあるかと思います

けど、できるだけ割愛してダブらないようなところで質問をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目ですけど、荒廃農地の拡大を防止し、新たな作物導入等の対策についてでありま

す。９月の一般質問の中で、農地として守っていく土地と、そうでない土地の線引きを今の段階

でもう、そろそろそういった線引きをする時期ではないかというところでお願いをしたところで

ありますけど、現在、農地法の規制等もあり、国・県のほうに働きかけをしないと、すぐには対

応できないとの回答をいただいたところであります。 

 しかしながら、年々、荒廃農地や耕作放棄地は増大するばかりです。これに対する防止策とい

うことで、先ほど若干ありましたけど、防止策とか新たな作物等について市長の考えをお聞かせ

願いたいというふうに思っております。 

 その中の新たな作物等については、先ほどもちらっと話が出ておりました。私のほうも９月の

一般質問の中で、アーモンドを作付したらという提案を行っております。そのことについて、そ

の当時の回答では、ＪＡや改良普及センターとも協議して検討したいという回答でありましたけ

ど、その後、具体的な調査・研究、これがどういうふうになっているのか、あわせて答弁をお願

いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、荒廃農地の拡大を防止し、新たな農作物導入等の対策につい

て大きく２つの御質問をいただきました。 

 荒廃農地に対する防止策並びに振興策についての御質問でありますが、うきは市における荒廃

農地の現状は、平成３０年３月末時点で３３４.１ヘクタールで、そのうち再生利用が可能な農

地が２７２.２ヘクタール、再生利用が困難と見込まれる農地が６１.９ヘクタールで、市農地面

積の１０.６％を占めている状況であります。このことは果樹園で多く見られ、農業担い手の高

齢化、減少によることが大きな要因として考えられます。また、荒廃化している樹園地は、傾斜

や不整形等の耕作条件の不利な農地が多い状況であります。 

 農家におきましても、経営可能面積がピークのところも多い状況にありますが、引き続き、農
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業委員及び農地利用適正化推進委員による農地のマッチング事業に取り組んでいきたいと考えて

おります。また、柿等にかわる新たな作物として、アーモンドやクルミの導入にも情報収集、事

例調査を行いながら検討していきたいと考えております。 

 ２点目が、荒廃農地対策としてアーモンドの導入についての御質問でありますが、荒廃農地対

策として、手が余りかからず、少しでも収益が上がる作物としてアーモンド導入の要望が上がっ

ております。アーモンドは、春には白い花を咲かせ、実も収穫できることから、有効な作物では

ないかと考えております。しかし、うきは市内でアーモンドの作付をしている方は少数であり、

作付後まだ日が浅いこともあって栽培技術が不明な部分もあることから、今後、研究していかな

ければならないと思います。 

 このため、アーモンド導入の先進地であります鹿児島県湧水町と栽培の研究を行ってる鹿児島

大学の視察を行いました。湧水町では、地方創生取り組みの一環として、荒廃している市有地に

アーモンドを植栽して３年目を迎え、現在は施肥と草刈りの管理が行われております。まだ日が

浅いため、収量等生産状況は不明でありましたが、収穫できたら、キログラム当たり

１,０００円で製油会社への販売を計画しているところだというふうに聞いております。植栽は

水田でも可能ということでありますが、水はけがよくないと生育しないようでありました。 

 なお、鹿児島大学では、カイガラムシへの対応や果実の生理落果の注意など説明があったもの

の、栽培技術の調査・研究が開始されたばかりで、細かい内容については回答を得ることはでき

ませんでした。しかし、うきは市としましては、今後のアーモンド栽培に向けた検討を行う上で、

鹿児島大学との関係を維持していきたいと考えております。多くの課題もありますが、試験的に

植栽を行いながら、さらに情報収集に努めるとともに、販売先の調査も検討していきたいと考え

ております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 実は私が９月に引き続き、この問題を出した理由ですけど、先ほ

ど市長の答弁にありましたように、確かに今、アーモンドについては鹿児島県が先駆者として非

常に進んでおると。県を挙げて、このアーモンド栽培についての取り組みをしておるというふう

にも聞いております。 

 そういった中で、私もネットのほうとかでもいろいろ調べさせていただきました。アーモンド

栽培の先駆者であります宮崎県三股町の霧島会、ここでもアーモンドを栽培しておるわけですけ

ど、こちらのほうでは、アーモンドを無農薬、無化学肥料で栽培されておると。鳥獣被害も少な

く、中山間地でも栽培しやすいというふうにネットの中でそういうふうな報告がされておりまし

た。また、その霧島会の会長の話からは、手間もかからないので高齢者が栽培するのには最適な

作物であるというふうに言っておりました。やっぱりこうした事例もありますし、もう、よそが
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何かをやり遂げて、それから導入しても、やっぱりなかなかもう、二の次、三の次というような

形で、どうしても立ちおくれてしまうのではないかというふうに私は感じております。 

 先ほど、いろんなところに行って調査・研究をすると。でも、調査・研究して、やっぱり何か

しらやってみないことには前には進まないと。失敗してもいいと思うんです。でも、やっぱり、

まずやっていくことが非常に大事ではないかなというふうに思っております。 

 先ほど言いましたように、花もモモ科に属するということで、非常にきれいな花が咲くと言わ

れております。今、大野原台地のほうに、こういったアーモンドを植えておる。そういった中で、

やっぱりそういったきれいな花が咲くというのは、まさしく、このうきはの景観については非常

に合うのではないかなということも考えました。 

 既に荒廃農地や耕作放棄地、こういった増大を危惧する団体、こういったところについては、

このアーモンドの栽培を開始しようとしております。実は私の地元であります大春の里営農組合、

農事組合法人でありますけど、ここでも、ことし３０本の苗木をみずから購入し、この１２月に

作付をするというようなところであります。大野原のミズキロープの上のほうの土地でも、個人

で自分でアーモンドの苗を作付して、もう既に植えつけしておる人もおります。 

 こんなふうに、今、市のほうで、調査・研究、調査・研究で、なかなか腰を上げない状態の中

で、もう既に、いろんな人たちはもう、やってみろうということで進んでいるわけです。だから、

こういった荒廃農地―のんびり構えると言うと失礼かもしれませんけど、やっぱりまず何か

行動に起こさなければ次の段階に進むことはできないのではないかというふうなことを考えます。

ぜひとも市やＪＡが、これらのこういった各団体の取り組みに乗りおくれることなく、早急な何

か支援策、オリーブとかツバキについては苗木購入に関して２分の１の補助があります。ただ、

今このアーモンドについては何ら、そういった補助も対象にもなっておりません。やっぱりそう

いったことを考えますと、何とか早目にそういったものも対象作物に入れていただいて、２分の

１の補助をするとか、そういった新たな試みをするとかいうようなことに、ぜひとも検討して進

めていってほしいというふうに考えます。いま一度そこら辺について、市長の考え方をお願いし

ます。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松尾農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） アーモンドの関係につきましては、ＪＡ、普及センターとも協

議をしております。なかなかセンターのほうも栽培技術を確立してないというか、わからない中

で、なかなか進めにくいというのが現実的にはあります。しかしながら、議員お話のとおり、い

ろいろ自主的に植栽をしながらやってみようという動きもありますので、議員の御意見等を踏ま
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えて、推進なり取り組みを考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） わかりました。 

 農林振興課としては、そういった動きに対応していただけるというふうな回答だったと思いま

す。 

 ただ、こういった具体的なことに対して、いま一度、市長のほうの考え方というか見解を一言

お願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農業振興対策は、どれか１つの施策を行えば全て効く、そういう特効薬

とか即効薬というのはないと思ってます。さまざまな施策を組み合わせて総合的に展開しないと、

農業振興というのは図れないと思ってます。 

 今、農業を取り巻く環境というのは、非常に農業従事者の高齢化、減少、あるいは農作物の単

価の減少、そして私が一番大きな課題だと思っているのは、農業所得が減少してる、ここが大き

な課題だろうと思います。やはり農業所得を上げないと、やはり若い人が農業につかない。これ

が原点であるし、そこから派生する問題として荒廃農地が増加してくると、こういうことにつな

がるのではないかと思います。 

 それでは、農業所得をどう上げるか。私は２つの大きな視点があると思います。 

 １つは、付加価値をつける。うきは市の農作物に付加価値をつけるということであります。し

たがって、その発想で、うきはテロワールというのを呼びかけておりまして、うきはならではの

農作物をアピールして、より高い単価で取引をしていただくような、そういう環境をつくること

が１点。 

 それから、もう一つ、直近の農林水産省のデータによりますと、我が国の農業・食料関連産業

の生産額は年間１１２兆円あるんですが、１１２兆円のうち、農林・漁業の生産額は１２兆円し

かありません。つまり、１００兆円は、食品製造業であったり外食産業であったり、関連流通業

に逃げているわけですね。したがって、６次産業化がいかに大事か。 

 ことし夏場は非常に猛暑続きで、例えば柿の生産が非常に厳しかったです。小玉であるし、や

わが多いという現実で、大半の柿が捨てられる。それを捨てないで、どう加工品で生かしていく

か。それが今、問われているんではないかと。そういうことを駆使しながら、農業所得を上げる。

そして、若者が農業につく。そして、荒廃地がなくなっていく。こういう段取りで、しっかりし

た農業施策を展開していきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 



- 121 - 

○議員（４番 野鶴  修君） 市長の考えはよくわかりました。 

 私も農業所得を上げるということに対しては、何ら反対するところでもありませんし、全くそ

のとおりだと思っております。 

 ただ、やっぱり一番危惧しているのは、その農業を実際にする、生産する基盤、これが非常に

今、高齢化しているし、担い手がいないということがあります。そういったところで、そういっ

た、そこをじゃあ先に、どういうふうに支援していくかというふうなところが一番心配しておる

ところであります。そういった関連で、３点目の質問のほうに入らせていただきたいと思ってお

ります。 

 うきはレインボーファームの今後の運営に対する考えについてであります。これも９月の議会

の折にも質問させていただいております。うきはレインボーファームは、今後どのような方向性

を持って運営を行うのかということであります。うきはレインボーファームの設置目的、これを

達成するためには、現状の運営の仕方では到底無理だと思っております。やはり、うきは市及び

ＪＡにじの人的支援や財政的支援がないことには、この運営はできないのであるというふうに考

えております。そういったことを含めて、今後の運営方針、課題、こういった部分についての市

長の見解をお願いしたいと思います。 

 あわせて、このうきはレインボーファームにこそ、農業の担い手の拠点施設、そういった施設

として運営がなされるべきだというふうに考えております。そういった、その点についても含め

て市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、うきはレインボーファームの今後の運営に対する考えという

ことで大きく２点の御質問をいただきました。 

 １点目が、うきはレインボーファームの運営方針についての御質問でありますが、議員御承知

のとおり、うきはレインボーファームは、ＪＡにじと、うきは市の共同出資により、新規就農者

の育成及び中山間地等の農業振興を目的として設立されたものでございます。トマトの販売額を

財源として各事業を展開しており、現在は地方創生推進交付金も活用しているところであります。

交付金は平成３２年度で終了することから、これからの運営のあり方につきまして、ＪＡにじ、

久留米普及指導センター、市の関係機関が集まり、経営会議を開催しながら検討しているところ

であります。農作物販売の拡大や新規就農選択作物の拡充、人員計画など、困難な課題が山積し

ておりますが、事業目的の推進に向けて検討し、運営に努力していきたいと考えております。 

 ２つ目が、担い手育成の拠点として、うきはレインボーファームの拡大についての御質問であ

りますが、うきはレインボーファームは、トマトの生産を通して新規就農者の育成に取り組んで

いるところでありますが、今後は柿などの果樹やイチゴなど、品目の要望に沿った担い手育成も
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進めていく必要があると思います。 

 しかしながら、現状では研修補助がなく、担い手等にお願いするほかありません。今後、経営

会議の中で、研修補助や技術指導者の確保等についても検討していきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 非常に心強い回答をいただいたというふうに私のほうは感じてお

ります。 

 実は、先ほどから中野議員のほうの話にもあったかと思いますけど、私のほうも１１月５日か

ら７日、長野県のほうに視察に行ってきました。その長野県東御市にある信州うえだファームと

いうのが本当に、ここに視察行って、私の理想とする農業生産法人としての運営というのが行わ

れていたということです。それで、ぜひ、ここに紹介したいと思いまして、添付資料としてつけ

ております。信州うえだファームの組織体制ということで、平成２９年度現在の、このうえだフ

ァームで行われている組織であります。下のほうに、うきはレインボーファームの組織未来図

（案）ということで、これは私のほうの試案でございますけど、そういうことでつけさせてもら

っておるとこであります。 

 この信州うえだファームにおきましては、あくまでＪＡが単独で設立した農業生産法人ではあ

りますけど、先ほどから何度もありますように、その設立目的というのは、農業従事者の高齢化、

深刻な担い手不足、そういったのが進んでいく中において、農家の経営耕地面積の減少であると

か耕作放棄地の増大、地域農業の衰退ということを危惧して、ＪＡみずからが３,６００万円を

出資し立ち上げたという農業生産法人であります。レインボーファームと比較しますと、出資や

経営実態は異なりますけど、全く設置目的については同じ目的であるというふうに私は感じてお

ります。 

 この中で一番驚いたのは、現在、従業員が６０名と。６０名もいるということでありました。

この組織図を見ていただくとわかるかと思いますけど、取締役会というところに役員さんが５名

いると。代表取締役はＪＡの常任理事が兼務、監査役もＪＡの常任監事が兼務と。その他３人の

取締役のうち、２人はＪＡより出向し、給与はＪＡが負担しているということでございました。

残りの１名についてが、地元農家にお願いをしているというふうなところで、そういったのが、

この取締役としてなっておると。つまり、経営の核となる役員については、ＪＡが人を派遣し、

その給与まで面倒を見ているというものでありました。 

 私は、これもやっぱり、うきはレインボーファームにも、こういった考えをぜひ持っていただ

きたいと。うきはレインボーファームにおいての体制ですけど、やっぱり市とＪＡにじのほうで

出資して設立したものの、現状を見ますと、ＪＡにじからや、うきは市からの人的支援はないと

いうことで、あくまで当事者任せになっている部分が大きいのではないかというのを感じており
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ます。その経営も、経営資金についても、みずからがトマト栽培による利益のみで運営されてい

るのが現状であります。そういった中では、やはり将来こういう組織体制をつくるというのは到

底望めないというふうに思います。先ほど市長の答弁にありました、やっぱり将来、多岐にわた

って、いろんなことをやってもらいたいと。 

 ここにも書いております。案ですけど、農作業受託班、トマト班、施設野菜班、イチゴ班、果

樹班と。せめて、この５つぐらいのやっぱり専門分野をつくっていただいて、それぞれ、うきは

市の中で農業を行っていく中で非常にやっぱり困っている部分、問題視されている部分、そうい

ったのに対応していっていただきたいというふうに考えておるところであります。 

 実は、先ほど、いろいろ農協のほうのお話も出ておりました。農協組合長とも私、先日、一緒

に、先輩・後輩というところもありましたので、いろいろ話をしたところであります。中野議員

のほうからも報告がありましたように、このＪＡファームの常務取締役と今の農協組合長が大学

の１つ先輩・後輩ということで、非常に懇意にしておるということで、早速、電話で、その場で

連絡してもらって、ぜひ見てみたいということを言っていただいております。そういった中で、

組合長としても、年明けて来年には、この信州うえだファームを見に行きたいと。話さえ合えば、

こっちのほうに来てもらって話をしてもらってもいいというぐらい、そういった話も組合長のほ

うからいただいております。 

 こうして、やっぱり今、ＪＡにじと、うきは市、行政が一体となって、このうきはレインボー

ファームの運営を本当に真剣に考えていかないと、せっかくすばらしいレインボーファームがで

きておりますけど、このままの状態がずっと続くようなことで、何ら農業問題の解決には進んで

いかないのではないかなというふうに危惧しておるところであります。 

 せっかくこんなすばらしい信州うえだファームというモデルがありますので、ぜひとも、こう

いった内容を調べていただいて、うきは市のレインボーファームについても同じような体制を考

えていただきたいなというふうに考えております。そういった点について、こういった具体的に、

普及所とかＪＡにじとか改良普及センターですかね、と農業委員会、こういったところを交えた

ところで、もう少し具体的な運営方針というか、そういったものを考えていただきたいと思いま

す。市長の見解をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 松尾農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） 今、議員御指摘のありました、レインボーファームの今後の姿

というか、そこについてのお話があったところでございます。 

 ＪＡにじ、それから普及センターとも連携しまして、例えば果樹の関係についても、どういう



- 124 - 

ふうに研修目的、それから、のれん分けまで管理をするのか、そういったところまで含めて検討

をしております。 

 ただ、今、レインボーファームだけではなくて、市域全体、農業従事者の不足が言われている

ところであります。なかなか事業を興そうとしても、やっぱり雇用できる労働力の見込みが立た

ないと、なかなか規模拡大というものにも結びつかないというふうに思っております。そこら辺

は、現状をよく踏まえて、今後の構想については検討をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） こういった体制について、今後こういうふうな体制をつくるため

には当然、人的支援、財政的支援も伴うものと思います。そういった部分については、農林振興

課長のほうでは、こうしますということは言えないと思います。 

 私が９月議会の中でも、やっぱり何か不満に思ったというのは、やっぱりこういったことに対

する市長の姿勢をちょっとお聞かせいただきたいということで、ぜひとも市長の答弁をお願いい

たします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 私の農業振興に対する姿勢は先ほど申し上げたとおりでありまして、う

きは市の基幹産業でありますし、ＲＥＳＡＳでひもときますと、うきは市の農業こそ、地域経済

に一番寄与している産業でありますので、経済学的にも、この農業振興というのは重要な課題だ

と、このように認識をしております。 

 ただ、うきは市、限られた財政、そして組織の中で、どう支援するか、そして今、数々の農業

施策を今、展開をしておりますので、そういう中で取捨選択をしながら、しっかり対応していき

たいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） 市長のほうも答弁の中で、もう少し突っ込んだところの答弁が欲

しかったわけでございますけど、やはり、確かに農業所得を上げる、販売する、そういったとこ

ろに対して、いろいろやっていくということについては反対するわけではありませんけど、まず、

その前にある農業の生産基盤、生産基盤を確立するということが、どうも、いまいち、ちょっと

まだ、うきは市の取り組みとしては弱いのではないかなというふうに私は感じておるところであ

ります。やはり生産基盤が確立されてこそ、次、販売とか農業所得を上げていくということを考

えていく。特に今、こういった、そういった状況に追い込まれているのではないかなという気が

いたしております。行政とＪＡにじが手をとり合って、このうきはレインボーファームの運営に

関するかじ取り、これをやっぱり行っていくことが絶対に必要ではないかなというふうに感じて
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おりますので、今後ともレインボーファームの運営方針について、思い切った支援策、そういっ

たことを期待したいというふうに思います。そういうことで、この問題については、ここで打ち

切りたいと思います。 

 続いて、最後の質問でございます。農業の担い手育成に対する、うきは市独自の支援策につい

てであります。 

 このことについても９月の一般質問で若干触れておりますけど、先ほど話しました、この東御

市、東御市におきましては、行政のほうで農業農村支援センターというものを平成１０年に設立

しております。目的は、先ほどと同じように、この東御市におきましても、農業従事者の高齢化、

担い手不足、農業生産規模の縮小、荒廃農地の増加という課題に対処するために、この農業農村

センターというのが設立されたと聞いております。 

 活動内容といたしましては、就農希望者に対する住宅提供や農地の賃貸に関する相談、さらに

は、果樹については、収益の上がる成園を借地することができ、果樹栽培を始められる作物の技

術指導とか経営指導、これを改良普及センター、ＪＡ、先進農家等が連携して、きめ細やかな指

導を実施しているということを聞いております。うきは市でも同じように、行政、改良普及セン

ター、ＪＡが一体となった推進組織はございますけど、これに先進農家が加わったという体制、

こういったところまで行けたらいいのではないかなと。 

 具体的な支援活動として、新規就農希望者に対しては、家族用住宅５棟、独身世帯用が４棟、

これを設置して、家族世帯については家賃は２万１,０００円、独身世帯については１万

１,０００円で貸し出しをしていると。そういった、よくうちのほうでも新規就農者の住宅の問

題、いつも質問が出されております。そういったことで、ここについては、そういったことを市

のほうで独自にやっておるというところであります。 

 さらに、私が一番言いたいのは次でございますけど、新規就農者が独立した後の３年間、独立

した後の３年間において、農地の賃借料、住宅家賃、苗木の購入費、研修参加費用、これなど

２分の１の補助を行っていると。だから、あくまで新規就農者、もう独立就農したら、もう終わ

りだよというか、もう何もないですよということじゃなくて、あくまで、この新規就農者が独立

した後の３年間において、こういった補助を行っておると。これは非常にやっぱり新規就農者を

やってみろうという人にとっては心強い政策ではないかなというふうな気がしました。 

 また、さらには、農業農村支援センターには、トラクターや消毒機械などの農機具等も配備し

ているということで、この独立した新規就農者等に対しては無償で貸し付けしているというふう

なことでした。やっぱり私が思いますに、新規就農者に対して、こうした、後のフォローといい

ますか、そういう手厚い支援というのが一番望まれるのではないかなというふうに思っておりま

す。不安を抱えて独立していく中で、やはりこうした支援があるというのは、新規就農者等に対
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して非常に心強いものがあり、希望も出てくるのではないかなというふうに感じております。そ

ういったところについて、市長の考え方についての回答をお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、農業の担い手育成に対する、うきは市の独自支援策について

御質問をいただきました。 

 新規に就農するためには、栽培技術、農地、機械、施設等を準備する必要がありますが、今の

ところは、国の次世代人材育成事業による給付金、市の新規就農促進事業費補助金、政策金融公

庫による資金融資等を活用して支援に取り組んでいるところであります。しかしながら、議員御

指摘のように、施設以外でも初期費用として、資材や機械、運搬車両等も必要であり、その費用

捻出にも苦労されているところでもあります。 

 このような状況も踏まえ、今後、他市町村における取り組みや、必要とされる資材等も調査の

上、支援のあり方について検討をしていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） よくわかりました。 

 ぜひとも、こういった新規就農者についての支援、独立就農した後の支援についても、ぜひと

も何らかの形で支援できるような体制をつくっていただきたいなというふうに思っております。 

 もう一点、農業の担い手の問題といたしまして９月議会で質問しましたけど、やっぱりすぐそ

ばに光陽高校の農業科というか、そういった科がある。そういったところとの接点をぜひとも進

めて、わざわざよそから新規就農者を引っ張ってくるんじゃなくて、そういった高校で農業を目

指しているような若者をぜひ、うきはのほうに定住させる―定住というか、こちらのほうに

引っ張ってくるような、そういったことをぜひともやってもらいたいというようなところを出し

ておったかと思います。 

 地方の人口減少ということで、地方創生、いろいろ言われておりますけど、まずは、そういっ

た身近にいる若者をこのうきはのほうに残ってもらうというふうな取り組みを進めてもらいたい

と思いますけど、そういったところについて、何らかの形で動きがあっておるのかどうか、御回

答をお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君） 松尾農林振興課長。 

○農林振興課長（松尾 正和君） 議員が９月議会で御提言いただきました。 

 高校との意見交換会については、年度内には行いたいということで計画をしているところでご

ざいます。一部で聞いたところでは、なかなか就職については、他産業への要望とかあるという
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ことですけども、今後のうきは市の農業をさらに発展させていくために、高校との意見交換もし

ていくところで考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 野鶴議員。 

○議員（４番 野鶴  修君） その点については、ぜひともお願いしたいというふうに思います。

できますれば、そういった形で、高校生の中で、うきはで、うきはに残って農業をやってみたい

とかいうような、そういった若者をぜひとも―先ほどの話ではございませんけど、このうき

はレインボーファームのほうで雇用して、そして、そこで２年ないし３年間、研修生として頑張

ってもらって、それから独立するなら独立をしてもらうというふうなことを、そういった１つの

流れをつくってもらいたいというふうに感じるところであります。そうして、よそからわざわざ

新規就農者を連れてくるのではなくて、やっぱり地元にいる若者をこのうきは市のほうに定住し

てもらうというところをぜひともお願いしたいと思います。 

 もう時間もほとんどなくなっておりますので、最後のまとめに入りたいと思います。 

 現在、地方の人口減少による地方創生事業というのがいろいろ取り組まれておるところではあ

りますけれど、このうきは市において、やっぱり農業生産基盤の確立を図って、先ほど市長が言

いましたように、農業振興というのが図られれば、若者も、うきは市に定住できるのではないか

なというふうに思っております。何よりも基幹産業である農業の発展こそが、うきは市にとって

は一番の地方創生、地域の活性化につながるものと確信しております。今後とも、市長の言う、

うきは市の基幹産業は農業ですということを信じて、手厚い農業支援策を期待して、一般質問を

終了したいと思います。ありがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君） これで、４番、野鶴修議員の質問を終わります。 

        

○議長（櫛川 正男君） ここで暫時休憩といたします。１５時４０分より再開します。 

午後３時25分休憩 

        

午後３時40分再開 

○議長（櫛川 正男君） 一般質問を再開します。 

 次に、５番、竹永茂美議員の発言を許可します。５番、竹永茂美議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） ５番、竹永です。よろしくお願いいたします。 

 まず、最初に、子供が安全・安心のまちづくりについて３点お伺いいたします。 

 １点目は、教育予算の充実についてです。うきは市ＰＴＡ連合会、うきは市母と女性教職員の

会、福岡県教職員組合浮羽・三井支部などから教育予算の充実について要望が出ておりますが、

これにつきまして、市長と教育長にお伺いしたいと思います。 
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 関連して、うきは市では、市長並びに教育長の配慮に基づき、小学校１・２年生の３０人学級

の実現がなされていますが、それ以降の取り組みについての対応をお尋ねします。 

 また、多様な子供たちが学校に通っておりますが、学習支援員の増員についてもお尋ねしたい

と思います。 

 ２点目、幼児教育の無償化についてお尋ねいたします。 

 来年度、幼児教育の無償化がなされようとしておりますが、うきは市の現状と課題並びに次年

度に向けての取り組みについて、お伺いいたします。また、一般的に保育士、幼稚園教諭の確保

が難しいということがマスコミ報道でなされておりますので、保育士、幼稚園教諭の確保に向け

た条件整備についてもお伺いいたします。 

 ３点目は、子供が毎日通う通学路の安全・安心策についてです。うきは市通学路安全推進会議

の、ここ半年間の取り組みを市長と教育長にお伺いいたします。 

 具体的には、６月議会、９月議会でも質問し、お願いしてまいりました、吉井小学校１８区、

児童の通学路の危険場所、今回は、交差点の数、横断歩道ラインの有無、路側帯の有無等の実態

と対策、それから１９区、２０区の子供たちが扇島信号機で歩行者だまりがないところで待って

いるわけですが、その点の進捗状況についてもお伺いいたします。 

 また、福富小学校、竹重区の児童の通学路の危険場所の実態と対策についても、先ほど言いま

した、吉井小学校１８区の児童通学の危険場所の実態と対策についてお伺いいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、子供が安全・安心のまちづくりについて大きく３点の質問を

いただきました。 

 ２点目については、私から答弁させていただき、１点目と３点目につきましては、教育長から

答弁をさせます。 

 ２点目は、幼児教育無償化についての御質問をいただきました。２０１９年１０月から予定さ

れております、３歳児以上の幼児教育無償化につきまして、報道等で公表されてる政府の案とし

ましては、現在のところ、初年度は全額国負担、２年目以降は地方にも一定の負担を求めると言

われておりますが、具体的な方針はまだ示されてない状況でございます。今後の国の動向に注視

しながら対応してまいります。 

 また、幼児教育無償化による、うきは市の状況につきましては、来年度の入所見込みの状況か

ら見ますと、基準となる保育要件を満たしている方につきましては、受け入れができる状況と見

込んでおります。 

 今後の課題といたしましては、ますます保育士の確保が重要になってきております。保育士確

保のために処遇改善に努め、受け入れ体制の強化を図ってまいります。 
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 なお、幼稚園に対しましても同様に認識をしているところでございます。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） １点目の、教育予算の充実についての御質問ですが、毎年、予算編成

時期に、うきは市小・中学校ＰＴＡ連合会等から教育予算に関する予算要望書が提案されていま

す。要望内容を検討し、優先順位の高いものから可能な限り実現できるように対応しているとこ

ろですが、全ての要望に応えることは予算的にも厳しいのが現状であります。今年度の要望につ

きましては、どの団体からも一番の優先順位で上げられていたのは、小学校の空調整備でした。

小学校の空調整備については、中野議員の御質問にお答えしましたとおり、来年の夏に間に合う

ように整備を進めてまいります。 

 小学校１・２年生の３０人学級につきましては、平成２２年３月議会において、うきは市少人

数指導特別教員条例を制定しています。国・県の規定は、１年生は３５人学級、２年生以上は

４０人学級ですが、うきは市では現在、市内全小学校の１・２年生において３０人学級を実施し

ています。今年度は、福富小学校の第２学年と御幸小学校の第２学年に市独自で教員の配置を行

っております。 

 ３０人学級の成果としては、少人数になり、各教科の学力の実態や児童一人一人の実態を細か

く把握することができ、個に応じた指導ができているなどの報告を受けています。小学校２年生

以上の３５人学級の実施につきまして、引き続き、機会あるごとに国・県に要望してまいりたい

と考えております。 

 また、学校支援員、特別支援学級支援員の配置につきましては、各学校の児童・生徒の状況、

特別支援学級の状況等を勘案しながら配置に務めております。来年度の配置につきましては、う

きは市小・中学校ＰＴＡ連合会等の要望の後、各学校の校長に要員ヒアリングを行っております。 

 ３点目の、子供の通学路の安全・安心策についての御質問ですが、うきは市では小学校の通学

路の安全確保を図るために、うきは警察署、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所、福岡県

久留米県土整備事務所、うきは市の学校教育課、住環境建設課、各小学校長からなる、通学路安

全推進会議を設置しております。この会議では２年ごとに各小学校からの通学路の危険箇所の報

告を受け、集約し、通学路の安全確保に向けた取り組みを行うために、昨年８月に、うきは市通

学路交通安全プログラムに基づく会議を行っております。このプログラム会議では、関係機関が

連携して、情報の共有、合同点検を行い、児童・生徒が安全に通学できるように通学路の安全確

保を図っております。 

 ことしの６月議会で、このプログラムに基づく今年度実施計画を報告しておりました整備計画

につきましては、吉井小学校の市道中町・続線の中町交差点入り口の路側線設置及び横断歩道の

引き直し、福富小学校の市道竹重・屋形線の路側帯のカラー舗装、御幸小学校では市道辻屋敷・
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重定線路側帯のカラー舗装、山春小学校では市道大野原・原口線路肩排水路の側溝整備について、

今年度中に整備完了の予定です。千年小学校要望の末永地区のＪＲ線沿いの防護柵設置及び県道

保木吉井線、千年家横交差点の横断歩道引き直し及び路側帯のカラー舗装については、関係機関

であるＪＲ、久留米県土整備事務所と、引き続き、協議を進めてまいります。 

 今回お尋ねの吉井小学校１８区の児童通学路につきましては、交差点１５カ所、横断歩道の数

９カ所で、路側帯につきましては、通学路全体において設置されていることを確認しております。

注意が必要な箇所については、市道竹重・屋形線、旧筑後信金吉井支店から出た国道は、路側帯

はあるものの交通量が多いこと、また、一部の通学路において路側帯が片側にしかないことであ

ります。この対策としては、一部の道路においてはゾーン３０の指定としています。 

 また、福富小学校竹重区につきましては、交差点２４カ所、横断歩道の数１０カ所で、路側帯

につきましては、通学路全体において設置されていることを確認しております。注意が必要な箇

所につきましては、市道竹重・屋形線と、ふるさと農道が交差する手前の道幅が狭く、路側帯も

狭くなっているところですが、こちらには、先ほど述べましたとおり、今年度中に路側帯のカ

ラー舗装を施す予定です。 

 なお、９月議会で御質問いただいた扇島交差点付近の横断歩道の歩行者だまりの確保の件につ

きましては、現在までのところ、地権者の承諾には至っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） それでは、再度質問いたします。 

 先ほど、教育長の答弁で、うきは市小・中学校ＰＴＡ連合会等々の要望の第一は空調整備とい

うことで、この点につきましては、先ほど、もう完備ができるということですので、今回は、来

年度に向けてということで質問をしているところです。 

 別紙資料をごらんください。配付しております資料の１を見ますと、本年度の各学校の児童数

とクラスを書いております。確かに今言われましたように、御幸小学校の２年、それから福富小

学校の１年に配置していただいておりますけれども、見ていただくとわかりますように、４０人

学級が千年小学校の６年生、それから浮羽中学校の１年生が３クラス、吉井中学校の２年生が

３クラスということで、大変大人数になっております。 

 したがいまして、この辺、このようなところに、下に書いております資料２、秋田県由利本荘

市の資料ですが、小学校では平成１３年から計画的に、そして中学校１年生が平成１４年から取

り組まれております。もちろん、これは秋田県の取り組みでもありますが、これに取り組む由利

本荘市教育長の取り組みがあったというふうに聞いてきております。したがいまして、現状から

考えますと、４０人学級の早急の解決、このままいきますと、来年度、吉井中学校は３年生が
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４０人、浮羽中学校が２年生が４０人という形になります。 

 また、６年生がこのまま進学すれば、浮羽中学校では一クラス３３.７人、それから吉井中学

校では３７.２人ということで、３５人を超える状況がたくさん出てまいります。したがいまし

て、とりあえずということになると思いますが、小学校１・２年生で取り組んでこられましたこ

とをぜひ小学校３年生あるいは中学校１年生へ拡充していただきたいというふうに考えておりま

す。 

 市長は、９月議会の答弁の中で、限られた財源の中ではありますが、今後とも教育にはしっか

りと予算を確保して、子供たちの安全・安心な環境で伸び伸びと生きる力を育んでいけるよう努

めてまいりたいと思いますという回答をいただいております。したがいまして、この点につきま

しては、教育長ではなく市長のほうから再度答弁をお願いいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど教育長のほうから答弁がありました４０人学級、とにかく国のほ

うに要望を申し上げておりますので、私としても、福岡県市長会あるいは九州市長会、さらには

全国市長会を通じまして、少人数学級についての取り組みについて要望をしていきたいと、この

ように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） 全国市長会等で要望を出されていることは重々わかるわけですけ

れども、現状４０人が来年度も予想されておりますので、ぜひ市長として、うきは市独自の取り

組みをしていただきたいというふうに考えているわけです。 

 例えば、うきは市においては、全ての学校が３０人学級ですよということになれば、うきは市

への定住・移住促進にもつながることではないか、また、子供たち一人一人の学力向上にもつな

がるのではないかなというふうに考えておりますので、その辺の答弁を再度市長にお伺いいたし

ます。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 今さまざまな地方創生の取り組みをしておりまして、その中で一番重要

なのは、次の世代を担う子供たちの教育、つまり、やはり今後の、やっぱり我が国の再生という

のは、教育の再生、それに尽きるものと、こう思っております。そして、教育というのは、国家

百年の大計で、一朝一夕にできるような施策ではございませんので、いろんな総合施策を施しな

がら教育振興については取り組みをしていきたいと思っております。そして、議員御指摘のよう

に、やることが幾つもあるわけですが、そうしますと、限られた財政の中で、どう効率的に事業

を執行していくのか、施策に結びつけていくのかというのは重要な視点でございますので、しっ

かりそういう総合判断の中で対応していきたいと、このように考えております。 
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○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） 先ほど、資料２の由利本荘市の資料の説明を行いましたが、実は、

この続きがありまして、厚生文教委員会の行政視察の中で言われたのは、この表にありますよう

に、平成１３年から小学校１年生を皮切りに、平成２６年で中学校まで完了したと。さらに、こ

のような少人数学級の取り組みが１０年、２０年、３０年、４０年を経て、今、秋田県の、いわ

ゆる学力向上に結果が出ていると言われました。それに踏ん張ったのは教育長でもあるというふ

うに述べられましたので、ぜひ教育長並びに市長の踏ん張りを期待して、１点目の教育予算拡充

についての質問を終わります。 

 続きまして、幼稚園の無償化にかかわる問題ですが、先ほど述べられましたように、来年から

始まります。当然、取り組みがなされていると思います。保育所について言いますと、先日、福

祉事務所をお訪ねしましたら、保育所の入所については、無償化があっても例年どおりではない

かということでした。 

 ところが、幼稚園のほうに参りましたら、実は無償化に伴って定数がふえるのではないだろう

かと。今、年少さんと年長さんの―来年度の年少、年長さんの定数のぎりぎりのクラスがあ

るということです。したがいまして、これから先、駆け込み需要ではありませんけれども、無償

化が、もう少し具体的な提案が出てくると、幼稚園での定数、学級増の問題が出てくるのではな

いかと予想されます。 

 また、うきは市には企業内保育所が１カ所ありますけれども、こちらとの連携は、市や教育委

員会との連携ではなく、直接県とのやりとりということで、なかなか情報が集まっていない状況

があります。したがいまして、幼稚園や企業内保育所について、どのような対策をとられている

のか、お尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 関連がございますので、福祉事務所長と学校教育課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 梶原福祉事務所長。 

○福祉事務所長（梶原 康宏君） 今、御質問の件ですけれども、企業主導型保育所ですけれども、

今年度４月から企業主導型保育所、クローバー保育園が市内で１園、警察署のところに開園をさ

れております。こちらのほうが定員１７名で、ゼロ歳児から３歳児までを受け入れ対象としまし

て、基本的には、その企業に勤務されます従業員の子供さんを預かる保育園でございます。ただ

し、定員の半数である８名までは、地域枠として地域の子供たちを受け入れることができており

ます。来年度の状況を確認しましたところ、今年度と同様の受け入れの予定という回答がござい

ました。 

 保育園、幼稚園、企業主導型保育所との連携ということですけれども、保育所、幼稚園、それ
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から企業主導型保育所、それぞれ直接の連携としては、今のところはございませんが、保育所、

幼稚園につきましては、平成２９年度からリトミック教育、文化教育を市と連携して実施をして

おるところであります。また、企業主導型保育所につきましては、内閣府の管轄のため、直接的

に連携はしていませんが、年に１回の指導監査の実施及び地域枠で入所する場合に、保育の必要

性を証明する支給認定証などの必要書類を市が発行するといった、入所に当たっての連携を行っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 幼稚園につきましては、吉井幼稚園の場合、公立ではなく私立

の幼稚園でございます。公立の幼稚園であれば、文科省のほうからの都道府県の教育委員会の管

轄になり、市町村の教育委員会のほうが設置管理をするわけ―それはもう十分わかっている

と思いますけれども、私立幼稚園については、学校法人である県知事のほうが管理し、学校法人

のほうで設置管理のほうを行うわけでございます。 

 それで、幼稚園の来年度の入園児数ですね、入所園児の数を確認したところ、ことし卒園する

子供さんと同数程度ということで入所届のほうでは把握ができてますといったふうな回答をいた

だいております。 

 それで、もう一つ、やっぱり幼稚園のほうも私立ではございますけれども、そこら辺の今後の

状況とか、そういうところは、教育委員会のほうでも把握しながら、協力できる部分については

考えていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） それでは、幼稚園につきましては、これから先、残り何カ月かあ

るわけですけども、増員して、増員―クラスがふえた場合は対応していただけるというふう

に確認してよろしいんでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） そういった受けとめ方ではなくてからですね、あくまで設置管

理は学校法人である幼稚園自体ということになっておりますので、ただし、言うのは、やっぱり

協力できる部分があれば、支援できる部分があればということで、情報収集とか、そういうのが

わかり次第、報告するとか、そういうことをやっていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） たしか吉井幼稚園には市からの補助が出ていると思いますが、先

ほどの繰り返しになりますが、学級増とかになった場合は、その補助の増額は検討していただけ

るというふうに捉えてよろしいのでしょうか。 
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○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 現在のところ、幼稚園のほうには市からの補助は出ておりませ

ん。幼稚園奨励費で保護者のほうに保育料を支援するということはしておりますけれども、市か

らの補助のほうは、現在のところ出ておりません。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） 失礼いたしました。補助ではなくて、その奨励費について言えば、

増員があれば増額を検討していただけるということでよろしいのでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 幼稚園奨励費につきましては、来年度の９月までは確実にある

んですけれども、１０月以降は国のほうがどういったことで保育料―幼稚園の保育料を見る

とか、そういうのがまだ説明されておりませんので、そこら辺がわかり次第、また報告のほうを

させていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） それでは、対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 今、聞いておりますと、幼稚園、保育所、企業内保育所につきましては、もう少し連携をとっ

ていただけたらいいのじゃないかなと思います。 

 それでは、関連して、１１月２６日の西日本新聞に、このような久留米市こども子育てサポー

トセンターの記事がありました。久留米市では、乳幼児から１８歳までと長く、児童・生徒から、

あらゆる相談に応じるとありました。 

 うきは市でも、先ほどの質問の中で、西庁舎に一括したサポートセンターみたいなのができる

ということですが、このサポートセンターにつきましては、１８歳までの児童・生徒から、あら

ゆる相談に応じるという体制と考えてよいのか、お尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 原保健課長。 

○保健課長（原  廣正君） 先日の全員協議会の中でも、おおよその概要につきまして議員の皆

様のほうには御説明を申し上げたところでございます。 

 ただ、来年の１０月からの設置ということで、まだ具体的なところは、詳細は決まっておりま

せん。とりあえずのところは、保健課が主体となって、このセンターのほうを設置していこうと

いうことで今、準備を進めております。この前も申し上げましたとおり、学校教育課のほうが西

別館に参りますので、保健課、それから福祉事務所の保育所係、子育て支援係、それから学校教

育課、出生から高校までの子育て世代を切れ目のない支援を行えるような体制を整えていきたい
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というふうに考えておりますけれども、まだ詳細につきましては、まだ決まっておりませんので、

決まり次第、また議員の皆様のほうには御説明をさせていただきたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） よろしくお願いします。 

 それでは、最後ですが、市長のほうにお尋ねいたします。 

 来年度、若葉保育園が民営化されますが、その後の保育所の民営化の方針なり今後の予定がわ

かりましたら、これとも関連しますので、お尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保育所、保育園の民営化につきましては、行革委員会からの答申を受け

て対応をさせていただいているところであります。 

 若葉保育園以降の民営化については、今のところ具体的な計画はございませんが、長い視点で

は民営化の方向あるいは統廃合の方向で進めていきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） ありがとうございました。 

 続きまして、３点目についてお尋ねいたします。 

 ９月議会で質問したと同じような答弁で大変残念に思っております。といいますのも、資料の

裏面をごらんください。資料３と資料４ということで、若干、私自身が自動車で確認したもので

すから、交差点の数とかが合わないのかもしれませんが、吉井小学校１８区の児童通学路で、河

童橋の南から、先月１１月２０日、子供と保護者で歩いてきました。㉕から㉔を通って私は㉒へ

巨瀬川沿いに通学路があるものと考えておりましたら、㉔から③、④を通って⑤の高橋、そして

筑邦銀行の⑥というような通学路であったわけです。お母さんたちも高橋神社の手前までは来ら

れましたけれども、歩くにつれて、やっぱり危険だよね、下も完全に舗装がもうトラック等で壊

れているところもありましたので、そういうことを行きながら、出発時点、河童橋の南では６名

だったのが、吉井小学校に着いたときには４３名の児童でした。 

 交差点では、２０日ということで交通指導に立っていただいておりましたけれども、やっぱり

危険ではないか。常々申し上げておりますように、河童橋南側、それから高橋神社の西側、筑邦

銀行前の交差点には一切の横断歩道のラインはありませんでした。したがいまして、これについ

ては、再度それぞれの学校で点検をお願いし、うきは市通学路安全推進会議で検討を早急にして

いただきたいと思っております。 

 また、資料４、竹重区の児童につきましては、①、②というふうにずっと行くわけですが、③

と④で実線が破線になっておりますのは、実は路側帯が消えています。また、⑤、⑩、⑯につき

ましては、南北の横断歩道はあるんですが、東西の横断歩道のラインはありません。したがいま
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して、竹重区の子供が福富小学校に通ったときには、そこに書いていますように、①、㉖の点滅

信号機のところ、あるいは工業団地南側、耳納の里西側、山辺線交差点、保育所入り口、百年公

園入り口、そして最後の学校入り口信号機については横断歩道のラインがありませんでしたので、

毎日大変危険な状況で通学しているのではないかというふうに思っています。 

 地元の元保護者の話では、トラックがとまって、学童が道の真ん中を通らざるを得ない。大型

車が、工業団地なので、たくさんあって危ない。交差点が、工業団地なので、大変通過に時間が

かかるなど大変困っているということで、早急に通学路のグリーンベルトさえしていただけない

だろうかということでありました。 

 実は、先ほど紹介しました由利本荘市の行政視察に行ったときに、こういうふうなパンフレッ

トをいただきました。これはＳＳＤということで、学力向上の問題のパンフレットではあったの

ですが、中を見ておりましたら、ここに、２、豊かな人間性の育成の一番下に、安心・安全な通

学路の整備ということで、（１）通学路安全点検の実施。うきは市と同じでしょうが、道路管理

者、警察、学校、教育委員会による合同点検及び対策の検討と実施。（２）通学路安全推進会議

の開催。学校、教育委員会事務局、各地区教育学習課が点検の結果を受けて情報交換ということ

が書いておりましたので、私が質問いたしました。これは毎年あってるのでしょうか。そうしま

すと、由利本荘市の担当者は、毎年４月に行っておりますということでありました。したがいま

して、９月議会で、うきは市通学路安全推進会議が２年に１回開かれているということをお聞き

しまして、少しの疑義は感じていたのですけれども、ほかの市町村を例にとると、やはり毎年

４月に行われているのではないかというふうに思っております。 

 したがいまして、市長にお尋ねいたします。うきは市通学路安全推進会議は毎年４月に実施で

きないのでしょうか。お答えをお願いいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 学校教育課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 権藤学校教育課長。 

○学校教育課長（権藤 精二君） 確かに議員がおっしゃるとおり、毎年あったほうがいいのかも

わかりませんけれども、また逆に、急に通学路が変わるわけでもございませんので、その必要も

あるのかなということも思うところでございますけれども、通学路安全推進会議につきましては、

一番最初に開催したときに、各関係の国とか県とか警察とか、そういう方々に集まってもらった

ところで、この会議を開くのは、どのくらいのサイクルで開くのが適当かということで、参加が

できますかということでお尋ねしてから、２年に１回のサイクルということで決まっているわけ

でございます。来年のまた７月、８月にこの会議を開くことになっておりますので、開催の回数

ということにつきましては、また検討はしてみたいと思っております。 
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 以上です。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） 私は、指名する権利があるかどうかはわかりませんけれども、学

校教育課長ではなく市長に答えていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 将来を担う子供たちの安全・安心な通学路については大きな課題だと、

このように認識をしております。 

 先ほど、教育長の答弁以外でも、例えば浮羽町にあります保木公園の近く、国道２１０号で通

学路に指定されているのですが、歩道がないという箇所、こういうのも国土交通省に要望をして、

今、保木歩道設置を進めさせていただいているところであります。私自身も、教育委員会だけに

任せるのではなくて、しっかり、子供の安全・安心な通学路の確保については、さまざま取り組

みをさせていただいておりますので、今後とも、いろいろ御指摘はいただいておりますが、しっ

かりした対応をしていきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） これは財政のほうに聞けばいいのかわかりませんが、とりあえず

市長にお尋ねいたします。 

 安全施策でしたか、安全対策交付金というのが毎年交付されていると思いますが、本年度の金

額とか、その安全対策交付金を使った事業というのは、本年度はまだなされてないという理解で

よろしいのでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） 住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君） 江島住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君） ただいま、議員のほうから交通安全の交付金のお話が出てお

ります。 

 今年度につきましては、今、発注の準備をしておるところでございます。全部で５地区の、こ

の交通安全プログラムに基づいた交通安全対策工事を実施するようにしておるところでございま

す。ことしの発注の設計額といたしましては、９６５万円を予定しておるところでございまして、

５地区の交通安全に伴います工事をやっていくところでございます。 

 簡単に言いますと、山春の関係でございますけれども、こちらのほうでは側溝整備のほうをや

るようにしております。それから、吉井のほうではございますが、江南小学校に関する交通安全

対策というところで、新治団地北側のガードレール設置７７メートル、そして竹重・屋形線につ

きましては、延長が約１５０メートル、グリーンのカラー舗装の２０９平米を実施いたします。
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それから、吉井でございますが、中町交差点から川前橋のほうに向かう区画線の実線工事

１３５メートル、そして浮羽町、御幸小学校の関係でございますが、浮羽庁舎の南側、路側帯の

カラー舗装２１９平米、この５カ所を発注する予定でございます。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） 実は先ほど言われました、うきは市通学路安全推進会議の中で、

このように、たくさん学校から、地域から要望が出ております。Ａ４で１枚、２枚、３枚、４枚

と、たくさん要望が出ているわけですので、それで十分なのかというのが１つとですね、実は先

日、このような新聞記事が載っていました。横断歩道がありますと。そこで、横断歩道で渡ろう

としている人がいたときに、どのくらいの車がとまって、横断歩道を渡しているかということで、

これはＪＡＦの調査だったみたいですけど、わずか１割しかとまってないんですよね。横断歩道

があっても、９割の自動車、私たちを含めて守っていない。それから、先ほど、るる説明しまし

たように、実際は通学路であっても横断歩道がないとこがたくさんあると。そういう状況の中で、

今の回答だと２年に１回がなかなか進まないし、金額もどうなんだろうかというふうに思います。 

 先日、合瀬耳納トンネルの開通式に招かれましたけれども、そこに行ってましたら、妹川小学

校付近にはグリーンのベルトがありました。また、山辺線で言うと、竹野小学校校区でもたくさ

んあります。そういうような状況を考えると、やはり、うきは市としては少しおくれているので

はないかなと思いますので、ぜひ、このうきは市通学路安全推進会議を毎年開いて、予算の拡充、

それから警察を含めた各種団体との協力、そして学校との連携をして、事故がないようにぜひ取

り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、大きな項目の２点目に入りたいと思います。 

 若者が住みやすいまちづくりということで、１点目が、若者の声を市政に反映させるため、

中・高生、大学生、専門学校生、２０代就労者、子育て中の若者に対して、どのように本年度、

取り組んだのか、教えていただきたいと思います。 

 それから、２点目が、若者が働きやすい政策についてということで、学校における働き方改革

について９月議会でもお尋ねしましたら、８月からタイムレコーダーを設置し、取り組みますと

いうことでしたので、９月、１０月、１１月の実態がどのようであったかということをお尋ねを

したいと思います。 

 実態調査と、その後の健康委員会や総括健康委員会での、それから教育委員会、校長会での指

導についてお伺いします。 

 それから、３点目が、三六協定についてです。市の職員や学校で働いている職員、事務職員や

栄養士職員、あるいは非正規の職員については、三六協定を結ばなければならないようになって

いると思います。特に来年４月からは罰則と上限のある三六協定を結ばなければなりませんので、
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その点について、どのようになっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 髙木市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、若者が住みやすいまちづくりについて大きく３点の質問をい

ただきました。１点目と、２点目のうち、市職員のストレスチェック調査結果と、その後の取り

組み及び３点目については、私から答弁をさせていただき、２点については、私の答弁以外は教

育長から答弁をさせます。 

 １点目が、若者の声を市政に反映させるための取り組みについての御質問でありますが、うき

は市の平成２９年度の人口動態を見ますと、出生数２０３人に対して死亡数４４８人で自然減

２４５人、社会異動でございますが、転入数が８５８人に対しまして転出数が１,０５５人で社

会減１９７人となっております。このように人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、若者の

流出をいかに防ぐかは大きな課題であり、課題の解決のために、若者の声を聞き、市政に反映し

ていくことは大変重要であると認識をしております。 

 そこで、うきは市におきましては、さまざまな事業を通して若者の声を聞き、まちづくりのヒ

ントとさせていただいているところであります。一例を挙げますと、浮羽究真館高校の２年生を

対象にした課題研究授業「うきは学」があります。２０名の生徒が市職員のアドバイスを受けて、

うきは市のまちづくりについて研究を行っております。また、高校生、特別支援学校生、大学生

のインターンシップを積極的に受け入れるとともに、県内大学と包括連携協定を締結し、さまざ

まな取り組みも行っております。久留米大学との連携事業では、大学生が市内の事業所を取材し

て、うきは市のさまざまな産業の魅力を広報紙等を通して紹介する取り組みも始まりました。久

留米工業大学との連携事業では、学生に市長のかばん持ち体験を実施し、市政運営に身近な立場

で触れてもらう機会となっております。また、市内伝統的建造物群保存地区内の遊休物件に建

築・設備工学科の提案を生かすプロジェクトもスタートしたところであります。 

 Ｕ－ＢｉＣで行っている創業支援事業や無料職業紹介所の中でも若者の声を聞く機会は多くあ

ります。その声は、本市の魅力を再発見するきっかけや、求人する企業の就業条件を見直すきっ

かけにもなっております。子育て中のお父さんやお母さんに対しましても、乳児健診などの機会

を使って、その声をしっかり聞くように努めております。全てに応えることはできませんが、今

年度は、新生児聴覚検査やロタウイルス予防接種など母子保健に係る新たな助成事業も始めるこ

とになりました。今後とも、若者の声に耳を傾け、若者が、うきは市に愛着や誇りを抱き、うき

は市に住み続けてもらえるように、あるいは将来ふるさとに戻りたいと思ってもらえるようなま

ちづくりを進めてまいります。 

 ２点目が、市職員のストレスチェック検査の結果と、その後の取り組みについての御質問であ

りますが、平成２７年１２月１日に労働安全衛生法が改正され、労働者５０人以上の事業所につ
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きましては、ストレスチェックの実施が義務づけられました。この法改正を受け、うきは市にお

いても平成２８年度から、正規職員及び非正規職員を対象にストレスチェックを実施しておりま

す。ストレスチェックを受けた市職員の率でありますが、平成２８年度及び平成２９年度とも

１００％となっております。 

 検査結果につきましては、うきは市衛生委員会に報告し、各委員の専門的見地から所見をいた

だいております。また、高ストレスと判定された職員につきましては、うきは市衛生委員会の指

導、または本人の希望に基づき産業医の面接指導を受けることができます。なお、総合的な判断

となる総合健康リスクは、全国平均を１００とすると、うきは市職員は８７となっており、全国

平均より低い状況となっております。市といたしましては、ストレスチェックを通して職員自身

がストレスを適切に自己管理できるようになることと、職場環境の把握と改善につなげることで、

明るい職場づくりを推進してまいりたいと考えております。 

 ３点目が、三六協定の締結についての御質問でありました。 

 まず、三六協定でございますが、労働基準法第３６条に基づく協定で、使用者と労働者の間で、

時間外労働、休日労働についての協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として、

法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働を認めるものでございます。労働

基準法第３２条では、使用者は労働者に１週間について４０時間、いわゆる法定労働時間を超え

て労働させてはならないと規定されておりますが、例外規定として、労働基準法第３３条第３項

において、公務のために臨時の必要がある場合は、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働

をさせることができるとありますことから、市としましては、現在、三六協定は締結しておりま

せん。また、正規職員、非正規職員とも同じ取り扱いでございます。 

 しかしながら、時間外勤務の縮減につきましては、市の第２次うきは市特定事業主行動計画の

目標としておりますので、今後は、国や他の自治体の取り組み事例等も参考といたしまして、市

職員の時間外勤務の状況改善に努めてまいります。また、うきは市の学校職員のうち、事務職員

に超過勤務をさせる場合の三六協定の締結の必要性につきましては、法的には三六協定を結ぶ必

要があります。したがって、現在、基本的には、事務職員には時間外勤務をさせないこととして

いるところであります。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 若者が働きやすい政策についてであります。 

 まず、学校における働き方改革を踏まえた、教職員の２学期の小・中学校別超過勤務実態と改

善策についてですが、超過勤務時間が８０時間を超える教職員の割合は、９月が小学校

５.０７％、中学校１４.８１％、１０月が小学校６.５２％、中学校１６.６７％となっています。

２学期は、運動会、文化祭等の学校行事や中体連の新人大会等に向けた取り組みが超過勤務の要
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因の１つであると考えております。今後も、タイムカードによる実態把握を続け、学校における

衛生委員会等の取り組みを通して、超過勤務の縮減に努めてまいります。 

 次に、教職員のストレスチェック調査の結果と、その後の取り組みについてでありますが、ス

トレスチェック調査は、昨年度は調査対象者の５４.２％の受診率に対して、本年度は９９.６％

の受診率となっています。また、総合的に判断する総合健康リスクについて、全国平均を

１００とすると、うきは市の教職員は８４となっており、職場の健康リスク値は、全国と比較し、

低い状態にあります。なお、本年度のストレスチェックの結果については、１１月２６日に実施

した第１回総括健康管理委員会で報告を行い、各学校の衛生委員会の取り組み状況報告とあわせ、

教職員の職場環境の改善等に向けた協議を行い、健康管理医からの指導助言をいただいておりま

す。 

 さらに、定例校長会や教育委員会の学校訪問時に、各学校の超過勤務時間の縮減、学校閉庁日

の実施、衛生委員会の活動内容等につきまして、助言や支援を行っているところであります。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） ストレスチェックの問題につきましても、例えば市の職員の場合、

平均的に低いということでありましたけども、高ストレスの方は一体何名おられたのか、あるい

は専門的見地の指導を受けたということですが、具体的にどのようなものであったかというのは

わかりませんので、資料の提供をお願いしたいなと思います。 

 また、学校における総括健康管理委員会も確かに開かれているとは思いますけど、その内容が

わかりません。したがいまして、その資料の提出もお願いしたいと思います。 

 それでは、教育長のほうにお尋ねいたします。 

 各学校では、２学期といいますか、１１月までに各学校の衛生委員会あるいは健康委員会とい

う形になっていると思いますが、それは、どの学校も開かれたということでの確認でよろしいの

でしょうか。 

 また、２点目、教育委員会での論議、１２月４日の教育委員会では議題に上がっていませんで

したが、その１２月４日の教育委員会で議題にされなかった理由を教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、３点目、校長会での助言ということですが、具体的にどのような助言をなされたの

か教えていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 総括健康管理委員会で各学校の校長から口頭で現在の衛生委員会の進

捗状況等について伺っております。その対応は学校でいろいろでございます。近いうちにお医者

さんを招いてするとかいうようなケースもございます。いずれにしても、確実に行われるという
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状況は把握いたしておるところでございます。 

 ２点目の、教育委員会にストレスチェックの結果をなぜ上げなかったかということでございま

すが、上げなかったというよりも、先ほど御説明しましたように、学校訪問時に、特に２学期か

ら学校の、いわゆる衛生委員会をどうしていただくのか、あるいは学校の、いわゆる職場環境の

チェックとか、そういうものを学校訪問時に、こちらのほうからお尋ねしたりしております。そ

ういう中でもう、具体的な場面で教育委員さんから、ああ、この学校は、もっとこういうことを

したほうがいいんじゃないかというようなこともいただいておりますので、そういう実態把握の

もと、第２回目を、ちょっとこれは健康管理委員の先生の御都合もありますが、２月か３月にい

たしたいと思っておりますので、その結果につきましては、教育委員会のほうに本年度のストレ

スチェックのありようということで報告をさせていただくと、そういう手順で考えているところ

でございます。 

 校長会での助言というのは、議員御存じのように、８月から、それこそ働き方改革を進めまし

た。今、試行をいたしております、指針をですね。県の方針として、まず、最初の年度は、まず、

実態をきちんと把握しなさい。２年次に１０％減らしなさい、３年次に２０％減らしなさいとい

うのが県の方針です。私ども、８月から始めましたので、来年７月までの１年間で、学校という

のは月別の勤務時間が非常に違いますから、そこをしっかり把握したいというのは間違いござい

ません。それだけではなくて、同時に指針の、先ほど言いましたように、学校閉庁日を完全に学

校に実施していただかなくてはいけません。今度、冬休みの２日です。学校にお願いしているん

ですが、実はいろんな声が学校から上がってきてますけど、まずはしてみなさいと、そういった

ことを校長会で指導しております。そういった現在進行形の働き方改革を大事に進めながら、あ

わせて今のような進め方をいたしたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君） できれば一問一答でお願いします。 

 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） お配りしました資料５、教職員の働き方改革取り組み指針、県教

委が２０１８年３月に出しております。それを見ると、上の表で見ると、小学校が１日当たり

９時間４５分、中学校は１０時間１７分。その右側に、週休日が小学校３５分、中学校２時間

４９分ということで、かなり実態とかけ離れた数字ではありますけれども、そういう実態がある

ということを県教委が認めたというふうに思います。 

 また、一番下の段の、県教委が２０１８年の同じく３月に出しました、職種による８０時間を

超えた部分を見ますと、校長さんがゼロ、副校長が２０％、主幹教諭等が３７％、教諭が

２５.１％ということで、実態は、既に昨年度の段階で明らかになっているわけですから、その

１０％縮減あるいは２０％縮減に向けて、教育長として具体的にどのようなことを考えているの
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か、お尋ねいたします。参考資料として、中段に中教審答申の中間まとめで、基本的に学校以外

が担うべきこと、真ん中に、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要ない業務等々ありますので、

その点を踏まえた答弁をお願いいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） お答えいたします。 

 議員の資料の中の、これまで学校教師が担ってきた代表的な業務のあり方に関する考え方、こ

れにつきましては、私も承知いたしております。ただ、県のほうも、実は年が明けまして、また

新たな指針を出すというような情報も入っておりまして、いわゆる国が非常に理想的なものを挙

げたものが、まだまだ県とかレベルにおりてきてない。うきは市の場合には、このうきは市立

小・中学校における働き方改革の部活動指針を出しておりまして、実は県の部活動指針よりも先

行しているという状況がございます。そういったことを御理解いただきまして、私どもとしては

一生懸命、今この働き方指針を実現できるように努めております。 

 ちなみに、今年度、教職員組合が予算要求に参りました折に、この文書をいただいているんで

すが、その中に、部活動の週２日の休養日の設定並びに留守番電話の設置など、教職員の働き方

改革にも御尽力いただきありがとうございますという１文が入っておりますので、私どものやっ

ていることは教職員にも伝わっていると、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） それでは、時間がなくなりましたので、最後の質問に行きます。 

 市長は、地方創生事業にたくさん取り組んでこられました。恐らく総額で１０億円程度使われ

ておりますし、半分が国庫負担としても５億円程度をうきは市から支出されているのではないか

なと思っています。 

 しかし、その中で、うきは市の子供たちが無料で参加できる事業というのが幾つあるのかなと

考えますと大変寂しい思いがいたしますので、これまでの地方創生事業の中で、無料の児童・生

徒を対象した事業の成果と課題についてお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君） 答弁、麻生教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 地方創生事業について、児童・生徒を対象とした参加費無料の事業の

成果と課題はとの御質問でございますが、地方創生事業の中で対象となる事業といたしましては、

輝く人育成事業として実施している、うきは市民大学子ども未来学部の、うきは市寺子屋でござ

います。うきは市寺子屋は、家庭学習の定着や学習意識の向上を図るため、平成２８年度から、

地方創生推進交付金を活用して展開しているところです。市内小学校児童全員を対象として、毎

年度、各小学校を通じて募集を行っており、平成２８年度は１１６名、平成２９年度は１３１名、

平成３０年度は１２４名の参加でございます。内容としましては、年２５回実施しており、学校
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の宿題やチャレンジプリントのほかに、読み聞かせ、歴史学習、サイエンスショーを取り入れる

など内容の充実を図り、受講生の関心を高めるよう心がけています。 

 成果といたしましては、受講生と保護者に行ったアンケートによりますと、受講生回答の７割

が、学校や家庭で学習することが楽しくなったと答え、保護者回答の６割が、子供の学習習慣、

生活習慣に変化が見られたと答えており、寺子屋の参加によって、学ぶことの楽しさを感じ、学

習への意識、意欲が高まっていると考えております。 

 課題といたしましては、年２５回実施の中で回を重ねていきますと、夏休みや冬休みという時

期から参加者の若干の減少があることですが、皆勤賞を設けて、やり遂げたという達成感を味わ

ってもらいながら、受講生の参加に努めているところです。 

 学習支援員の人員確保や学習場所の収容人数等を考えますと、現状の児童数が限界であると考

えますが、今後も、うきは市寺子屋を継続しながら、さらに楽しい学びを児童の皆さんに提供し

ていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君） 竹永議員。 

○議員（５番 竹永 茂美君） うきは市の取り組みを否定しているわけではなくて、拡充してい

ただきたいということで質問しております。 

 先ほど紹介しました由利本荘市では、無料の科学実験講座や有名な講師による講演会を開催し、

毎年５００から６００名の子供や保護者が動員もなく、自主的に参加しているということでした。

また、その科学講座を続けている中で高校や大学との連携が図られ、学生科学賞の受賞などの実

績も上がっております。 

 したがいまして、うきは市に住む全ての子供たちが安心・安全に教育を受けられ、また、いろ

んな機会に恵まれるよう、これからも取り組んでいただきたいと思います。特に市長につきまし

ては、教育予算の拡充をお願いし、私の質問を終わりたいと思います。また、教育長につきまし

ては、ぜひ教育委員会での論議の活発化をお願いして私の質問を終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君） これで、５番、竹永茂美議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（櫛川 正男君） 以上で、本日の議事日程は終了しました。本日は、これで散会します。 

 連絡します。あす１２月１１日は午前９時から一般質問を行った後、議案質疑を行いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。お疲れさまでした。 

午後４時40分散会 
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